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本号で公布された条例のあらまし 

◇栃木県議会議員及び栃木県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正（栃木県条例第

33号） 

１ 公職選挙法の一部改正に伴い、所要の改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和８（2026）年１月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇職員等の旅費に関する条例及び知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正（栃木県条例第34号） 

１ 国家公務員等の旅費に関する法律の改正に鑑み、内国旅行の旅費の取扱いを改めること等のため、所要の

改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、令和９（2027）年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

 ⑶ 建設業法第32条に規定する参考人の旅費支給条例について、所要の規定の整備をすることとしました。 

◇職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正（栃木県条例第35号） 

１ 職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度の対象となる職員の範囲を拡大すること等のため、所要の

改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和８（2026）年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 職員の給与に関する条例について、所要の規定の整備をすることとしました。 

◇栃木県木材業者登録条例及び栃木県行政手続条例の一部改正（栃木県条例第36号） 

１ 情報通信技術の効果的な活用を図るため、書面の掲示を義務付ける規制について、所要の改正をすること

としました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、公布の日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正（栃木県条例第37号） 

１ 栃木県権限移譲基本方針に基づき、知事の権限に属する事務を新たに市町村に移譲すること等のため、所

要の改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、公布の日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県公益認定等審議会条例の一部改正（栃木県条例第38号） 

１ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第50条第１項に規定する合議制の機関の組織及び運

営の基準を定める政令の一部改正に伴い、栃木県公益認定等審議会の委員の任命の基準について、所要の改

正をすることとしました。 

２ この条例は、令和８（2026）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県体育施設設置及び管理条例の一部改正（栃木県条例第39号） 

１ 栃木県グリーンスタジアムにラウンジを設置することに伴い、新たにその利用料金の基準額を定めるた

め、所要の改正をすることとしました。 

２ この条例は、規則で定める日から施行することとしました。 

◇栃木県環境影響評価条例の一部改正（栃木県条例第40号） 

１ 環境影響評価に係る書類等を公開することができるようにすること等のため、所要の改正をすることとし

ました。 

２ この条例は、規則で定める日から施行することとしました。 

◇義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例等の一部改正（栃木県条例第41号） 

１ 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正に伴い、義務教育諸学校等の

教育職員の処遇の改善を図ること等のため、次の条例について所要の改正をすることとしました。 

 ⑴ 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 
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本号で公布された条例のあらまし 

◇栃木県議会議員及び栃木県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正（栃木県条例第

33号） 

１ 公職選挙法の一部改正に伴い、所要の改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和８（2026）年１月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇職員等の旅費に関する条例及び知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正（栃木県条例第34号） 

１ 国家公務員等の旅費に関する法律の改正に鑑み、内国旅行の旅費の取扱いを改めること等のため、所要の

改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、令和９（2027）年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

 ⑶ 建設業法第32条に規定する参考人の旅費支給条例について、所要の規定の整備をすることとしました。 

◇職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正（栃木県条例第35号） 

１ 職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度の対象となる職員の範囲を拡大すること等のため、所要の

改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和８（2026）年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 職員の給与に関する条例について、所要の規定の整備をすることとしました。 

◇栃木県木材業者登録条例及び栃木県行政手続条例の一部改正（栃木県条例第36号） 

１ 情報通信技術の効果的な活用を図るため、書面の掲示を義務付ける規制について、所要の改正をすること

としました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、公布の日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正（栃木県条例第37号） 

１ 栃木県権限移譲基本方針に基づき、知事の権限に属する事務を新たに市町村に移譲すること等のため、所

要の改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、公布の日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県公益認定等審議会条例の一部改正（栃木県条例第38号） 

１ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第50条第１項に規定する合議制の機関の組織及び運

営の基準を定める政令の一部改正に伴い、栃木県公益認定等審議会の委員の任命の基準について、所要の改

正をすることとしました。 

２ この条例は、令和８（2026）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県体育施設設置及び管理条例の一部改正（栃木県条例第39号） 

１ 栃木県グリーンスタジアムにラウンジを設置することに伴い、新たにその利用料金の基準額を定めるた

め、所要の改正をすることとしました。 

２ この条例は、規則で定める日から施行することとしました。 

◇栃木県環境影響評価条例の一部改正（栃木県条例第40号） 

１ 環境影響評価に係る書類等を公開することができるようにすること等のため、所要の改正をすることとし

ました。 

２ この条例は、規則で定める日から施行することとしました。 

◇義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例等の一部改正（栃木県条例第41号） 

１ 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正に伴い、義務教育諸学校等の

教育職員の処遇の改善を図ること等のため、次の条例について所要の改正をすることとしました。 

 ⑴ 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 
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 ⑵ 栃木県公立学校職員給与条例 

 ⑶ 栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和８（2026）年１月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正（栃木県条例第42号） 

１ 企業職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度における給与の取扱いに関し必要な事項を定めるた

め、所要の改正をすることとしました。 

２ この条例は、令和８（2026）年４月１日から施行することとしました。 

◇警察官等に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例の一部改正（栃木県条例第43号） 

１ 警察官に支給する被服の品目を改めること等のため、所要の改正をすることとしました。 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 
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第

５
号

の
ポ

ス
タ

ー
（
以

下
「

選

挙
運

動
用

ポ
ス
タ

ー
」

と
総

称
す

る
。

）
の
作

成
の

公
費

負
担

に
関

し
必
要

な
事

項

を
定

め
る
も

の
と
す

る
。
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栃

木
県
条

例
第
3
3
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
議

会
議
員

及
び

栃
木
県

知
事
の

選
挙
に

お
け

る
選
挙

運
動
の

公
費
負

担
に

関
す
る

条
例
の

一
部
を

改
正

す
る
条

例
 

栃
木

県
議
会

議
員
及

び
栃
木

県
知

事
の
選

挙
に
お

け
る
選

挙
運

動
の
公

費
負
担

に
関
す

る
条

例
（
平

成
６
年

栃
木
県

条
例

第
2
8
号

）
の
一

部
を
次

の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

１
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
８

年
１

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

２
 

改
正

後
の

栃
木

県
議

会
議

員
及

び
栃

木
県

知
事

の
選

挙
に

お
け

る
選

挙
運

動
の

公
費

負
担

に
関

す
る

条
例

の
規

定
は

、
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

（
以

下
「

施
行

日
」

と
い

 

う
。

）
以
後

そ
の
期

日
を
告

示
さ

れ
る
選

挙
に
つ

い
て
適

用
し

、
施
行

日
の
前

日
ま
で

に
そ

の
期
日

を
告
示

さ
れ
た

選
挙

に
つ
い

て
は
、

な
お
従

前
の

例
に
よ

る
。

 

（
市

町
村
課

）
 
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

公
職

選
挙

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
0
0
号

。
以

下
「

法
」

と

い
う

。
）

第
1
4
1
条

第
８

項
、

第
1
4
2
条

第
1
1
項

及
び

第
1
4
3
条

第
1
5
項

の
規

定
に

基

づ
き

、
栃

木
県

議
会

議
員

及
び

栃
木

県
知

事
の

選
挙

に
お

け
る

法
第

1
4
1
条

第
１

項

の
自

動
車

（
以

下
「

選
挙

運
動

用
自

動
車

」
と

い
う

。
）

の
使

用
、

法
第

1
4
2
条

第

１
項

第
３

号
及
び

第
４

号
の

ビ
ラ

（
以

下
「
選

挙
運

動
用

ビ
ラ

」
と

い
う
。

）
の

作

成
並

び
に

法
第

1
4
3
条

第
１

項
第

５
号

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

の
ポ

ス
タ

ー
（
以

下
「

選

挙
運

動
用

ポ
ス
タ

ー
」

と
い

う
 

 
。

）
の
作

成
の

公
費

負
担

に
関

し
必
要

な
事

項

を
定

め
る
も

の
と
す

る
。

 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

公
職

選
挙

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
0
0
号

。
以

下
「

法
」

と

い
う

。
）

第
1
4
1
条

第
８

項
、

第
1
4
2
条

第
1
1
項

及
び

第
1
4
3
条

第
1
5
項

の
規

定
に

基

づ
き

、
栃

木
県

議
会

議
員

及
び

栃
木

県
知

事
の

選
挙

に
お

け
る

法
第

1
4
1
条

第
１

項

の
自

動
車

（
以

下
「

選
挙

運
動

用
自

動
車

」
と

い
う

。
）

の
使

用
、

法
第

1
4
2
条

第

１
項

第
３

号
及
び

第
４

号
の

ビ
ラ

（
以

下
「
選

挙
運

動
用

ビ
ラ

」
と

い
う
。

）
の

作

成
並

び
に

法
第

1
4
3
条

第
１

項
第

４
号

の
３

の
個

人
演

説
会

告
知

用
ポ

ス
タ

ー
（

栃

木
県

知
事

の
選
挙

の
場

合
に

限
る

。
）

及
び
同

項
第

５
号

の
ポ

ス
タ

ー
（
以

下
「

選

挙
運

動
用

ポ
ス
タ

ー
」

と
総

称
す

る
。

）
の
作

成
の

公
費

負
担

に
関

し
必
要

な
事

項

を
定

め
る
も

の
と
す

る
。

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

   
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
栃

木
県
条

例
第
3
4
号

 

 
 

 
 
職

員
等
の

旅
費
に

関
す

る
条
例

及
び
知

事
等
の

給
与

及
び
旅

費
に
関

す
る
条

例
の

一
部
を

改
正
す

る
条
例

 

 
 

（
職
員

等
の
旅

費
に
関

す
る

条
例
の

一
部
改

正
）

 

第
１

条
 
職

員
等
の

旅
費
に

関
す

る
条
例

（
昭
和

3
6
年
栃

木
県

条
例
第

4
9
号
）

の
一
部

を
次

の
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
旅

費
の
種

目
）

 

第
６
条

 
内

国
旅

行
に

係
る

旅
費

の
種

目
は

、
鉄

道
賃

、
船

賃
、

航
空

賃
、

車
賃

、
宿

泊
費

、
包

括
宿
泊

費
、

宿
泊

手
当

、
移

転
料
、

着
後

手
当

、
扶

養
親

族
移
転

料
及

び

旅
行

雑
費
と

す
る
。

 

２
～

５
 
略

 

６
 

宿
泊
費

は
、
旅

行
中
の

宿
泊

に
要
す

る
費
用

に
つ
い

て
、

支
給
す

る
。

 

７
 

包
括

宿
泊

費
は

、
移

動
及

び
宿

泊
に
対

す
る

一
体

の
対

価
と

し
て
支

払
わ

れ
る

費

用
に

つ
い
て

、
支
給

す
る
。

 

８
 

宿
泊

手
当

は
、

宿
泊

を
伴

う
旅

行
に
必

要
な

諸
雑

費
に

充
て

る
た
め

の
費

用
に

つ

い
て

、
旅
行

中
の
夜

数
に
応

じ
１

夜
当
た

り
の
定

額
に
よ

り
支

給
す
る

。
 

９
～

1
4
 
略

 

 第
1
0
条

 
削

除
 

      

（
旅

費
の
種

目
）

 

第
６
条

 
内

国
旅

行
に

係
る

旅
費

の
種

目
は

、
鉄

道
賃

、
船

賃
、

航
空

賃
、

車
賃

、
宿

泊
料

、
食

卓
料
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

、
移

転
料
、

着
後

手
当

、
扶

養
親

族
移
転

料
及

び

旅
行

雑
費
と

す
る
。

 

２
～

５
 
略

 

６
 

宿
泊
料

は
、
旅

行
中
の

夜
数

に
応
じ

１
夜
当

た
り
の

定
額

に
よ
り

支
給
す

る
。

 

７
 

食
卓

料
は

、
水

路
旅

行
及

び
航

空
旅
行

中
の

夜
数

に
応

じ
１

夜
当
た

り
の

定
額

に

よ
り

支
給
す

る
。

 

  ８
～

1
3
 
略

 

 第
1
0
条

 
旅
行

者
が

同
一

地
域

（
第

２
条
第

３
項

に
規

定
す

る
地

域
区
分

に
よ

る
地

域

を
い

う
。

以
下
同

じ
。

）
に

滞
在

す
る

場
合
に

お
け

る
宿

泊
料

は
、

そ
の
地

域
に

到

着
し

た
日

の
翌
日

か
ら

起
算

し
て

滞
在

日
数
3
0
日

を
超

え
る

場
合

に
は

そ
の

超
え

る

日
数

に
つ

い
て
定

額
の

1
0
分

の
１

、
滞

在
日
数

6
0
日

を
超

え
る

場
合

に
は
そ

の
超

え

る
日

数
に

つ
い
て

定
額

の
1
0
分

の
２

に
相

当
す

る
額

を
そ

れ
ぞ

れ
の

定
額
か

ら
減

じ

た
額

に
よ
る

。
 

２
 

同
一

地
域

に
滞

在
中

一
時

他
の

地
に
出

張
し

た
日

数
は

、
前

項
の
滞

在
日

数
か

ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

  第
1
1
条

 
削

除
 

    
（

宿
泊
費

）
 

第
1
9
条

 
宿
泊

費
は

、
旅

行
中

の
宿

泊
に
要

す
る

費
用

と
し

、
そ

の
額
は

、
国

家
公

務

員
等

の
旅

費
支
給

規
程

（
昭

和
2
5
年

大
蔵

省
令

第
4
5
号

）
に

よ
り

定
め

ら
れ

て
い

る

宿
泊

費
基

準
額
（

次
条

に
お

い
て

「
宿

泊
費
基

準
額

」
と

い
う

。
）

と
現
に

支
払

っ

た
額

を
比

較
し
、

い
ず

れ
か

少
な

い
額

と
す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
職

員
に

対

応
す

る
国
の

職
員
は

、
同
令

に
お

け
る
職

務
の
級

が
1
0
級

以
下

の
者
と

す
る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該
宿

泊
に

係
る

特
別

な
事

情
が
あ

る
場

合
と

し

て
知

事
が
定

め
る
場

合
は
、

当
該

宿
泊
に

要
す
る

費
用
の

額
と

す
る
。

 

  
（

包
括
宿

泊
費
）

 

第
2
0
条

 
包
括

宿
泊

費
は

、
移

動
及

び
宿
泊

に
対

す
る

一
体

の
対

価
と
し

て
支

払
わ

れ

る
費

用
と

し
、
そ

の
額

は
、

当
該

移
動

に
係
る

鉄
道

賃
、

船
賃

、
航

空
賃
及

び
車

賃

並
び

に
当

該
宿

泊
に

係
る

宿
泊

費
基

準
額

の
合

計
額

と
現

に
支

払
っ

た
額

を
比

較

し
、

い
ず
れ

か
少
な

い
額
と

す
る

。
 

  
（

宿
泊
手

当
）

 

第
2
1
条

 
宿
泊

手
当

は
、

宿
泊

を
伴

う
旅
行

に
必

要
な

諸
雑

費
に

充
て
る

た
め

の
費

用

と
し

、
そ

の
額
は

、
国

家
公

務
員

等
の

旅
費
支

給
規

程
に

よ
り

定
め

ら
れ
て

い
る

宿

泊
手

当
の
額

と
す
る

。
 

 

（
着

後
手
当

）
 

第
2
3
条

 
着
後

手
当

の
額

は
、

赴
任

に
伴
い

住
所

又
は

居
所

を
移

転
し
た

地
の

存
す

る

地
域

の
区

分
に

応
じ

た
別

表
第

１
の

定
額

（
以

下
「

移
転

に
係

る
宿

泊
料

」
と

い

う
。

）
の
５

夜
分
に

相
当
す

る
額

に
よ
る

。
 

 

（
扶

養
親
族

移
転
料

）
 

第
2
4
条

 
扶

養
親
族

移
転
料

の
額

は
、
次

の
各
号

に
規
定

す
る

額
に
よ

る
。

 

(
1
)
a
赴
任

の
際

扶
養

親
族

を
旧

在
勤

地
か

ら
新
在

勤
地

ま
で

随
伴

す
る

場
合
に

は
、

除
算

す
る
。

 

 第
1
1
条

 
１
日

の
旅

行
に

お
い

て
宿

泊
料
（

扶
養

親
族

移
転

料
の

う
ち
宿

泊
料

に
相

当

す
る

部
分

を
含
む

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て
同

じ
。

）
に

つ
い

て
定

額
を
異

に
す

る

事
由

が
生
じ

た
場
合

に
は
、

額
の

多
い
方

の
定
額

に
よ
る

宿
泊

料
を
支

給
す
る

。
 

  第
1
9
条

 
削

除
 

       

（
宿

泊
料
）

 

第
2
0
条

 
宿

泊
料
の

額
は
、

宿
泊

地
の
区

分
に
応

じ
た
別

表
第

１
の
定

額
に
よ

る
。

 

２
 

宿
泊

料
は

、
水

路
旅

行
及

び
航

空
旅
行

に
つ

い
て

は
、

公
務

上
の
必

要
又

は
天

災

そ
の

他
や

む
を
得

な
い

事
情

に
よ

り
上

陸
又
は

着
陸

し
て

宿
泊

し
た

場
合
に

限
り

、

支
給

す
る
。

 

 

（
食

卓
料
）

 

第
2
1
条

 
食

卓
料
の

額
は
、

１
夜

に
つ
き

2
,
6
0
0
円
と

す
る

。
 

２
 

食
卓

料
は

、
船

賃
若

し
く

は
航

空
賃
の

ほ
か

に
別

に
食

費
を

要
す
る

場
合

又
は

船

賃
若

し
く
は

航
空
賃

を
要
し

な
い

が
食
費

を
要
す

る
場
合

に
限

り
、
支

給
す
る

。
 

 

（
着

後
手
当

）
 

第
2
3
条

 
着
後

手
当

の
額

は
、

赴
任

に
伴
い

住
所

又
は

居
所

を
移

転
し
た

地
の

存
す

る

地
域

の
区

分
に

応
じ

た
宿

泊
料

定
額

定
額

（
以

下
「

移
転

に
係

る
宿

泊
料

」
と

い

う
。

）
の
５

夜
分
に

相
当
す

る
額

に
よ
る

。
 

 

（
扶

養
親
族

移
転
料

）
 

第
2
4
条

 
扶

養
親
族

移
転
料

の
額

は
、
次

の
各
号

に
規
定

す
る

額
に
よ

る
。

 

(
1
)
a
赴
任

の
際

扶
養

親
族

を
旧

在
勤

地
か

ら
新
在

勤
地

ま
で

随
伴

す
る

場
合
に

は
、
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0
0
 
 

  第
1
1
条

 
削

除
 

    
（

宿
泊
費

）
 

第
1
9
条

 
宿
泊

費
は

、
旅

行
中

の
宿

泊
に
要

す
る

費
用

と
し

、
そ

の
額
は

、
国

家
公

務

員
等

の
旅

費
支
給

規
程

（
昭

和
2
5
年

大
蔵

省
令

第
4
5
号

）
に

よ
り

定
め

ら
れ

て
い

る

宿
泊

費
基

準
額
（

次
条

に
お

い
て

「
宿

泊
費
基

準
額

」
と

い
う

。
）

と
現
に

支
払

っ

た
額

を
比

較
し
、

い
ず

れ
か

少
な

い
額

と
す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
職

員
に

対

応
す

る
国
の

職
員
は

、
同
令

に
お

け
る
職

務
の
級

が
1
0
級

以
下

の
者
と

す
る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該
宿

泊
に

係
る

特
別

な
事

情
が
あ

る
場

合
と

し

て
知

事
が
定

め
る
場

合
は
、

当
該

宿
泊
に

要
す
る

費
用
の

額
と

す
る
。

 

  
（

包
括
宿

泊
費
）

 

第
2
0
条

 
包
括

宿
泊

費
は

、
移

動
及

び
宿
泊

に
対

す
る

一
体

の
対

価
と
し

て
支

払
わ

れ

る
費

用
と

し
、
そ

の
額

は
、

当
該

移
動

に
係
る

鉄
道

賃
、

船
賃

、
航

空
賃
及

び
車

賃

並
び

に
当

該
宿

泊
に

係
る

宿
泊

費
基

準
額

の
合

計
額

と
現

に
支

払
っ

た
額

を
比

較

し
、

い
ず
れ

か
少
な

い
額
と

す
る

。
 

  
（

宿
泊
手

当
）

 

第
2
1
条

 
宿
泊

手
当

は
、

宿
泊

を
伴

う
旅
行

に
必

要
な

諸
雑

費
に

充
て
る

た
め

の
費

用

と
し

、
そ

の
額
は

、
国

家
公

務
員

等
の

旅
費
支

給
規

程
に

よ
り

定
め

ら
れ
て

い
る

宿

泊
手

当
の
額

と
す
る

。
 

 

（
着

後
手
当

）
 

第
2
3
条

 
着
後

手
当

の
額

は
、

赴
任

に
伴
い

住
所

又
は

居
所

を
移

転
し
た

地
の

存
す

る

地
域

の
区

分
に

応
じ

た
別

表
第

１
の

定
額

（
以

下
「

移
転

に
係

る
宿

泊
料

」
と

い

う
。

）
の
５

夜
分
に

相
当
す

る
額

に
よ
る

。
 

 

（
扶

養
親
族

移
転
料

）
 

第
2
4
条

 
扶

養
親
族

移
転
料

の
額

は
、
次

の
各
号

に
規
定

す
る

額
に
よ

る
。

 

(
1
)
a
赴
任

の
際

扶
養

親
族

を
旧

在
勤

地
か

ら
新
在

勤
地

ま
で

随
伴

す
る

場
合
に

は
、

除
算

す
る
。

 

 第
1
1
条

 
１
日

の
旅

行
に

お
い

て
宿

泊
料
（

扶
養

親
族

移
転

料
の

う
ち
宿

泊
料

に
相

当

す
る

部
分

を
含
む

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て
同

じ
。

）
に

つ
い

て
定

額
を
異

に
す

る

事
由

が
生
じ

た
場
合

に
は
、

額
の

多
い
方

の
定
額

に
よ
る

宿
泊

料
を
支

給
す
る

。
 

  第
1
9
条

 
削

除
 

       

（
宿

泊
料
）

 

第
2
0
条

 
宿

泊
料
の

額
は
、

宿
泊

地
の
区

分
に
応

じ
た
別

表
第

１
の
定

額
に
よ

る
。

 

２
 

宿
泊

料
は

、
水

路
旅

行
及

び
航

空
旅
行

に
つ

い
て

は
、

公
務

上
の
必

要
又

は
天

災

そ
の

他
や

む
を
得

な
い

事
情

に
よ

り
上

陸
又
は

着
陸

し
て

宿
泊

し
た

場
合
に

限
り

、

支
給

す
る
。

 

 

（
食

卓
料
）

 

第
2
1
条

 
食

卓
料
の

額
は
、

１
夜

に
つ
き

2
,
6
0
0
円
と

す
る

。
 

２
 

食
卓

料
は

、
船

賃
若

し
く

は
航

空
賃
の

ほ
か

に
別

に
食

費
を

要
す
る

場
合

又
は

船

賃
若

し
く
は

航
空
賃

を
要
し

な
い

が
食
費

を
要
す

る
場
合

に
限

り
、
支

給
す
る

。
 

 

（
着

後
手
当

）
 

第
2
3
条

 
着
後

手
当

の
額

は
、

赴
任

に
伴
い

住
所

又
は

居
所

を
移

転
し
た

地
の

存
す

る

地
域

の
区

分
に

応
じ

た
宿

泊
料

定
額

定
額

（
以

下
「

移
転

に
係

る
宿

泊
料

」
と

い

う
。

）
の
５

夜
分
に

相
当
す

る
額

に
よ
る

。
 

 

（
扶

養
親
族

移
転
料

）
 

第
2
4
条

 
扶

養
親
族

移
転
料

の
額

は
、
次

の
各
号

に
規
定

す
る

額
に
よ

る
。

 

(
1
)
a
赴
任

の
際

扶
養

親
族

を
旧

在
勤

地
か

ら
新
在

勤
地

ま
で

随
伴

す
る

場
合
に

は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

赴
任

を
命

ぜ
ら
れ

た
日

に
お

け
る

扶
養

親
族
１

人
ご

と
に

、
そ

の
移

転
の
際

に
お

け
る

年
齢
に

従
い
、

次
に
規

定
す

る
額
の

合
計
額

 

ア
 
1
2
歳

以
上
の

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
移
転

の
際

に
お

け
る

職
員

相
当
の

鉄
道

賃
、

船
賃

、
航

空
賃

及
び

車
賃

の
全

額
並

び
に
移

転
に

係
る

宿
泊

料
（

水
路
旅

行
及

び
航

空
旅

行
に

つ
い

て
は

、
公

務
上

の
必
要

又
は

天
災

そ
の

他
や

む
を
得

な
い

事
情

に
よ

り
上

陸
又

は
着

陸
し

て
宿

泊
し
た

場
合

に
限

り
、

支
給

す
る
も

の
と

し
、

１
日

の
旅

行
に

お
い

て
定

額
を

異
に

す
る

事
由

が
生

じ
た

場
合

に

は
、

額
の

多
い

方
の

定
額

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
以

下
同

じ
。

）
、

食
卓

料

（
船

賃
若

し
く

は
航

空
賃

の
ほ

か
に

別
に

食
費
を

要
す

る
場

合
又

は
船

賃
若
し

く
は

航
空

賃
を

要
し

な
い

が
食

費
を

要
す

る
場

合
に

限
り

支
給

す
る

も
の

と

し
、

そ
の

額
は

１
夜

に
つ

き
2
,
6
0
0
円

と
す

る
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

着
後

手

当
の

３
分
の

２
に
相

当
す
る

額
 

イ
 

略
 

ウ
 

６
歳

未
満
の

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
移
転

の
際

に
お

け
る

職
員

相
当
の

移
転

に
係

る
宿

泊
料

、
食

卓
料

及
び

着
後

手
当

の
３
分

の
１

に
相

当
す

る
額

。
た
だ

し
、

６
歳

未
満

の
者

を
３

人
以

上
随

伴
す

る
と
き

は
、

２
人

を
超

え
る

者
ご
と

に
そ

の
移

転
の

際
に

お
け

る
職

員
相

当
の

鉄
道
賃

及
び

船
賃

の
２

分
の

１
に
相

当
す

る
金
額

を
加
算

す
る
。

 

(
2
)
a
略

 

(
3
)
a
第
１

号
ア

か
ら

ウ
ま

で
の

規
定

に
よ

り
移
転

に
係

る
宿

泊
料

、
食

卓
料
及

び
着

後
手

当
の

額
を
計

算
す

る
場

合
に

お
い

て
、
当

該
旅

費
の

額
に

円
位

未
満
の

端
数

を
生

じ
た
と

き
は
、

こ
れ
を

切
り

捨
て
る

も
の
と

す
る
。

 

２
 

略
 

 

（
同

一
地
域

内
旅
行

の
旅
費

）
 

第
2
6
条

 
同
一

地
域

（
第

２
条

第
３

項
に
規

定
す

る
地

域
区

分
に

よ
る
地

域
を

い
う

。

以
下

同
じ

。
）
内

に
お

け
る

旅
行

に
つ

い
て
は

、
移

転
料

、
着

後
手

当
及
び

扶
養

親

族
移

転
料
は

、
支
給

し
な
い

。
 

２
 

略
 

 

（
外

国
旅
行

の
旅
費

）
 

第
3
0
条

 
略

 

２
 

第
６

条
第

1
4
項

に
規

定
す

る
旅

行
手
当

の
支

給
を

受
け

る
者

の
範
囲

、
額

、
支

給

条
件

及
び
支

給
方
法

は
、
任

命
権

者
が
そ

の
都
度

知
事
と

協
議

し
て
定

め
る
。

 

赴
任

を
命

ぜ
ら
れ

た
日

に
お

け
る

扶
養

親
族
１

人
ご

と
に

、
そ

の
移

転
の
際

に
お

け
る

年
齢
に

従
い
、

次
に
規

定
す

る
額
の

合
計
額

 

ア
 
1
2
歳

以
上
の

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
移
転

の
際

に
お

け
る

職
員

相
当
の

鉄
道

賃
、

船
賃

、
航

空
賃

及
び

車
賃

の
全

額
並

び
に
宿

泊
料

係
る

宿
泊

料
（

水
路
旅

行
及

び
航

空
旅

行
に

つ
い

て
は

、
公

務
上

の
必
要

又
は

天
災

そ
の

他
や

む
を
得

な
い

事
情

に
よ

り
上

陸
又

は
着

陸
し

て
宿

泊
し
た

場
合

に
限

り
、

支
給

す
る
も

の
と

し
、

１
日

の
旅

行
に

お
い

て
定

額
を

異
に

す
る

事
由

が
生

じ
た

場
合

に

は
、

額
の

多
い

方
の

定
額

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
以

下
同

じ
。

）
、

食
卓

料

（
船

賃
若

し
く

は
航

空
賃

の
ほ

か
に

別
に

食
費
を

要
す

る
場

合
又

は
船

賃
若
し

く
は

航
空

賃
を

要
し

な
い

が
食

費
を

要
す

る
場

合
に

限
り

支
給

す
る

も
の

と

し
、

そ
の

額
は

１
夜

に
つ

き
2
,
6
0
0
円

と
す

る
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

着
後

手

当
の

３
分
の

２
に
相

当
す
る

額
 

イ
 

略
 

ウ
 

６
歳

未
満
の

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
移
転

の
際

に
お

け
る

職
員

相
当
の

宿
泊

料
あ

あ
あ

あ
あ

、
食

卓
料

及
び

着
後

手
当

の
３
分

の
１

に
相

当
す

る
額

。
た
だ

し
、

６
歳

未
満

の
者

を
３

人
以

上
随

伴
す

る
と
き

は
、

２
人

を
超

え
る

者
ご
と

に
そ

の
移

転
の

際
に

お
け

る
職

員
相

当
の

鉄
道
賃

及
び

船
賃

の
２

分
の

１
に
相

当
す

る
金
額

を
加
算

す
る
。

 

(
2
)
a
略

 

(
3
)
a
第
１

号
ア

か
ら

ウ
ま

で
の

規
定

に
よ

り
宿
泊

料
あ

あ
あ

あ
あ

、
食

卓
料
及

び
着

後
手

当
の

額
を
計

算
す

る
場

合
に

お
い

て
、
当

該
旅

費
の

額
に

円
位

未
満
の

端
数

を
生

じ
た
と

き
は
、

こ
れ
を

切
り

捨
て
る

も
の
と

す
る
。

 

２
 

略
 

 

（
同

一
地
域

内
旅
行

の
旅
費

）
 

第
2
6
条

 
同
一

地
域

（
第

２
条

第
３

項
に
規

定
す

る
地

域
区

分
に

よ
る
地

域
を

い
う

。

以
下

同
じ

。
）
内

に
お

け
る

旅
行

に
つ

い
て
は

、
移

転
料

、
着

後
手

当
及
び

扶
養

親

族
移

転
料
は

、
支
給

し
な
い

。
 

２
 

略
 

 

（
外

国
旅
行

の
旅
費

）
 

第
3
0
条

 
略

 

２
 

第
６

条
第

1
3
項

に
規

定
す

る
旅

行
手
当

の
支

給
を

受
け

る
者

の
範
囲

、
額

、
支

給

条
件

及
び
支

給
方
法

は
、
任

命
権

者
が
そ

の
都
度

知
事
と

協
議

し
て
定

め
る
。
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0
0
 
 

赴
任

を
命

ぜ
ら
れ

た
日

に
お

け
る

扶
養

親
族
１

人
ご

と
に

、
そ

の
移

転
の
際

に
お

け
る

年
齢
に

従
い
、

次
に
規

定
す

る
額
の

合
計
額

 

ア
 
1
2
歳

以
上
の

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
移
転

の
際

に
お

け
る

職
員

相
当
の

鉄
道

賃
、

船
賃

、
航

空
賃

及
び

車
賃

の
全

額
並

び
に
移

転
に

係
る

宿
泊

料
（

水
路
旅

行
及

び
航

空
旅

行
に

つ
い

て
は

、
公

務
上

の
必
要

又
は

天
災

そ
の

他
や

む
を
得

な
い

事
情

に
よ

り
上

陸
又

は
着

陸
し

て
宿

泊
し
た

場
合

に
限

り
、

支
給

す
る
も

の
と

し
、

１
日

の
旅

行
に

お
い

て
定

額
を

異
に

す
る

事
由

が
生

じ
た

場
合

に

は
、

額
の

多
い

方
の

定
額

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
以

下
同

じ
。

）
、

食
卓

料

（
船

賃
若

し
く

は
航

空
賃

の
ほ

か
に

別
に

食
費
を

要
す

る
場

合
又

は
船

賃
若
し

く
は

航
空

賃
を

要
し

な
い

が
食

費
を

要
す

る
場

合
に

限
り

支
給

す
る

も
の

と

し
、

そ
の

額
は

１
夜

に
つ

き
2
,
6
0
0
円

と
す

る
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

着
後

手

当
の

３
分
の

２
に
相

当
す
る

額
 

イ
 

略
 

ウ
 

６
歳

未
満
の

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
移
転

の
際

に
お

け
る

職
員

相
当
の

移
転

に
係

る
宿

泊
料

、
食

卓
料

及
び

着
後

手
当

の
３
分

の
１

に
相

当
す

る
額

。
た
だ

し
、

６
歳

未
満

の
者

を
３

人
以

上
随

伴
す

る
と
き

は
、

２
人

を
超

え
る

者
ご
と

に
そ

の
移

転
の

際
に

お
け

る
職

員
相

当
の

鉄
道
賃

及
び

船
賃

の
２

分
の

１
に
相

当
す

る
金
額

を
加
算

す
る
。

 

(
2
)
a
略

 

(
3
)
a
第
１

号
ア

か
ら

ウ
ま

で
の

規
定

に
よ

り
移
転

に
係

る
宿

泊
料

、
食

卓
料
及

び
着

後
手

当
の

額
を
計

算
す

る
場

合
に

お
い

て
、
当

該
旅

費
の

額
に

円
位

未
満
の

端
数

を
生

じ
た
と

き
は
、

こ
れ
を

切
り

捨
て
る

も
の
と

す
る
。

 

２
 

略
 

 

（
同

一
地
域

内
旅
行

の
旅
費

）
 

第
2
6
条

 
同
一

地
域

（
第

２
条

第
３

項
に
規

定
す

る
地

域
区

分
に

よ
る
地

域
を

い
う

。

以
下

同
じ

。
）
内

に
お

け
る

旅
行

に
つ

い
て
は

、
移

転
料

、
着

後
手

当
及
び

扶
養

親

族
移

転
料
は

、
支
給

し
な
い

。
 

２
 

略
 

 

（
外

国
旅
行

の
旅
費

）
 

第
3
0
条

 
略

 

２
 

第
６

条
第

1
4
項

に
規

定
す

る
旅

行
手
当

の
支

給
を

受
け

る
者

の
範
囲

、
額

、
支

給

条
件

及
び
支

給
方
法

は
、
任

命
権

者
が
そ

の
都
度

知
事
と

協
議

し
て
定

め
る
。

 

赴
任

を
命

ぜ
ら
れ

た
日

に
お

け
る

扶
養

親
族
１

人
ご

と
に

、
そ

の
移

転
の
際

に
お

け
る

年
齢
に

従
い
、

次
に
規

定
す

る
額
の

合
計
額

 

ア
 
1
2
歳

以
上
の

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
移
転

の
際

に
お

け
る

職
員

相
当
の

鉄
道

賃
、

船
賃

、
航

空
賃

及
び

車
賃

の
全

額
並

び
に
宿

泊
料

係
る

宿
泊

料
（

水
路
旅

行
及

び
航

空
旅

行
に

つ
い

て
は

、
公

務
上

の
必
要

又
は

天
災

そ
の

他
や

む
を
得

な
い

事
情

に
よ

り
上

陸
又

は
着

陸
し

て
宿

泊
し
た

場
合

に
限

り
、

支
給

す
る
も

の
と

し
、

１
日

の
旅

行
に

お
い

て
定

額
を

異
に

す
る

事
由

が
生

じ
た

場
合

に

は
、

額
の

多
い

方
の

定
額

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
以

下
同

じ
。

）
、

食
卓

料

（
船

賃
若

し
く

は
航

空
賃

の
ほ

か
に

別
に

食
費
を

要
す

る
場

合
又

は
船

賃
若
し

く
は

航
空

賃
を

要
し

な
い

が
食

費
を

要
す

る
場

合
に

限
り

支
給

す
る

も
の

と

し
、

そ
の

額
は

１
夜

に
つ

き
2
,
6
0
0
円

と
す

る
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

着
後

手

当
の

３
分
の

２
に
相

当
す
る

額
 

イ
 

略
 

ウ
 

６
歳

未
満
の

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
移
転

の
際

に
お

け
る

職
員

相
当
の

宿
泊

料
あ

あ
あ

あ
あ

、
食

卓
料

及
び

着
後

手
当

の
３
分

の
１

に
相

当
す

る
額

。
た
だ

し
、

６
歳

未
満

の
者

を
３

人
以

上
随

伴
す

る
と
き

は
、

２
人

を
超

え
る

者
ご
と

に
そ

の
移

転
の

際
に

お
け

る
職

員
相

当
の

鉄
道
賃

及
び

船
賃

の
２

分
の

１
に
相

当
す

る
金
額

を
加
算

す
る
。

 

(
2
)
a
略

 

(
3
)
a
第
１

号
ア

か
ら

ウ
ま

で
の

規
定

に
よ

り
宿
泊

料
あ

あ
あ

あ
あ

、
食

卓
料
及

び
着

後
手

当
の

額
を
計

算
す

る
場

合
に

お
い

て
、
当

該
旅

費
の

額
に

円
位

未
満
の

端
数

を
生

じ
た
と

き
は
、

こ
れ
を

切
り

捨
て
る

も
の
と

す
る
。

 

２
 

略
 

 

（
同

一
地
域

内
旅
行

の
旅
費

）
 

第
2
6
条

 
同
一

地
域

（
第

２
条

第
３

項
に
規

定
す

る
地

域
区

分
に

よ
る
地

域
を

い
う

。

以
下

同
じ

。
）
内

に
お

け
る

旅
行

に
つ

い
て
は

、
移

転
料

、
着

後
手

当
及
び

扶
養

親

族
移

転
料
は

、
支
給

し
な
い

。
 

２
 

略
 

 

（
外

国
旅
行

の
旅
費

）
 

第
3
0
条

 
略

 

２
 

第
６

条
第

1
3
項

に
規

定
す

る
旅

行
手
当

の
支

給
を

受
け

る
者

の
範
囲

、
額

、
支

給

条
件

及
び
支

給
方
法

は
、
任

命
権

者
が
そ

の
都
度

知
事
と

協
議

し
て
定

め
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

第
２

条
 
職

員
等
の

旅
費
に

関
す

る
条
例

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 別
表

第
１
（

第
2
3
条

関
係
）

 

 
 

移
転
に

係
る
宿

泊
料

 

略
 

 
備

考
 
略

 

 別
表

第
１
（

第
2
0
条

関
係
）

 

 
 

宿
泊
料

あ
あ
あ

あ
あ

 

略
 

 
備

考
 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

目
次

 

第
１

章
 
総

則
（
第

１
条
―

第
７

条
）

 

第
２

章
 
旅

費
の
種

目
及
び

内
容

 

 
 

第
１
節

 
通
則

（
第
８

条
）

 

 
 

第
２
節

 
交
通

費
（
第

９
条

―
第
1
2
条

）
 

 
 

第
３
節

 
宿
泊

費
等
（

第
1
3
条

―
第

1
5
条
）

 

 
 

第
４
節

 
転
居

費
等
（

第
1
6
条

―
第

1
8
条
）

 

 
 

第
５
節

 
そ
の

他
の
種

目
（

第
1
9
条

）
 

第
３

章
 
雑

則
（
第

2
0
条
―

第
2
8
条

）
 

附
則

 

 

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

、
次

の
各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
意

義
は
、

当
該

各
号

に

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 

 
(
1
)
 
略

 

 
(
2
)
a
内

国
旅

行
 

本
邦

（
本

州
、

北
海

道
、

四
国

、
九

州
及

び
こ

れ
ら
に

附
属

す
る

島
の

存
す

る
領
域

を
い

う
。

次
号

、
次

条
第
２

項
、

第
９

条
第

３
項

及
び
第

2
7
条

第
１

項
に
お

い
て
同

じ
。
）

に
お

け
る
旅

行
を
い

う
。

 

(
3
)
a
外
国

旅
行

 
本

邦
と

外
国

（
本

邦
以

外
の
領

域
（

公
海

を
含

む
。

）
を
い

う
。

以
下

こ
の

号
に
お

い
て

同
じ

。
）

と
の

間
に
お

け
る

旅
行

及
び

外
国

に
お
け

る
旅

行
を

い
う
。

 

(
4
)
a
出
張

 
職

員
が

公
務

の
た

め
一

時
そ

の
在
勤

庁
（

常
時

勤
務

す
る

在
勤
庁

の
な

い
場

合
又

は
所
属

長
が

認
め

る
場

合
に

は
、
そ

の
住

所
、

居
所

そ
の

他
所
属

長
が

認
め

る
場

所
）
を

離
れ

て
旅

行
し

、
又

は
職
員

以
外

の
者

が
公

務
の

た
め
一

時
そ

目
次

 

第
１

章
 
総

則
（
第

１
条
―

第
1
4
条

）
 

第
２

章
 
内

国
旅
行

の
旅
費

（
第

1
5
条
―

第
2
9
条

）
 

第
３

章
 
外

国
旅
行

の
旅
費

（
第

3
0
条
）

 

第
４

章
 
雑

則
（
第

3
1
条
―

第
3
3
条

）
 

    

附
則

 

 

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

、
次

の
各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
意

義
は
、

当
該

各
号

に

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 

 
(
1
)
 
略

 

 
(
2
)
a
内

国
旅

行
 

本
邦

（
本

州
、

北
海

道
、

四
国

、
九

州
及

び
こ

れ
ら
に

附
属

す
る

島
の

存
す

る
領
域

を
い

う
。

以
下

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
同

じ
。
）

に
お

け
る
旅

行
を
い

う
。

 

(
3
)
a
外
国

旅
行

 
本

邦
と

外
国

（
本

邦
以

外
の
領

域
（

公
海

を
含

む
。

）
を
い

う
。

以
下

こ
の

号
に
お

い
て

同
じ

。
）

と
の

間
に
お

け
る

旅
行

及
び

外
国

に
お
け

る
旅

行
を

い
う
。

 

(
4
)
a
出
張

 
職

員
が

公
務

の
た

め
一

時
そ

の
在
勤

庁
（

常
時

勤
務

す
る

在
勤
庁

の
な

い
職

員
に

つ
い
て

は
、

そ
の

住
所

又
は

居
所
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
）
を

離
れ

て
旅

行
し

、
又

は
職
員

以
外

の
者

が
公

務
の

た
め
一

時
そ
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0
0
 
 

第
２

条
 
職

員
等
の

旅
費
に

関
す

る
条
例

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 別
表

第
１
（

第
2
3
条

関
係
）

 

 
 

移
転
に

係
る
宿

泊
料

 

略
 

 
備

考
 
略

 

 別
表

第
１
（

第
2
0
条

関
係
）

 

 
 

宿
泊
料

あ
あ
あ

あ
あ

 

略
 

 
備

考
 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

目
次

 

第
１

章
 
総

則
（
第

１
条
―

第
７

条
）

 

第
２

章
 
旅

費
の
種

目
及
び

内
容

 

 
 

第
１
節

 
通
則

（
第
８

条
）

 

 
 

第
２
節

 
交
通

費
（
第

９
条

―
第
1
2
条

）
 

 
 

第
３
節

 
宿
泊

費
等
（

第
1
3
条

―
第

1
5
条
）

 

 
 

第
４
節

 
転
居

費
等
（

第
1
6
条

―
第

1
8
条
）

 

 
 

第
５
節

 
そ
の

他
の
種

目
（

第
1
9
条

）
 

第
３

章
 
雑

則
（
第

2
0
条
―

第
2
8
条

）
 

附
則

 

 

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

、
次

の
各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
意

義
は
、

当
該

各
号

に

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 

 
(
1
)
 
略

 

 
(
2
)
a
内

国
旅

行
 

本
邦

（
本

州
、

北
海

道
、

四
国

、
九

州
及

び
こ

れ
ら
に

附
属

す
る

島
の

存
す

る
領
域

を
い

う
。

次
号

、
次

条
第
２

項
、

第
９

条
第

３
項

及
び
第

2
7
条

第
１

項
に
お

い
て
同

じ
。
）

に
お

け
る
旅

行
を
い

う
。

 

(
3
)
a
外
国

旅
行

 
本

邦
と

外
国

（
本

邦
以

外
の
領

域
（

公
海

を
含

む
。

）
を
い

う
。

以
下

こ
の

号
に
お

い
て

同
じ

。
）

と
の

間
に
お

け
る

旅
行

及
び

外
国

に
お
け

る
旅

行
を

い
う
。

 

(
4
)
a
出
張

 
職

員
が

公
務

の
た

め
一

時
そ

の
在
勤

庁
（

常
時

勤
務

す
る

在
勤
庁

の
な

い
場

合
又

は
所
属

長
が

認
め

る
場

合
に

は
、
そ

の
住

所
、

居
所

そ
の

他
所
属

長
が

認
め

る
場

所
）
を

離
れ

て
旅

行
し

、
又

は
職
員

以
外

の
者

が
公

務
の

た
め
一

時
そ

目
次

 

第
１

章
 
総

則
（
第

１
条
―

第
1
4
条

）
 

第
２

章
 
内

国
旅
行

の
旅
費

（
第

1
5
条
―

第
2
9
条

）
 

第
３

章
 
外

国
旅
行

の
旅
費

（
第

3
0
条
）

 

第
４

章
 
雑

則
（
第

3
1
条
―

第
3
3
条

）
 

    

附
則

 

 

（
定

義
）

 

第
２

条
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

、
次

の
各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
意

義
は
、

当
該

各
号

に

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 

 
(
1
)
 
略

 

 
(
2
)
a
内

国
旅

行
 

本
邦

（
本

州
、

北
海

道
、

四
国

、
九

州
及

び
こ

れ
ら
に

附
属

す
る

島
の

存
す

る
領
域

を
い

う
。

以
下

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
同

じ
。
）

に
お

け
る
旅

行
を
い

う
。

 

(
3
)
a
外
国

旅
行

 
本

邦
と

外
国

（
本

邦
以

外
の
領

域
（

公
海

を
含

む
。

）
を
い

う
。

以
下

こ
の

号
に
お

い
て

同
じ

。
）

と
の

間
に
お

け
る

旅
行

及
び

外
国

に
お
け

る
旅

行
を

い
う
。

 

(
4
)
a
出
張

 
職

員
が

公
務

の
た

め
一

時
そ

の
在
勤

庁
（

常
時

勤
務

す
る

在
勤
庁

の
な

い
職

員
に

つ
い
て

は
、

そ
の

住
所

又
は

居
所
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
）
を

離
れ

て
旅

行
し

、
又

は
職
員

以
外

の
者

が
公

務
の

た
め
一

時
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

の
住

所
又
は

居
所
を

離
れ
て

旅
行

す
る
こ

と
を
い

う
。

 

 
(
5
)
 
略

 

 
(
6
)
a
帰

住
 

職
員

が
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の
職

員
若

し
く

は
そ

の
扶

養
親
族

又
は

そ
の

遺
族

が
生

活
の
根

拠
地

と
な

る
地

に
旅

行
す
る

こ
と

を
い

う
。

 

(
7
)
a
家
族

 
職

員
の

配
偶

者
（

婚
姻

の
届

出
を
し

て
い

な
い

が
、

事
実

上
婚
姻

関
係

と
同

様
の

事
情

に
あ

る
者

を
含

む
。

次
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

、
子

、
父

母
、

孫
、

祖
父
母

及
び
兄

弟
姉
妹

で
職

員
と
生

計
を
一

に
す
る

も
の

を
い
う

。
 

 
(
8
)
 
略

 

 
(
9
)
a
職

務
の

級
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和
2
7
年
栃

木
県

条
例

第
１

号
）

第
５

条
第

１
項
第

１
号

に
規

定
す

る
行

政
職
給

料
表

に
よ

る
職

務
の

級
並
び

に
行

政
職

給
料

表
の
適

用
を

受
け

な
い

者
及

び
栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条
例

（
昭

和
3
2
年

栃
木

県
条

例
第

3
4
号

）
第

６
条

の
給
料

表
の

適
用

を
受

け
る

者
に
つ

い
て

は
知

事
が

人
事

委
員

会
と

協
議

し
て

定
め

る
こ

れ
に

相
当

す
る

職
務

の
級

を
い

う
。

 

          

（
旅

費
の
支

給
）

 

第
３

条
 
略

 

２
 

職
員

又
は

そ
の

遺
族

が
次

の
各

号
の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合
に

は
、

当
該

各

号
に

掲
げ
る

者
に
対

し
、
旅

費
を

支
給
す

る
。

 

(
1
)
a
職
員

が
出

張
又

は
赴

任
の

た
め

の
内

国
旅
行

中
に

退
職

、
免

職
、

失
職
又

は
休

職
（

以
下

こ
の
号

、
次

項
並

び
に

第
2
0
条

第
１

項
及

び
第

２
項

に
お

い
て
「

退
職

等
」

と
い

う
。
）

と
な

っ
た

場
合

（
当

該
退
職

等
に

伴
う

旅
行

を
必

要
と
し

な
い

場
合

を
除
く

。
）
に

は
、
当

該
職

員
 

(
2
)
 
略

 

の
住

所
又
は

居
所
を

離
れ
て

旅
行

す
る
こ

と
を
い

う
。

 

 
(
5
)
a
略

 

 
(
6
)
a
帰

住
 

職
員

が
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の
職

員
若

し
く

は
そ

の
扶

養
親
族

又
は

そ
の

遺
族

が
生

活
の
根

拠
地

と
な

る
地

に
旅

行
す
る

こ
と

を
い

う
。

 

 
(
7
)
a
扶

養
親

族
 

職
員

の
配

偶
者

（
届

出
を

し
な

い
が

事
実

上
婚

姻
関
係

と
同

様
の

事
情

に
あ

る
者
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
、
子

、
父

母
、

孫
、

祖
父

母
及
び

兄
弟

姉
妹

で
主
と

し
て
職

員
の
収

入
に

よ
っ
て

生
計
を

維
持
し

て
い

る
も
の

を
い
う

。
 

 
(
8
)
 
略

 

      ２
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
何

級
の

職
務
」

と
い

う
場

合
に

は
、

職
員
の

給
与

に
関

す

る
条

例
（

昭
和
2
7
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
第

５
条

第
１

項
第

１
号

に
規
定

す
る

行

政
職

給
料

表
に
よ

る
当

該
級

の
職

務
を

い
い
、

行
政

職
給

料
表

の
適

用
を
受

け
な

い

者
及

び
栃

木
県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
（
昭

和
3
2
年

栃
木

県
条

例
第
3
4
号

）
第

６

条
の

給
料

表
の
適

用
を

受
け

る
者

に
つ

い
て
は

、
知

事
が

人
事

委
員

会
と
協

議
し

て

定
め

る
こ
れ

に
相
当

す
る
職

務
を

い
う
も

の
と
す

る
。

 

３
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
何

々
地

」
と
い

う
場

合
に

は
、

本
邦

に
あ
っ

て
は

市
町

村

の
存

す
る

地
域
（

都
の

特
別

区
の

存
す

る
地
域

に
あ

っ
て

は
、

特
別

区
の
存

す
る

全

地
域

）
を
い

い
、
外

国
に
あ

っ
て

は
こ
れ

に
準
ず

る
地
域

を
い

う
も
の

と
す
る

。
 

 

（
旅

費
の
支

給
）

 

第
３

条
 
略

 

２
 

職
員

又
は

そ
の

遺
族

が
次

の
各

号
の
一

に
あ

あ
あ

該
当

す
る

場
合
に

は
、

当
該

各

号
に

掲
げ
る

者
に
対

し
、
旅

費
を

支
給
す

る
。

 

(
1
)
a
職
員

が
出

張
又

は
赴

任
の

た
め

の
内

国
旅
行

中
に

退
職

、
免

職
、

失
職
又

は
休

職
（

以
下

こ
の
号

、
次

項
並

び
に

第
2
0
条

第
１

項
及

び
第

２
項

に
お

い
て
「

退
職

等
」

と
い

う
。
）

と
な

っ
た

場
合

（
当

該
退
職

等
に

伴
う

旅
行

を
必

要
と
し

な
い

場
合

を
除
く

。
）
に

は
、
当

該
職

員
 

(
2
)
 
略
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0
0
 
 

の
住

所
又
は

居
所
を

離
れ
て

旅
行

す
る
こ

と
を
い

う
。

 

 
(
5
)
 
略

 

 
(
6
)
a
帰

住
 

職
員

が
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の
職

員
若

し
く

は
そ

の
扶

養
親
族

又
は

そ
の

遺
族

が
生

活
の
根

拠
地

と
な

る
地

に
旅

行
す
る

こ
と

を
い

う
。

 

(
7
)
a
家
族

 
職

員
の

配
偶

者
（

婚
姻

の
届

出
を
し

て
い

な
い

が
、

事
実

上
婚
姻

関
係

と
同

様
の

事
情

に
あ

る
者

を
含

む
。

次
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

、
子

、
父

母
、

孫
、

祖
父
母

及
び
兄

弟
姉
妹

で
職

員
と
生

計
を
一

に
す
る

も
の

を
い
う

。
 

 
(
8
)
 
略

 

 
(
9
)
a
職

務
の

級
 

職
員

の
給

与
に

関
す

る
条

例
（

昭
和
2
7
年
栃

木
県

条
例

第
１

号
）

第
５

条
第

１
項
第

１
号

に
規

定
す

る
行

政
職
給

料
表

に
よ

る
職

務
の

級
並
び

に
行

政
職

給
料

表
の
適

用
を

受
け

な
い

者
及

び
栃
木

県
公

立
学

校
職

員
給

与
条
例

（
昭

和
3
2
年

栃
木

県
条

例
第

3
4
号

）
第

６
条

の
給
料

表
の

適
用

を
受

け
る

者
に
つ

い
て

は
知

事
が

人
事

委
員

会
と

協
議

し
て

定
め

る
こ

れ
に

相
当

す
る

職
務

の
級

を
い

う
。

 

          

（
旅

費
の
支

給
）

 

第
３

条
 
略

 

２
 

職
員

又
は

そ
の

遺
族

が
次

の
各

号
の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合
に

は
、

当
該

各

号
に

掲
げ
る

者
に
対

し
、
旅

費
を

支
給
す

る
。

 

(
1
)
a
職
員

が
出

張
又

は
赴

任
の

た
め

の
内

国
旅
行

中
に

退
職

、
免

職
、

失
職
又

は
休

職
（

以
下

こ
の
号

、
次

項
並

び
に

第
2
0
条

第
１

項
及

び
第

２
項

に
お

い
て
「

退
職

等
」

と
い

う
。
）

と
な

っ
た

場
合

（
当

該
退
職

等
に

伴
う

旅
行

を
必

要
と
し

な
い

場
合

を
除
く

。
）
に

は
、
当

該
職

員
 

(
2
)
 
略

 

の
住

所
又
は

居
所
を

離
れ
て

旅
行

す
る
こ

と
を
い

う
。

 

 
(
5
)
a
略

 

 
(
6
)
a
帰

住
 

職
員

が
退

職
し

、
又

は
死

亡
し

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の
職

員
若

し
く

は
そ

の
扶

養
親
族

又
は

そ
の

遺
族

が
生

活
の
根

拠
地

と
な

る
地

に
旅

行
す
る

こ
と

を
い

う
。

 

 
(
7
)
a
扶

養
親

族
 

職
員

の
配

偶
者

（
届

出
を

し
な

い
が

事
実

上
婚

姻
関
係

と
同

様
の

事
情

に
あ

る
者
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
、
子

、
父

母
、

孫
、

祖
父

母
及
び

兄
弟

姉
妹

で
主
と

し
て
職

員
の
収

入
に

よ
っ
て

生
計
を

維
持
し

て
い

る
も
の

を
い
う

。
 

 
(
8
)
 
略

 

      ２
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
何

級
の

職
務
」

と
い

う
場

合
に

は
、

職
員
の

給
与

に
関

す

る
条

例
（

昭
和
2
7
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
第

５
条

第
１

項
第

１
号

に
規
定

す
る

行

政
職

給
料

表
に
よ

る
当

該
級

の
職

務
を

い
い
、

行
政

職
給

料
表

の
適

用
を
受

け
な

い

者
及

び
栃

木
県
公

立
学

校
職

員
給

与
条

例
（
昭

和
3
2
年

栃
木

県
条

例
第
3
4
号

）
第

６

条
の

給
料

表
の
適

用
を

受
け

る
者

に
つ

い
て
は

、
知

事
が

人
事

委
員

会
と
協

議
し

て

定
め

る
こ
れ

に
相
当

す
る
職

務
を

い
う
も

の
と
す

る
。

 

３
 

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
何

々
地

」
と
い

う
場

合
に

は
、

本
邦

に
あ
っ

て
は

市
町

村

の
存

す
る

地
域
（

都
の

特
別

区
の

存
す

る
地
域

に
あ

っ
て

は
、

特
別

区
の
存

す
る

全

地
域

）
を
い

い
、
外

国
に
あ

っ
て

は
こ
れ

に
準
ず

る
地
域

を
い

う
も
の

と
す
る

。
 

 

（
旅

費
の
支

給
）

 

第
３

条
 
略

 

２
 

職
員

又
は

そ
の

遺
族

が
次

の
各

号
の
一

に
あ

あ
あ

該
当

す
る

場
合
に

は
、

当
該

各

号
に

掲
げ
る

者
に
対

し
、
旅

費
を

支
給
す

る
。

 

(
1
)
a
職
員

が
出

張
又

は
赴

任
の

た
め

の
内

国
旅
行

中
に

退
職

、
免

職
、

失
職
又

は
休

職
（

以
下

こ
の
号

、
次

項
並

び
に

第
2
0
条

第
１

項
及

び
第

２
項

に
お

い
て
「

退
職

等
」

と
い

う
。
）

と
な

っ
た

場
合

（
当

該
退
職

等
に

伴
う

旅
行

を
必

要
と
し

な
い

場
合

を
除
く

。
）
に

は
、
当

該
職

員
 

(
2
)
 
略

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

(
3
)
a
職
員

が
死

亡
し

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該
職

員
の

本
邦

に
あ

る
遺

族
が
そ

の
死

亡
の

日
の

翌
日
か

ら
３

月
以

内
に

そ
の

居
住
地

を
出

発
し

て
帰

住
し

た
と
き

は
、

当
該

遺
族

 

    ３
 

職
員

が
前

項
第

１
号

又
は

第
４

号
の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

に
お
い

て
、

地
方

公

務
員

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
8
条

第
４

項
又

は
第

2
9
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
退

職
等
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

前
項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
同
項

の
規

定

に
よ

る
旅
費

は
、
支

給
し
な

い
。

 

４
 

略
 

５
 

第
１

項
、

第
２

項
及

び
前

項
の

規
定
に

該
当

す
る

場
合

を
除

く
ほ
か

、
他

の
条

例

に
特

別
の

定
め
が

あ
る

場
合

そ
の

他
県

費
を
支

弁
し

て
旅

行
さ

せ
る

必
要
が

あ
る

場

合
に

は
、
旅

費
を
支

給
す
る

。
 

６
 

第
１

項
、

第
２

項
及

び
前

２
項

の
規
定

に
よ

り
旅

費
の

支
給

を
受
け

る
こ

と
が

で

き
る

者
（

そ
の
者

の
扶

養
親

族
の

旅
行

に
つ
い

て
旅

費
の

支
給

を
受

け
る
こ

と
が

で

き
る

場
合

に
は
、

当
該

扶
養

親
族

を
含

む
。
以

下
本

条
に

お
い

て
同

じ
。
）

が
、

次

条
第

３
項

の
規
定

に
よ

り
旅

行
命

令
等

の
変
更

（
取

消
し

を
含

む
。

同
項
及

び
同

条

第
４

項
並

び
に
第

５
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
を

受
け

、
又

は
死

亡
し

た
場
合

そ
の

他

知
事

が
定

め
る
場

合
に

は
、

当
該

旅
行

の
た
め

既
に

支
出

し
た

金
額

の
う
ち

そ
の

者

の
損

失
と

な
る
金

額
又

は
支

出
を

要
す

る
金
額

で
知

事
が

定
め

る
も

の
を
旅

費
と

し

て
支

給
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

７
 
 
第

１
項
、

第
２
項

、
 

第
４

項
及
び

第
５
項

の
規
定

に
よ

り
旅
費

の
支
給

を
受
け

る
こ

と
が

で
き
る

者
が

、
旅

行
中

交
通

機
関
等

の
事

故
又

は
天

災
そ

の
他
知

事
が

定

め
る

事
情

に
よ
り

、
概

算
払

を
受

け
た

旅
費
額

（
概

算
払

を
受

け
な

か
っ
た

場
合

に

は
、

概
算

払
を
受

け
る

こ
と

が
で

き
た

旅
費
額

に
相

当
す

る
金

額
）

の
全
部

又
は

一

部
を

喪
失

し
た
場

合
に

は
、

そ
の

喪
失

し
た
旅

費
額

の
範

囲
内

で
知

事
が
定

め
る

金

額
を

旅
費
と

し
て
支

給
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

 

（
旅

行
命
令

等
）

 

第
４

条
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

旅
行

は
、
当

該
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に
よ

り
、

所
属

長

の
発

す
る

旅
行
命

令
又

は
旅

行
依

頼
（

以
下
こ

の
条

及
び

次
条

に
お

い
て
「

旅
行

命

令
等

」
と
い

う
。
）

に
よ
っ

て
行

わ
れ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

(
3
)
a
職
員

が
死

亡
し

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該
職

員
の

本
邦

に
あ

る
遺

族
が
そ

の
死

亡
の

日
の

翌
日
か

ら
３

月
以

内
に

そ
の

居
住
地

を
出

発
し

て
帰

住
し

た
と
き

は
、

当
該

遺
族

 

(
4
)
a
職
員

が
出

張
の

た
め

の
外

国
旅

行
中

に
退
職

等
と

な
っ

た
場

合
（

当
該
退

職
等

に
伴

う
旅
行

を
必
要

と
し
な

い
場

合
を
除

く
。
）

に
は
、

当
該

職
員

 

(
5
)
a
職
員

が
出

張
の

た
め

の
外

国
旅

行
中

に
死
亡

し
た

場
合

に
は

、
当

該
職
員

の
遺

族
 

３
 

職
員

が
前

項
第

１
号

又
は

第
４

号
の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

に
お
い

て
、

地
方

公

務
員

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
8
条

第
４

項
又

は
第

2
9
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
退

職
等
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

前
項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
同
項

の
規

定

に
よ

る
旅
費

は
、
支

給
し
な

い
。

 

４
 

略
 

   ５
 

第
１

項
、

第
２

項
及

び
前

項
 

の
規
定

に
よ

り
旅

費
の

支
給

を
受
け

る
こ

と
が

で

き
る

者
（

そ
の
者

の
扶

養
親

族
の

旅
行

に
つ
い

て
旅

費
の

支
給

を
受

け
る
こ

と
が

で

き
る

場
合

に
は
、

当
該

扶
養

親
族

を
含

む
。
以

下
本

条
に

お
い

て
同

じ
。
）

が
、

そ

の
出

発
前

に
第

４
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
、

旅
行

命
令

等
を

変
更

（
取

消
を

含

む
。

以
下

同
じ
。

）
さ

れ
、

又
は

死
亡

し
た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

旅
行
の

た
め

既

に
支

出
し

た
金
額

が
あ

る
と

き
は

、
当

該
金
額

の
う

ち
そ

の
者

の
損

失
と
な

っ
た

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
金
額

で
知

事
が

定
め

る
も

の
を
旅

費
と

し

て
支

給
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

６
 

第
１

項
、

第
２

項
及

び
第

４
項

あ
あ
あ

あ
あ

の
規

定
に

よ
り

旅
費
の

支
給

を
受

け

る
こ

と
が

で
き
る

者
が

、
旅

行
中

交
通

機
関
等

の
事

故
又

は
天

災
そ

の
他
知

事
が

定

め
る

事
情

に
よ
り

、
概

算
払

を
受

け
た

旅
費
額

（
概

算
払

を
受

け
な

か
っ
た

場
合

に

は
、

概
算

払
を
受

け
る

こ
と

が
で

き
た

旅
費
額

に
相

当
す

る
金

額
）

の
全
部

又
は

一

部
を

喪
失

し
た
場

合
に

は
、

そ
の

喪
失

し
た
旅

費
額

の
範

囲
内

で
知

事
が
定

め
る

金

額
を

旅
費
と

し
て
支

給
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

 

（
旅

行
命
令

等
）

 

第
４

条
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

旅
行

は
、
当

該
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に
よ

り
、

所
属

長

の
発

す
る

旅
行
命

令
又

は
旅

行
依

頼
（

以
下
こ

の
条

及
び

次
条

に
お

い
て
「

旅
行

命

令
等

」
と
い

う
。
）

に
よ
っ

て
行

な
わ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
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0
0
 
 

(
3
)
a
職
員

が
死

亡
し

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該
職

員
の

本
邦

に
あ

る
遺

族
が
そ

の
死

亡
の

日
の

翌
日
か

ら
３

月
以

内
に

そ
の

居
住
地

を
出

発
し

て
帰

住
し

た
と
き

は
、

当
該

遺
族

 

    ３
 

職
員

が
前

項
第

１
号

又
は

第
４

号
の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

に
お
い

て
、

地
方

公

務
員

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
8
条

第
４

項
又

は
第

2
9
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
退

職
等
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

前
項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
同
項

の
規

定

に
よ

る
旅
費

は
、
支

給
し
な

い
。

 

４
 

略
 

５
 

第
１

項
、

第
２

項
及

び
前

項
の

規
定
に

該
当

す
る

場
合

を
除

く
ほ
か

、
他

の
条

例

に
特

別
の

定
め
が

あ
る

場
合

そ
の

他
県

費
を
支

弁
し

て
旅

行
さ

せ
る

必
要
が

あ
る

場

合
に

は
、
旅

費
を
支

給
す
る

。
 

６
 

第
１

項
、

第
２

項
及

び
前

２
項

の
規
定

に
よ

り
旅

費
の

支
給

を
受
け

る
こ

と
が

で

き
る

者
（

そ
の
者

の
扶

養
親

族
の

旅
行

に
つ
い

て
旅

費
の

支
給

を
受

け
る
こ

と
が

で

き
る

場
合

に
は
、

当
該

扶
養

親
族

を
含

む
。
以

下
本

条
に

お
い

て
同

じ
。
）

が
、

次

条
第

３
項

の
規
定

に
よ

り
旅

行
命

令
等

の
変
更

（
取

消
し

を
含

む
。

同
項
及

び
同

条

第
４

項
並

び
に
第

５
条

に
お

い
て

同
じ

。
）
を

受
け

、
又

は
死

亡
し

た
場
合

そ
の

他

知
事

が
定

め
る
場

合
に

は
、

当
該

旅
行

の
た
め

既
に

支
出

し
た

金
額

の
う
ち

そ
の

者

の
損

失
と

な
る
金

額
又

は
支

出
を

要
す

る
金
額

で
知

事
が

定
め

る
も

の
を
旅

費
と

し

て
支

給
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

７
 
 
第

１
項
、

第
２
項

、
 

第
４

項
及
び

第
５
項

の
規
定

に
よ

り
旅
費

の
支
給

を
受
け

る
こ

と
が

で
き
る

者
が

、
旅

行
中

交
通

機
関
等

の
事

故
又

は
天

災
そ

の
他
知

事
が

定

め
る

事
情

に
よ
り

、
概

算
払

を
受

け
た

旅
費
額

（
概

算
払

を
受

け
な

か
っ
た

場
合

に

は
、

概
算

払
を
受

け
る

こ
と

が
で

き
た

旅
費
額

に
相

当
す

る
金

額
）

の
全
部

又
は

一

部
を

喪
失

し
た
場

合
に

は
、

そ
の

喪
失

し
た
旅

費
額

の
範

囲
内

で
知

事
が
定

め
る

金

額
を

旅
費
と

し
て
支

給
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

 

（
旅

行
命
令

等
）

 

第
４

条
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

旅
行

は
、
当

該
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に
よ

り
、

所
属

長

の
発

す
る

旅
行
命

令
又

は
旅

行
依

頼
（

以
下
こ

の
条

及
び

次
条

に
お

い
て
「

旅
行

命

令
等

」
と
い

う
。
）

に
よ
っ

て
行

わ
れ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

(
3
)
a
職
員

が
死

亡
し

た
場

合
に

お
い

て
、

当
該
職

員
の

本
邦

に
あ

る
遺

族
が
そ

の
死

亡
の

日
の

翌
日
か

ら
３

月
以

内
に

そ
の

居
住
地

を
出

発
し

て
帰

住
し

た
と
き

は
、

当
該

遺
族

 

(
4
)
a
職
員

が
出

張
の

た
め

の
外

国
旅

行
中

に
退
職

等
と

な
っ

た
場

合
（

当
該
退

職
等

に
伴

う
旅
行

を
必
要

と
し
な

い
場

合
を
除

く
。
）

に
は
、

当
該

職
員

 

(
5
)
a
職
員

が
出

張
の

た
め

の
外

国
旅

行
中

に
死
亡

し
た

場
合

に
は

、
当

該
職
員

の
遺

族
 

３
 

職
員

が
前

項
第

１
号

又
は

第
４

号
の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

に
お
い

て
、

地
方

公

務
員

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
6
1
号

）
第

2
8
条

第
４

項
又

は
第

2
9
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
退

職
等
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

前
項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
同
項

の
規

定

に
よ

る
旅
費

は
、
支

給
し
な

い
。

 

４
 

略
 

   ５
 

第
１

項
、

第
２

項
及

び
前

項
 

の
規
定

に
よ

り
旅

費
の

支
給

を
受
け

る
こ

と
が

で

き
る

者
（

そ
の
者

の
扶

養
親

族
の

旅
行

に
つ
い

て
旅

費
の

支
給

を
受

け
る
こ

と
が

で

き
る

場
合

に
は
、

当
該

扶
養

親
族

を
含

む
。
以

下
本

条
に

お
い

て
同

じ
。
）

が
、

そ

の
出

発
前

に
第

４
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
、

旅
行

命
令

等
を

変
更

（
取

消
を

含

む
。

以
下

同
じ
。

）
さ

れ
、

又
は

死
亡

し
た
場

合
に

お
い

て
、

当
該

旅
行
の

た
め

既

に
支

出
し

た
金
額

が
あ

る
と

き
は

、
当

該
金
額

の
う

ち
そ

の
者

の
損

失
と
な

っ
た

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
金
額

で
知

事
が

定
め

る
も

の
を
旅

費
と

し

て
支

給
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

６
 

第
１

項
、

第
２

項
及

び
第

４
項

あ
あ
あ

あ
あ

の
規

定
に

よ
り

旅
費
の

支
給

を
受

け

る
こ

と
が

で
き
る

者
が

、
旅

行
中

交
通

機
関
等

の
事

故
又

は
天

災
そ

の
他
知

事
が

定

め
る

事
情

に
よ
り

、
概

算
払

を
受

け
た

旅
費
額

（
概

算
払

を
受

け
な

か
っ
た

場
合

に

は
、

概
算

払
を
受

け
る

こ
と

が
で

き
た

旅
費
額

に
相

当
す

る
金

額
）

の
全
部

又
は

一

部
を

喪
失

し
た
場

合
に

は
、

そ
の

喪
失

し
た
旅

費
額

の
範

囲
内

で
知

事
が
定

め
る

金

額
を

旅
費
と

し
て
支

給
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

 

（
旅

行
命
令

等
）

 

第
４

条
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

旅
行

は
、
当

該
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に
よ

り
、

所
属

長

の
発

す
る

旅
行
命

令
又

は
旅

行
依

頼
（

以
下
こ

の
条

及
び

次
条

に
お

い
て
「

旅
行

命

令
等

」
と
い

う
。
）

に
よ
っ

て
行

な
わ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

(
1
)
・
(
2
)
 

略
 

２
 

略
 

３
 

所
属

長
は

、
既

に
発

し
た

旅
行

命
令
等

の
変

更
を

す
る

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

必
要

が
あ
る

と
認

め
る

場
合

で
、

前
項
の

規
定

に
該

当
す

る
場

合
に
は

、
自

ら

又
は

次
条

第
１
項

 
若

し
く

は
第

２
項

の
規
定

に
よ

る
旅

行
者

の
申

請
に
基

づ
き

、

そ
の

変
更
を

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

４
 

所
属

長
は

、
旅

行
命

令
等

を
発

し
、
又

は
そ

の
変

更
を

す
る

に
は
、

旅
行

命
令

簿

又
は

旅
行

依
頼
簿

（
当

該
旅

行
命

令
簿

又
は

旅
行

依
頼

簿
に

記
載

す
べ

き
事

項
を

記

録
し

た
電

磁
的
記

録
（

電
子

的
方

式
、

磁
気
的

方
式

そ
の

他
人

の
知

覚
に
よ

っ
て

は

認
識

す
る

こ
と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ
る

記
録

で
あ

っ
て

、
電

子
計
算

機
に

よ

る
情

報
処

理
の
用

に
供

さ
れ

る
も

の
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

を
含

む
。
以

下
こ

の

条
に

お
い

て
「
旅

行
命

令
簿

等
」

と
い

う
。
）

に
知

事
が

定
め

る
事

項
の
記

載
又

は

記
録

を
し

、
当
該

事
項

 
を

当
該

旅
行

者
に
通

知
し

て
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

た

だ
し

、
旅

行
命
令

簿
等

に
当

該
事

項
の

記
載
又

は
記

録
を

す
る

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

い
と

ま
が

な
い
場

合
に

は
、

こ
の

限
り

で
な
い

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
。

 

５
 

前
項

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
り

旅
行
命

令
簿

等
に

記
載

又
は

記
録
を

し
な

か
っ

た

場
合

に
は

、
で
き

る
だ

け
速

や
か

に
旅

行
命
令

簿
等

に
同

項
に

定
め

る
事
項

の
記

載

又
は

記
録
を

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

          

（
旅

行
命
令

等
に
従

わ
な
い

旅
行

）
 

第
５

条
 

旅
行

者
は

、
公

務
上

の
必

要
又
は

天
災

そ
の

他
や

む
を

得
な
い

事
情

に
よ

り

旅
行

命
令

等
（
前

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り
変

更
を

受
け

た
旅

行
命

令
等
を

含
む

。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

従
っ

て
旅

行
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に

(
1
)
・
(
2
)
 

略
 

２
 

略
 

３
 

所
属

長
は

、
既

に
発

し
た

旅
行

命
令
等

を
変

更
（

取
消

を
含

む
。
以

下
同

じ
。

）

す
る

必
要

が
あ
る

と
認

め
る

場
合

で
、

前
項
の

規
定

に
該

当
す

る
場

合
に
は

、
自

ら

又
は

第
５

条
第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

の
規
定

に
よ

る
旅

行
者

の
申

請
に
基

づ
き

、

こ
れ

を
変
更

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

４
 

所
属

長
は

、
旅

行
命

令
等

を
発

し
、
又

は
こ

れ
を

変
更

す
る

に
は
、

旅
行

命
令

簿

又
は

旅
行

依
頼
簿

（
当

該
旅

行
命

令
簿

又
は
旅

行
依

頼
簿

に
記

載
す

べ
き
事

項
を

記

録
し

た
電

磁
的
記

録
（

電
子

的
方

式
、

磁
気
的

方
式

そ
の

他
人

の
知

覚
に
よ

っ
て

は

認
識

す
る

こ
と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ
る

記
録

で
あ

っ
て

、
電

子
計
算

機
に

よ

る
情

報
処

理
の
用

に
供

さ
れ

る
も

の
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

を
含

む
。
以

下
こ

の

条
に

お
い

て
「
旅

行
命

令
簿

等
」

と
い

う
。
）

に
当

該
旅

行
に

関
す

る
事
項

を
記

載

し
、

又
は

記
録
し

、
こ

れ
を

当
該

旅
行

者
に
提

示
し

て
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

た

だ
し

、
旅

行
命
令

簿
等

に
当

該
旅

行
に

関
す
る

事
項

を
記

載
し

、
こ

れ
を
提

示
す

る

い
と

ま
が

な
い
場

合
に

は
、

口
頭

に
よ

り
旅
行

命
令

等
を

発
し

、
又

は
こ
れ

を
変

更

す
る

こ
と

が
で
き

る
。

こ
の

場
合

に
は

、
速
や

か
に

旅
行

命
令

簿
等

に
、
当

該
旅

行

に
関

す
る
事

項
を
記

載
し
、

こ
れ

を
当
該

旅
行
者

に
提
示

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

５
 

前
項

に
規

定
す

る
旅

行
命

令
簿

等
が
電

磁
的

記
録

で
作

成
さ

れ
て
い

る
と

き
は

、

電
磁

的
方

法
（
電

子
情

報
処

理
組

織
を

使
用
す

る
方

法
そ

の
他

の
情

報
通
信

の
技

術

を
利

用
す

る
方
法

で
あ

っ
て

知
事

が
定

め
る
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

を
も

っ

て
提

示
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

６
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

旅
行

命
令

簿
等
の

提
示

が
電

磁
的

方
法

に
よ
り

行
わ

れ
た

と

き
は

、
当

該
旅
行

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計
算

機
に

備
え

ら
れ

た
フ

ァ
イ
ル

へ
の

記

録
が

さ
れ
た

時
に
当

該
旅
行

命
令

簿
等
を

提
示
し

た
も
の

と
み

な
す
。

 

７
 

第
４

項
に

規
定

す
る

旅
行

命
令

簿
等
の

提
示

に
つ

い
て

は
、

栃
木
県

情
報

通
信

技

術
を

活
用

し
た
行

政
の

推
進

等
に

関
す

る
条
例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

）

第
４

条
の
規

定
は
、

適
用
し

な
い

。
 

８
 

第
４

項
に

規
定

す
る

旅
行

命
令

簿
等
の

記
載

事
項

又
は

記
録

事
項
及

び
様

式
は

、

知
事

が
定
め

る
。

 

 

（
旅

行
命
令

等
に
従

わ
な
い

旅
行

）
 

第
５

条
 

旅
行

者
は

、
公

務
上

の
必

要
又
は

天
災

そ
の

他
や

む
を

得
な
い

事
情

に
よ

り

旅
行

命
令

等
（
前

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り
変

更
さ

れ
た

 
旅

行
命

令
等
を

含
む

。

以
下

本
条

 
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

従
っ

て
旅

行
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
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0
0
 
 

(
1
)
・
(
2
)
 

略
 

２
 

略
 

３
 

所
属

長
は

、
既

に
発

し
た

旅
行

命
令
等

の
変

更
を

す
る

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

必
要

が
あ
る

と
認

め
る

場
合

で
、

前
項
の

規
定

に
該

当
す

る
場

合
に
は

、
自

ら

又
は

次
条

第
１
項

 
若

し
く

は
第

２
項

の
規
定

に
よ

る
旅

行
者

の
申

請
に
基

づ
き

、

そ
の

変
更
を

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

４
 

所
属

長
は

、
旅

行
命

令
等

を
発

し
、
又

は
そ

の
変

更
を

す
る

に
は
、

旅
行

命
令

簿

又
は

旅
行

依
頼
簿

（
当

該
旅

行
命

令
簿

又
は

旅
行

依
頼

簿
に

記
載

す
べ

き
事

項
を

記

録
し

た
電

磁
的
記

録
（

電
子

的
方

式
、

磁
気
的

方
式

そ
の

他
人

の
知

覚
に
よ

っ
て

は

認
識

す
る

こ
と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ
る

記
録

で
あ

っ
て

、
電

子
計
算

機
に

よ

る
情

報
処

理
の
用

に
供

さ
れ

る
も

の
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

を
含

む
。
以

下
こ

の

条
に

お
い

て
「
旅

行
命

令
簿

等
」

と
い

う
。
）

に
知

事
が

定
め

る
事

項
の
記

載
又

は

記
録

を
し

、
当
該

事
項

 
を

当
該

旅
行

者
に
通

知
し

て
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

た

だ
し

、
旅

行
命
令

簿
等

に
当

該
事

項
の

記
載
又

は
記

録
を

す
る

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

い
と

ま
が

な
い
場

合
に

は
、

こ
の

限
り

で
な
い

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
。

 

５
 

前
項

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
り

旅
行
命

令
簿

等
に

記
載

又
は

記
録
を

し
な

か
っ

た

場
合

に
は

、
で
き

る
だ

け
速

や
か

に
旅

行
命
令

簿
等

に
同

項
に

定
め

る
事
項

の
記

載

又
は

記
録
を

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

          

（
旅

行
命
令

等
に
従

わ
な
い

旅
行

）
 

第
５

条
 

旅
行

者
は

、
公

務
上

の
必

要
又
は

天
災

そ
の

他
や

む
を

得
な
い

事
情

に
よ

り

旅
行

命
令

等
（
前

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り
変

更
を

受
け

た
旅

行
命

令
等
を

含
む

。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

従
っ

て
旅

行
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に

(
1
)
・
(
2
)
 

略
 

２
 

略
 

３
 

所
属

長
は

、
既

に
発

し
た

旅
行

命
令
等

を
変

更
（

取
消

を
含

む
。
以

下
同

じ
。

）

す
る

必
要

が
あ
る

と
認

め
る

場
合

で
、

前
項
の

規
定

に
該

当
す

る
場

合
に
は

、
自

ら

又
は

第
５

条
第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

の
規
定

に
よ

る
旅

行
者

の
申

請
に
基

づ
き

、

こ
れ

を
変
更

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

４
 

所
属

長
は

、
旅

行
命

令
等

を
発

し
、
又

は
こ

れ
を

変
更

す
る

に
は
、

旅
行

命
令

簿

又
は

旅
行

依
頼
簿

（
当

該
旅

行
命

令
簿

又
は
旅

行
依

頼
簿

に
記

載
す

べ
き
事

項
を

記

録
し

た
電

磁
的
記

録
（

電
子

的
方

式
、

磁
気
的

方
式

そ
の

他
人

の
知

覚
に
よ

っ
て

は

認
識

す
る

こ
と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ
る

記
録

で
あ

っ
て

、
電

子
計
算

機
に

よ

る
情

報
処

理
の
用

に
供

さ
れ

る
も

の
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

を
含

む
。
以

下
こ

の

条
に

お
い

て
「
旅

行
命

令
簿

等
」

と
い

う
。
）

に
当

該
旅

行
に

関
す

る
事
項

を
記

載

し
、

又
は

記
録
し

、
こ

れ
を

当
該

旅
行

者
に
提

示
し

て
し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

た

だ
し

、
旅

行
命
令

簿
等

に
当

該
旅

行
に

関
す
る

事
項

を
記

載
し

、
こ

れ
を
提

示
す

る

い
と

ま
が

な
い
場

合
に

は
、

口
頭

に
よ

り
旅
行

命
令

等
を

発
し

、
又

は
こ
れ

を
変

更

す
る

こ
と

が
で
き

る
。

こ
の

場
合

に
は

、
速
や

か
に

旅
行

命
令

簿
等

に
、
当

該
旅

行

に
関

す
る
事

項
を
記

載
し
、

こ
れ

を
当
該

旅
行
者

に
提
示

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

５
 

前
項

に
規

定
す

る
旅

行
命

令
簿

等
が
電

磁
的

記
録

で
作

成
さ

れ
て
い

る
と

き
は

、

電
磁

的
方

法
（
電

子
情

報
処

理
組

織
を

使
用
す

る
方

法
そ

の
他

の
情

報
通
信

の
技

術

を
利

用
す

る
方
法

で
あ

っ
て

知
事

が
定

め
る
も

の
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

を
も

っ

て
提

示
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

６
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

旅
行

命
令

簿
等
の

提
示

が
電

磁
的

方
法

に
よ
り

行
わ

れ
た

と

き
は

、
当

該
旅
行

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計
算

機
に

備
え

ら
れ

た
フ

ァ
イ
ル

へ
の

記

録
が

さ
れ
た

時
に
当

該
旅
行

命
令

簿
等
を

提
示
し

た
も
の

と
み

な
す
。

 

７
 

第
４

項
に

規
定

す
る

旅
行

命
令

簿
等
の

提
示

に
つ

い
て

は
、

栃
木
県

情
報

通
信

技

術
を

活
用

し
た
行

政
の

推
進

等
に

関
す

る
条
例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

）

第
４

条
の
規

定
は
、

適
用
し

な
い

。
 

８
 

第
４

項
に

規
定

す
る

旅
行

命
令

簿
等
の

記
載

事
項

又
は

記
録

事
項
及

び
様

式
は

、

知
事

が
定
め

る
。

 

 

（
旅

行
命
令

等
に
従

わ
な
い

旅
行

）
 

第
５

条
 

旅
行

者
は

、
公

務
上

の
必

要
又
は

天
災

そ
の

他
や

む
を

得
な
い

事
情

に
よ

り

旅
行

命
令

等
（
前

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り
変

更
さ

れ
た

 
旅

行
命

令
等
を

含
む

。

以
下

本
条

 
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

従
っ

て
旅

行
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

は
、

あ
ら

か
じ

め
所

属
長

に
旅

行
命

令
等

の
変

更
の

申
請

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

２
 

旅
行

者
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
旅
行

命
令

等
の

変
更

の
申

請
を
す

る
い

と
ま

が

な
い

場
合

に
は
、

旅
行

命
令

等
に

従
わ

な
い
で

旅
行

し
た

後
、

で
き

る
だ
け

速
や

か

に
 

所
属
長

に
旅
行

命
令
等

の
変

更
の
申

請
を
し

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

３
 

略
 

                            

は
、

あ
ら

か
じ

め
所

属
長

に
旅

行
命

令
等

の
変

更
の

申
請

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

２
 

旅
行

者
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
旅
行

命
令

等
の

変
更

の
申

請
を
す

る
い

と
ま

が

な
い

場
合

に
は
、

旅
行

命
令

等
に

従
わ

な
い
で

旅
行

し
た

後
、

で
き

る
だ
け

す
み

や

か
に

所
属
長

に
旅
行

命
令
等

の
変

更
の
申

請
を
し

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

３
 

略
 

 

（
旅

費
の
種

目
）

 

第
６

条
 

内
国

旅
行

に
係

る
旅

費
の

種
目
は

、
鉄

道
賃

、
船

賃
、

航
空
賃

、
車

賃
、

宿

泊
費

、
包

括
宿
泊

費
、

宿
泊

手
当

、
移

転
料
、

着
後

手
当

、
扶

養
親

族
移
転

料
及

び

旅
行

雑
費
と

す
る
。

 

２
 

鉄
道

賃
は

、
鉄

道
旅

行
に

つ
い

て
、

路
程

に
応

じ
旅

客
運

賃
等

に
よ

り
支

給
す

る
。

 

３
 

船
賃
は

、
水
路

旅
行
に

つ
い

て
、
路

程
に
応

じ
旅
客

運
賃

等
に
よ

り
支
給

す
る
。

 

４
 

航
空
賃

は
、
航

空
旅
行

に
つ

い
て
、

路
程
に

応
じ
旅

客
運

賃
に
よ

り
支
給

す
る
。

 

５
 

車
賃

は
、

陸
路

（
鉄

道
を

除
く

。
以
下

同
じ

。
）

旅
行

に
つ

い
て
、

路
程

に
応

じ

１
キ

ロ
メ
ー

ト
ル
当

り
の
定

額
又

は
実
費

額
に
よ

り
支
給

す
る

。
 

６
 

宿
泊
費

は
、
旅

行
中
の

宿
泊

に
要
す

る
費
用

に
つ
い

て
、

支
給
す

る
。

 

７
 

包
括

宿
泊

費
は

、
移

動
及

び
宿

泊
に
対

す
る

一
体

の
対

価
と

し
て
支

払
わ

れ
る

費

用
に

つ
い
て

、
支
給

す
る
。

 

８
 

宿
泊

手
当

は
、

宿
泊

を
伴

う
旅

行
に
必

要
な

諸
雑

費
に

充
て

る
た
め

の
費

用
に

つ

い
て

、
旅
行

中
の
夜

数
に
応

じ
１

夜
当
た

り
の
定

額
に
よ

り
支

給
す
る

。
 

９
 

移
転

料
は

、
赴

任
に

伴
う

住
所

又
は
居

所
の

移
転

に
つ

い
て

、
路
程

に
応

じ
一

定

距
離

当
た
り

の
定
額

に
よ
り

支
給

す
る
。

 

1
0
 

着
後

手
当

は
、

赴
任

に
伴

う
住

所
又
は

居
所

の
移

転
に

つ
い

て
、
定

額
に

よ
り

支

給
す

る
。

 

1
1
 

扶
養
親

族
移
転

料
は
、

赴
任

に
伴
う

扶
養
親

族
の
移

転
に

つ
い
て

、
支
給

す
る
。

 

1
2
 

旅
行
雑

費
は
、

出
張
又

は
赴

任
に
伴

う
雑
費

に
つ
い

て
、

支
給
す

る
。

 

1
3
 

外
国

旅
行

に
係

る
旅

費
の

種
目

は
、
国

家
公

務
員

等
の

旅
費

に
関
す

る
法

律
施

行

令
（

令
和

６
年

政
令

第
3
0
6
号

。
以

下
「

旅
費

法
施

行
令

」
と

い
う

。
）

第
４

条
に

規
定

す
る
旅

費
の
種

目
と
す

る
。

 

1
4
 

外
国

旅
行

の
う

ち
旅

行
先

の
特

別
の
事

情
を

考
慮

し
て

任
命

権
者
が

定
め

る
も

の

に
つ

い
て

は
、
前

項
に

規
定

す
る

旅
費

に
代
え

て
、

外
国

旅
行

手
当

を
旅
費

と
し

て

支
給

す
る
こ

と
が
で

き
る
。
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0
0
 
 

は
、

あ
ら

か
じ

め
所

属
長

に
旅

行
命

令
等

の
変

更
の

申
請

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

２
 

旅
行

者
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
旅
行

命
令

等
の

変
更

の
申

請
を
す

る
い

と
ま

が

な
い

場
合

に
は
、

旅
行

命
令

等
に

従
わ

な
い
で

旅
行

し
た

後
、

で
き

る
だ
け

速
や

か

に
 

所
属
長

に
旅
行

命
令
等

の
変

更
の
申

請
を
し

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

３
 

略
 

                            

は
、

あ
ら

か
じ

め
所

属
長

に
旅

行
命

令
等

の
変

更
の

申
請

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

２
 

旅
行

者
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
旅
行

命
令

等
の

変
更

の
申

請
を
す

る
い

と
ま

が

な
い

場
合

に
は
、

旅
行

命
令

等
に

従
わ

な
い
で

旅
行

し
た

後
、

で
き

る
だ
け

す
み

や

か
に

所
属
長

に
旅
行

命
令
等

の
変

更
の
申

請
を
し

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

３
 

略
 

 

（
旅

費
の
種

目
）

 

第
６

条
 

内
国

旅
行

に
係

る
旅

費
の

種
目
は

、
鉄

道
賃

、
船

賃
、

航
空
賃

、
車

賃
、

宿

泊
費

、
包

括
宿
泊

費
、

宿
泊

手
当

、
移

転
料
、

着
後

手
当

、
扶

養
親

族
移
転

料
及

び

旅
行

雑
費
と

す
る
。

 

２
 

鉄
道

賃
は

、
鉄

道
旅

行
に

つ
い

て
、

路
程

に
応

じ
旅

客
運

賃
等

に
よ

り
支

給
す

る
。

 

３
 

船
賃
は

、
水
路

旅
行
に

つ
い

て
、
路

程
に
応

じ
旅
客

運
賃

等
に
よ

り
支
給

す
る
。

 

４
 

航
空
賃

は
、
航

空
旅
行

に
つ

い
て
、

路
程
に

応
じ
旅

客
運

賃
に
よ

り
支
給

す
る
。

 

５
 

車
賃

は
、

陸
路

（
鉄

道
を

除
く

。
以
下

同
じ

。
）

旅
行

に
つ

い
て
、

路
程

に
応

じ

１
キ

ロ
メ
ー

ト
ル
当

り
の
定

額
又

は
実
費

額
に
よ

り
支
給

す
る

。
 

６
 

宿
泊
費

は
、
旅

行
中
の

宿
泊

に
要
す

る
費
用

に
つ
い

て
、

支
給
す

る
。

 

７
 

包
括

宿
泊

費
は

、
移

動
及

び
宿

泊
に
対

す
る

一
体

の
対

価
と

し
て
支

払
わ

れ
る

費

用
に

つ
い
て

、
支
給

す
る
。

 

８
 

宿
泊

手
当

は
、

宿
泊

を
伴

う
旅

行
に
必

要
な

諸
雑

費
に

充
て

る
た
め

の
費

用
に

つ

い
て

、
旅
行

中
の
夜

数
に
応

じ
１

夜
当
た

り
の
定

額
に
よ

り
支

給
す
る

。
 

９
 

移
転

料
は

、
赴

任
に

伴
う

住
所

又
は
居

所
の

移
転

に
つ

い
て

、
路
程

に
応

じ
一

定

距
離

当
た
り

の
定
額

に
よ
り

支
給

す
る
。

 

1
0
 

着
後

手
当

は
、

赴
任

に
伴

う
住

所
又
は

居
所

の
移

転
に

つ
い

て
、
定

額
に

よ
り

支

給
す

る
。

 

1
1
 

扶
養
親

族
移
転

料
は
、

赴
任

に
伴
う

扶
養
親

族
の
移

転
に

つ
い
て

、
支
給

す
る
。

 

1
2
 

旅
行
雑

費
は
、

出
張
又

は
赴

任
に
伴

う
雑
費

に
つ
い

て
、

支
給
す

る
。

 

1
3
 

外
国

旅
行

に
係

る
旅

費
の

種
目

は
、
国

家
公

務
員

等
の

旅
費

に
関
す

る
法

律
施

行

令
（

令
和

６
年

政
令

第
3
0
6
号

。
以

下
「

旅
費

法
施

行
令

」
と

い
う

。
）

第
４

条
に

規
定

す
る
旅

費
の
種

目
と
す

る
。

 

1
4
 

外
国

旅
行

の
う

ち
旅

行
先

の
特

別
の
事

情
を

考
慮

し
て

任
命

権
者
が

定
め

る
も

の

に
つ

い
て

は
、
前

項
に

規
定

す
る

旅
費

に
代
え

て
、

外
国

旅
行

手
当

を
旅
費

と
し

て

支
給

す
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

   

（
旅

費
の
計

算
）

 

第
６

条
 

旅
費

は
、

旅
行

に
要

す
る

実
費
を

弁
償

す
る

た
め

の
も

の
と
し

て
次

章
に

定

め
る

種
目

及
び
内

容
に

基
づ

き
、

最
も

経
済
的

な
通

常
の

経
路

及
び

方
法
に

よ
り

旅

行
し

た
場

合
に
よ

っ
て

あ
あ

計
算

す
る

。
た
だ

し
、

公
務

上
の

必
要

又
は
天

災
そ

の

他
や

む
を

得
な
い

事
情

に
よ

り
最

も
経

済
的
な

通
常

の
経

路
又

は
方

法
に
よ

り
あ

旅

行
し

難
い
場

合
に
は

、
そ
の

現
に

よ
っ
た

経
路
及

び
方
法

に
よ

っ
て
計

算
す
る

。
 

                         

 第
７

条
 
削

除
 

 

（
旅

費
の
計

算
）

 

第
８

条
 

旅
費

は
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
、

最
も

経
済
的

な
通

常
の

経
路

及
び

方
法
に

よ
り

旅

行
し

た
場

合
の
旅

費
に

よ
り

計
算

す
る

。
た
だ

し
、

公
務

上
の

必
要

又
は
天

災
そ

の

他
や

む
を

得
な
い

事
情

に
よ

り
最

も
経

済
的
な

通
常

の
経

路
又

は
方

法
に
よ

っ
て

旅

行
し

難
い
場

合
に
は

、
そ
の

現
に

よ
っ
た

経
路
及

び
方
法

に
よ

っ
て
計

算
す
る

。
 

 第
９

条
 

旅
費

計
算

上
の

旅
行

日
数

は
、
第

３
項

の
規

定
に

該
当

す
る
場

合
を

除
く

ほ

か
、

旅
行

の
た
め

に
現

に
要

し
た

日
数

に
よ
る

。
た

だ
し

、
公

務
上

の
必
要

又
は

天

災
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

事
情

に
よ

り
要

し
た

日
数

を
除

く
ほ

か
、

路
程

4
0
0
キ

ロ

メ
ー

ト
ル

に
つ
い

て
１

日
の

割
合

を
も

っ
て
通

算
し

た
日

数
を

超
え

る
こ
と

が
で

き

な
い

。
 

２
 

前
項

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
り

通
算
し

た
日

数
に

１
日

未
満

の
端
数

を
生

じ
た

と

き
は

、
こ
れ

を
１
日

と
す
る

。
 

３
 

第
３

条
第

２
項

第
１

号
か

ら
第

４
号
ま

で
の

規
定

に
該

当
す

る
場
合

に
は

、
旅

費

計
算

上
の

旅
行
日

数
は

、
第

１
項

た
だ

し
書
及

び
前

項
の

規
定

に
よ

り
計
算

し
た

日

数
に

よ
る
。

 

 第
1
0
条

 
削

除
 

 第
1
0
条

の
２
 

職
員

が
そ

の
住

所
又

は
居
所

か
ら

直
ち

に
旅

行
す

る
場
合

に
お

い
て

、

住
所

又
は

居
所
か

ら
目

的
地

に
至

る
旅

費
額
が

在
勤

庁
か

ら
目

的
地

に
至
る

旅
費

額

よ
り

多
い

と
き
は

、
当

該
旅

行
に

つ
い

て
は
、

在
勤

庁
か

ら
目

的
地

に
至
る

旅
費

を

支
給

す
る
。

 

 第
1
1
条

 
削

除
 

 第
1
2
条

 
鉄
道

旅
行

、
水

路
旅

行
、

航
空
旅

行
又

は
陸

路
旅

行
中

に
お
け

る
年

度
の

経

過
、

職
務

の
級
の

変
更

等
の

た
め

鉄
道

賃
、
船

賃
、

航
空

賃
又

は
車

賃
（
扶

養
親

族

移
転

料
の

う
ち
こ

れ
ら

の
旅

費
に

相
当

す
る
部

分
を

含
む

。
）

を
区

分
し
て

計
算

す

る
必

要
が

あ
る
場

合
に

は
、

そ
の

必
要

が
生
じ

た
後

の
最

初
の

目
的

地
に
到

着
す

る
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0
0
 
 

   

（
旅

費
の
計

算
）

 

第
６

条
 

旅
費

は
、

旅
行

に
要

す
る

実
費
を

弁
償

す
る

た
め

の
も

の
と
し

て
次

章
に

定

め
る

種
目

及
び
内

容
に

基
づ

き
、

最
も

経
済
的

な
通

常
の

経
路

及
び

方
法
に

よ
り

旅

行
し

た
場

合
に
よ

っ
て

あ
あ

計
算

す
る

。
た
だ

し
、

公
務

上
の

必
要

又
は
天

災
そ

の

他
や

む
を

得
な
い

事
情

に
よ

り
最

も
経

済
的
な

通
常

の
経

路
又

は
方

法
に
よ

り
あ

旅

行
し

難
い
場

合
に
は

、
そ
の

現
に

よ
っ
た

経
路
及

び
方
法

に
よ

っ
て
計

算
す
る

。
 

                         

 第
７

条
 
削

除
 

 

（
旅

費
の
計

算
）

 

第
８

条
 

旅
費

は
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
、

最
も

経
済
的

な
通

常
の

経
路

及
び

方
法
に

よ
り

旅

行
し

た
場

合
の
旅

費
に

よ
り

計
算

す
る

。
た
だ

し
、

公
務

上
の

必
要

又
は
天

災
そ

の

他
や

む
を

得
な
い

事
情

に
よ

り
最

も
経

済
的
な

通
常

の
経

路
又

は
方

法
に
よ

っ
て

旅

行
し

難
い
場

合
に
は

、
そ
の

現
に

よ
っ
た

経
路
及

び
方
法

に
よ

っ
て
計

算
す
る

。
 

 第
９

条
 

旅
費

計
算

上
の

旅
行

日
数

は
、
第

３
項

の
規

定
に

該
当

す
る
場

合
を

除
く

ほ

か
、

旅
行

の
た
め

に
現

に
要

し
た

日
数

に
よ
る

。
た

だ
し

、
公

務
上

の
必
要

又
は

天

災
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

事
情

に
よ

り
要

し
た

日
数

を
除

く
ほ

か
、

路
程

4
0
0
キ

ロ

メ
ー

ト
ル

に
つ
い

て
１

日
の

割
合

を
も

っ
て
通

算
し

た
日

数
を

超
え

る
こ
と

が
で

き

な
い

。
 

２
 

前
項

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
り

通
算
し

た
日

数
に

１
日

未
満

の
端
数

を
生

じ
た

と

き
は

、
こ
れ

を
１
日

と
す
る

。
 

３
 

第
３

条
第

２
項

第
１

号
か

ら
第

４
号
ま

で
の

規
定

に
該

当
す

る
場
合

に
は

、
旅

費

計
算

上
の

旅
行
日

数
は

、
第

１
項

た
だ

し
書
及

び
前

項
の

規
定

に
よ

り
計
算

し
た

日

数
に

よ
る
。

 

 第
1
0
条

 
削

除
 

 第
1
0
条

の
２
 

職
員

が
そ

の
住

所
又

は
居
所

か
ら

直
ち

に
旅

行
す

る
場
合

に
お

い
て

、

住
所

又
は

居
所
か

ら
目

的
地

に
至

る
旅

費
額
が

在
勤

庁
か

ら
目

的
地

に
至
る

旅
費

額

よ
り

多
い

と
き
は

、
当

該
旅

行
に

つ
い

て
は
、

在
勤

庁
か

ら
目

的
地

に
至
る

旅
費

を

支
給

す
る
。

 

 第
1
1
条

 
削

除
 

 第
1
2
条

 
鉄
道

旅
行

、
水

路
旅

行
、

航
空
旅

行
又

は
陸

路
旅

行
中

に
お
け

る
年

度
の

経

過
、

職
務

の
級
の

変
更

等
の

た
め

鉄
道

賃
、
船

賃
、

航
空

賃
又

は
車

賃
（
扶

養
親

族

移
転

料
の

う
ち
こ

れ
ら

の
旅

費
に

相
当

す
る
部

分
を

含
む

。
）

を
区

分
し
て

計
算

す

る
必

要
が

あ
る
場

合
に

は
、

そ
の

必
要

が
生
じ

た
後

の
最

初
の

目
的

地
に
到

着
す

る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

  

（
旅

費
の
請

求
手
続

）
 

第
７

条
 

旅
費

（
概

算
払

に
係

る
旅

費
を
含

む
。

）
の

支
給

を
受

け
よ
う

と
す

る
旅

行

者
及

び
概

算
払
に

係
る

旅
費

の
支

給
を

受
け
た

旅
行

者
で

そ
の

精
算

を
し
よ

う
と

す

る
も

の
は

、
所
定

の
請

求
書

（
当

該
請

求
書
に

記
載

す
べ

き
事

項
を

記
録
し

た
電

磁

的
記

録
（

電
子
的

方
式

、
磁

気
的

方
式

そ
の
他

人
の

知
覚

に
よ

っ
て

は
認
識

す
る

こ

と
が

で
き

な
い
方

式
で

作
ら

れ
る

記
録

で
あ
っ

て
、

電
子

計
算

機
に

よ
る
情

報
処

理

の
用

に
供

さ
れ
る

も
の

を
い

う
。

第
５

項
に
お

い
て

同
じ

。
）

を
含

む
。
以

下
こ

の

条
に

お
い

て
同
じ

。
）

に
必

要
な

資
料

を
添
え

て
、

こ
れ

を
当

該
旅

費
の
支

払
を

す

る
者

（
以

下
「
支

出
命

令
権

者
等

」
と

い
う
。

）
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。

こ
の

場
合

に
お
い

て
、

必
要

な
資

料
あ

あ
の
全

部
又

は
一

部
を

提
出

し
な
か

っ
た

者

は
、

そ
の

請
求
に

係
る

旅
費

額
の

う
ち

そ
の
資

料
を

提
出

し
な

か
っ

た
た
め

、
そ

の

旅
費

の
必

要
が
明

ら
か

に
さ

れ
な

か
っ

た
部
分

の
金

額
の

支
給

を
受

け
る
こ

と
が

で

き
な

い
。

 

２
・

３
 
略

 

４
 

支
出

命
令

権
者

等
は

、
そ

の
支

払
っ
た

概
算

払
に

係
る

旅
費

の
支
給

を
受

け
た

旅

行
者

が
第

２
項
に

規
定

す
る

期
間

内
に

旅
費
の

精
算

を
し

な
か

っ
た

場
合
又

は
前

項

に
規

定
す

る
期
間

内
に

過
払

金
を

返
納

し
な
か

っ
た

場
合

に
は

、
当

該
支
出

命
令

権

者
等

が
そ

の
後
に

お
い

て
そ

の
者

に
対

し
支
払

う
給

与
又

は
旅

費
の

額
か
ら

当
該

概

算
払

に
係

る
旅
費

額
又

は
当

該
過

払
金

に
相
当

す
る

金
額

を
差

し
引

か
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

 

５
 

第
１

項
に

規
定

す
る

請
求

書
又

は
資
料

が
電

磁
的

記
録

で
作

成
さ
れ

て
い

る
と

き

は
、

電
磁

的
方
法

（
電

子
情

報
処

理
組

織
を
使

用
す

る
方

法
そ

の
他

の
情
報

通
信

の

技
術

を
利

用
す
る

方
法

で
あ

っ
て

知
事

が
定
め

る
も

の
を

い
う

。
次

項
に
お

い
て

同

じ
。

）
を
も

っ
て
提

出
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

６
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

請
求

書
又

は
資
料

の
提

出
が

電
磁

的
方

法
に
よ

り
行

わ
れ

た

と
き

は
、

支
出
命

令
権

者
等

の
使

用
に

係
る
電

子
計

算
機

に
備

え
ら

れ
た
フ

ァ
イ

ル

へ
の

記
録
が

さ
れ
た

時
に
当

該
請

求
書
又

は
資
料

を
提
出

し
た

も
の
と

み
な
す

。
 

   ７
 

第
１

項
に

規
定

す
る

請
求

書
及

び
必
要

な
資

料
あ

あ
の

種
類

、
記
載

事
項

又
は

記

録
事

項
、

あ
あ
あ

あ
あ

あ
第

２
項

及
び

第
３
項

に
規

定
す

る
期

間
並

び
に
第

４
項

に

ま
で

の
分
及

び
そ
れ

以
後
の

分
に

区
分
し

て
計
算

す
る
。

 

 

（
旅

費
の
請

求
手
続

）
 

第
1
3
条

 
旅
費

（
概

算
払

に
係

る
旅

費
を
含

む
。

）
の

支
給

を
受

け
よ
う

と
す

る
旅

行

者
及

び
概

算
払
に

係
る

旅
費

の
支

給
を

受
け
た

旅
行

者
で

そ
の

精
算

を
し
よ

う
と

す

る
も

の
は

、
所
定

の
請

求
書

（
当

該
請

求
書
に

記
載

す
べ

き
事

項
を

記
録
し

た
電

磁

的
記

録
（

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
）

を
含

む
。
以

下
こ

の

条
に

お
い

て
同
じ

。
）

に
必

要
な

書
類

を
添
え

て
、

こ
れ

を
当

該
旅

費
の
支

払
を

す

る
者

（
以

下
「
支

出
命

令
権

者
等

」
と

い
う
。

）
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。

こ
の

場
合

に
お
い

て
、

必
要

な
添

附
書

類
の
全

部
又

は
一

部
を

提
出

し
な
か

っ
た

者

は
、

そ
の

請
求
に

係
る

旅
費

額
の

う
ち

そ
の
書

類
を

提
出

し
な

か
っ

た
た
め

、
そ

の

旅
費

の
必

要
が
明

ら
か

に
さ

れ
な

か
っ

た
部
分

の
金

額
の

支
給

を
受

け
る
こ

と
が

で

き
な

い
。

 

２
・

３
 
略

 

      ４
 

第
１

項
に

規
定

す
る

請
求

書
又

は
書
類

が
電

磁
的

記
録

で
作

成
さ
れ

て
い

る
と

き

は
、

電
磁

的
方
法

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
を
も

っ
て
提

出
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

５
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

請
求

書
又

は
書
類

の
提

出
が

電
磁

的
方

法
に
よ

り
行

わ
れ

た

と
き

は
、

支
出
命

令
権

者
等

の
使

用
に

係
る
電

子
計

算
機

に
備

え
ら

れ
た
フ

ァ
イ

ル

へ
の

記
録
が

さ
れ
た

時
に
当

該
請

求
書
又

は
書
類

を
提
出

し
た

も
の
と

み
な
す

。
 

６
 

第
１

項
に

規
定

す
る

請
求

書
又

は
書
類

の
提

出
に

つ
い

て
は

、
栃
木

県
情

報
通

信

技
術

を
活

用
し

た
行

政
の

推
進

等
に

関
す

る
条

例
第

３
条

の
規

定
は

、
適

用
し

な

い
。

 

７
 

第
１

項
に

規
定

す
る

請
求

書
及

び
必
要

な
添

附
書

類
の

種
類

、
記
載

事
項

又
は

記

録
事

項
及

び
様
式

並
び

に
第

２
項

及
び

第
３
項

に
規

定
す

る
期

間
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
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0
0
 
 

  

（
旅

費
の
請

求
手
続

）
 

第
７

条
 

旅
費

（
概

算
払

に
係

る
旅

費
を
含

む
。

）
の

支
給

を
受

け
よ
う

と
す

る
旅

行

者
及

び
概

算
払
に

係
る

旅
費

の
支

給
を

受
け
た

旅
行

者
で

そ
の

精
算

を
し
よ

う
と

す

る
も

の
は

、
所
定

の
請

求
書

（
当

該
請

求
書
に

記
載

す
べ

き
事

項
を

記
録
し

た
電

磁

的
記

録
（

電
子
的

方
式

、
磁

気
的

方
式

そ
の
他

人
の

知
覚

に
よ

っ
て

は
認
識

す
る

こ

と
が

で
き

な
い
方

式
で

作
ら

れ
る

記
録

で
あ
っ

て
、

電
子

計
算

機
に

よ
る
情

報
処

理

の
用

に
供

さ
れ
る

も
の

を
い

う
。

第
５

項
に
お

い
て

同
じ

。
）

を
含

む
。
以

下
こ

の

条
に

お
い

て
同
じ

。
）

に
必

要
な

資
料

を
添
え

て
、

こ
れ

を
当

該
旅

費
の
支

払
を

す

る
者

（
以

下
「
支

出
命

令
権

者
等

」
と

い
う
。

）
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。

こ
の

場
合

に
お
い

て
、

必
要

な
資

料
あ

あ
の
全

部
又

は
一

部
を

提
出

し
な
か

っ
た

者

は
、

そ
の

請
求
に

係
る

旅
費

額
の

う
ち

そ
の
資

料
を

提
出

し
な

か
っ

た
た
め

、
そ

の

旅
費

の
必

要
が
明

ら
か

に
さ

れ
な

か
っ

た
部
分

の
金

額
の

支
給

を
受

け
る
こ

と
が

で

き
な

い
。

 

２
・

３
 
略

 

４
 

支
出

命
令

権
者

等
は

、
そ

の
支

払
っ
た

概
算

払
に

係
る

旅
費

の
支
給

を
受

け
た

旅

行
者

が
第

２
項
に

規
定

す
る

期
間

内
に

旅
費
の

精
算

を
し

な
か

っ
た

場
合
又

は
前

項

に
規

定
す

る
期
間

内
に

過
払

金
を

返
納

し
な
か

っ
た

場
合

に
は

、
当

該
支
出

命
令

権

者
等

が
そ

の
後
に

お
い

て
そ

の
者

に
対

し
支
払

う
給

与
又

は
旅

費
の

額
か
ら

当
該

概

算
払

に
係

る
旅
費

額
又

は
当

該
過

払
金

に
相
当

す
る

金
額

を
差

し
引

か
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

 

５
 

第
１

項
に

規
定

す
る

請
求

書
又

は
資
料

が
電

磁
的

記
録

で
作

成
さ
れ

て
い

る
と

き

は
、

電
磁

的
方
法

（
電

子
情

報
処

理
組

織
を
使

用
す

る
方

法
そ

の
他

の
情
報

通
信

の

技
術

を
利

用
す
る

方
法

で
あ

っ
て

知
事

が
定
め

る
も

の
を

い
う

。
次

項
に
お

い
て

同

じ
。

）
を
も

っ
て
提

出
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

６
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

請
求

書
又

は
資
料

の
提

出
が

電
磁

的
方

法
に
よ

り
行

わ
れ

た

と
き

は
、

支
出
命

令
権

者
等

の
使

用
に

係
る
電

子
計

算
機

に
備

え
ら

れ
た
フ

ァ
イ

ル

へ
の

記
録
が

さ
れ
た

時
に
当

該
請

求
書
又

は
資
料

を
提
出

し
た

も
の
と

み
な
す

。
 

   ７
 

第
１

項
に

規
定

す
る

請
求

書
及

び
必
要

な
資

料
あ

あ
の

種
類

、
記
載

事
項

又
は

記

録
事

項
、

あ
あ
あ

あ
あ

あ
第

２
項

及
び

第
３
項

に
規

定
す

る
期

間
並

び
に
第

４
項

に

ま
で

の
分
及

び
そ
れ

以
後
の

分
に

区
分
し

て
計
算

す
る
。

 

 

（
旅

費
の
請

求
手
続

）
 

第
1
3
条

 
旅
費

（
概

算
払

に
係

る
旅

費
を
含

む
。

）
の

支
給

を
受

け
よ
う

と
す

る
旅

行

者
及

び
概

算
払
に

係
る

旅
費

の
支

給
を

受
け
た

旅
行

者
で

そ
の

精
算

を
し
よ

う
と

す

る
も

の
は

、
所
定

の
請

求
書

（
当

該
請

求
書
に

記
載

す
べ

き
事

項
を

記
録
し

た
電

磁

的
記

録
（

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
）

を
含

む
。
以

下
こ

の

条
に

お
い

て
同
じ

。
）

に
必

要
な

書
類

を
添
え

て
、

こ
れ

を
当

該
旅

費
の
支

払
を

す

る
者

（
以

下
「
支

出
命

令
権

者
等

」
と

い
う
。

）
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。

こ
の

場
合

に
お
い

て
、

必
要

な
添

附
書

類
の
全

部
又

は
一

部
を

提
出

し
な
か

っ
た

者

は
、

そ
の

請
求
に

係
る

旅
費

額
の

う
ち

そ
の
書

類
を

提
出

し
な

か
っ

た
た
め

、
そ

の

旅
費

の
必

要
が
明

ら
か

に
さ

れ
な

か
っ

た
部
分

の
金

額
の

支
給

を
受

け
る
こ

と
が

で

き
な

い
。

 

２
・

３
 
略

 

      ４
 

第
１

項
に

規
定

す
る

請
求

書
又

は
書
類

が
電

磁
的

記
録

で
作

成
さ
れ

て
い

る
と

き

は
、

電
磁

的
方
法

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
を
も

っ
て
提

出
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

５
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

請
求

書
又

は
書
類

の
提

出
が

電
磁

的
方

法
に
よ

り
行

わ
れ

た

と
き

は
、

支
出
命

令
権

者
等

の
使

用
に

係
る
電

子
計

算
機

に
備

え
ら

れ
た
フ

ァ
イ

ル

へ
の

記
録
が

さ
れ
た

時
に
当

該
請

求
書
又

は
書
類

を
提
出

し
た

も
の
と

み
な
す

。
 

６
 

第
１

項
に

規
定

す
る

請
求

書
又

は
書
類

の
提

出
に

つ
い

て
は

、
栃
木

県
情

報
通

信

技
術

を
活

用
し

た
行

政
の

推
進

等
に

関
す

る
条

例
第

３
条

の
規

定
は

、
適

用
し

な

い
。

 

７
 

第
１

項
に

規
定

す
る

請
求

書
及

び
必
要

な
添

附
書

類
の

種
類

、
記
載

事
項

又
は

記

録
事

項
及

び
様
式

並
び

に
第

２
項

及
び

第
３
項

に
規

定
す

る
期

間
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

規
定

す
る
給

与
の
種

類
そ
の

他
の

必
要
な

事
項
は

、
知
事

が
定

め
る
。

 

       
 

 
第
２

章
 
旅

費
の
種

目
及

び
内
容

 

 
 

 
 
第

１
節
 

通
則

 

  
（

旅
費
の

種
目
及

び
内
容

）
 

第
８

条
 

内
国

旅
行

に
係

る
旅

費
の

種
目
は

、
鉄

道
賃

、
船

賃
、

航
空
賃

、
そ

の
他

の

交
通

費
、

宿
泊
費

、
包

括
宿

泊
費

、
宿

泊
手
当

、
転

居
費

、
着

後
滞

在
費
、

家
族

移

転
費

及
び

旅
行
雑

費
と

し
、

こ
れ

ら
の

内
容
に

つ
い

て
は

，
こ

の
章

の
定
め

る
と

こ

ろ
に

よ
る
。

 

  
 

 
 

第
２

節
 

交
通
費

 

 

（
鉄

道
賃
）

 

第
９

条
 

鉄
道

賃
は

、
鉄

道
（

鉄
道

事
業
法

（
昭

和
6
1
年

法
律

第
9
2
号
）

第
２

条
第

１

項
に

規
定

す
る
鉄

道
事

業
の

用
に

供
す

る
鉄
道

及
び

軌
道

法
（

大
正
1
0
年
法

律
第

7
6

号
）

第
１

条
第
１

項
に

規
定

す
る

軌
道

そ
の
他

知
事

が
定

め
る

も
の

を
い
う

。
次

項

及
び

第
1
2
条

第
１

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
を
利

用
す

る
移

動
に

要
す

る
費
用

と
し

、

そ
の

額
は

、
次
に

掲
げ

る
費

用
（

第
２

号
か
ら

第
６

号
ま

で
に

掲
げ

る
費
用

は
、

第

１
号

に
掲

げ
る
運

賃
に

加
え

て
別

に
支

払
う
も

の
で

あ
っ

て
、

公
務

の
た
め

特
に

必

要
と

す
る
も

の
に
限

る
。
）

の
額

の
合
計

額
と
す

る
。

 

(
1
)
 
運

賃
 

(
2
)
 
急

行
料

金
 

(
3
)
 
寝

台
料

金
 

(
4
)
 
座

席
指

定
料
金

 

(
5
)
 
特

別
車

両
料
金

 

(
6
)
 
前

各
号

に
掲
げ

る
費
用

に
付

随
す
る

費
用

 

２
 

前
項

第
１

号
に

掲
げ

る
運

賃
の

額
の
上

限
は

、
運

賃
の

等
級

が
区
分

さ
れ

た
鉄

道

に
よ

り
移
動

す
る
場

合
に
は

、
最

上
級
の

運
賃
の

額
と
す

る
。

 

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ
は

、
知
事

が
定

め
る
。

 

 

（
旅

行
依
頼

の
旅
費

）
 

第
1
4
条

 
第
３

条
第

４
項

の
規

定
に

よ
り
支

給
す

る
旅

費
は

、
他

の
条
例

に
特

別
の

定

め
が

あ
る

場
合

を
除

く
ほ

か
、

任
命

権
者

が
知

事
と

協
議

し
て

定
め

る
旅

費
と

す

る
。

 

 

第
２

章
 
内

国
旅
行

の
旅
費

 

          

（
鉄

道
賃
）

 

第
1
5
条

 
鉄
道

賃
の

額
は

、
次

の
各

号
に
規

定
す

る
旅

客
運

賃
（

以
下
こ

の
条

に
お

い

て
「

運
賃

」
と
い

う
。

）
、

急
行

料
金

及
び
特

別
車

両
料

金
並

び
に

座
席
指

定
料

金

に
よ

る
。

 

(
1
)
a
そ

の
乗

車
に
要

す
る
運

賃
 

(
2
)
a
急
行

料
金

を
徴

す
る

列
車

を
運

行
す

る
線
路

に
よ

る
旅

行
の

場
合

に
は
、

前
号

に
規

定
す
る

運
賃
の

ほ
か
、

急
行

料
金

 

(
3
)
a
特
別

車
両

料
金

を
徴

す
る

客
車

を
運

行
す
る

線
路

に
よ

る
旅

行
の

場
合
に

は
、

第
１

号
に

規
定
す

る
運

賃
及

び
前

号
に

規
定
す

る
急

行
料

金
の

ほ
か

、
特
別

車
両

料
金

 

(
4
)
a
座
席

指
定

料
金

を
徴

す
る

客
車

を
運

行
す
る

線
路

に
よ

る
旅

行
の

場
合
に

は
、

第
１

号
に

規
定
す

る
運

賃
、

第
２

号
に

規
定
す

る
急

行
料

金
及

び
前

号
に
規

定
す

る
特

別
車
両

料
金
の

ほ
か
、

座
席

指
定
料

金
 

 

２
 

前
項

第
２

号
に

規
定

す
る

急
行

料
金
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か
に

該
当

す
る

場

合
に

限
り
、

支
給
す

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

     ３
 

第
１

項
第

５
号

に
規

定
す

る
特

別
車
両

料
金

は
、

県
外

（
在

勤
庁
の

存
す

る
都

道

府
県

内
の

地
域
以

外
の

本
邦

の
地

域
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

旅
行

の
場
合

に
限

り

支
給

す
る
。

 

４
 

住
所

又
は

居
所

か
ら

目
的

地
に

至
る
旅

費
額

の
計

算
に

つ
い

て
は
、

前
項

中
「

在

勤
庁

」
と

あ
る
の

は
、

「
住

所
又

は
居

所
」
と

読
み

替
え

て
、

同
項

の
規
定

を
適

用

す
る

。
 

 

（
船

賃
）

 

第
1
0
条

 
船

賃
は

、
船

舶
（

海
上

運
送

法
（

昭
和

2
4
年

法
律

第
1
8
7
号

）
第

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る
船

舶
運

航
事

業
の

用
に

供
す
る

船
舶

そ
の

他
知

事
が

定
め
る

も
の

を

い
う

。
次

項
及
び

第
1
2
条

第
１

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

利
用

す
る

移
動
に

要
す

る

費
用

と
し

、
そ
の

額
は

、
次

に
掲

げ
る

費
用
（

第
２

号
か

ら
第

５
号

ま
で
に

掲
げ

る

費
用

は
、

第
１
号

に
掲

げ
る

運
賃

に
加

え
て
別

に
支

払
う

も
の

で
あ

っ
て
、

公
務

の

た
め

特
に
必

要
と
す

る
も
の

に
限

る
。
）

の
額
の

合
計
額

と
す

る
。

 

(
1
)
 
運

賃
 

(
2
)
 
寝

台
料

金
 

(
3
)
a
座

席
指

定
料
金

 

(
4
)
a
特

別
船

室
料
金

 

(
5
)
a
前

各
号

に
掲
げ

る
費
用

に
付

随
す
る

費
用

 

２
 

前
項

第
１

号
に

掲
げ

る
運

賃
の

額
の
上

限
は

、
運

賃
の

等
級

が
区
分

さ
れ

た
船

舶

に
よ

り
移
動

す
る
場

合
に
は

、
最

上
級
の

運
賃
の

額
と
す

る
。

 

 

（
航

空
賃
）

 

第
1
1
条

 
航

空
賃

は
、

航
空

機
（

航
空

法
（

昭
和

2
7
年

法
律

第
2
3
1
号

）
第

２
条

第
1
8

項
に

規
定

す
る
航

空
運

送
事

業
の

用
に

供
す
る

航
空

機
そ

の
他

知
事

が
定
め

る
も

の

を
い

う
。

次
項
及

び
次

条
第

１
項

に
お

い
て
同

じ
。

）
を

利
用

す
る

移
動
に

要
す

る

費
用

と
し

、
そ
の

額
は

、
次

に
掲

げ
る

費
用
（

第
２

号
及

び
第

３
号

に
掲
げ

る
費

用

は
、

第
１

号
に
掲

げ
る

運
賃

に
加

え
て

別
に
支

払
う

も
の

で
あ

っ
て

、
公
務

の
た

め

特
に

必
要
と

す
る
も

の
に
限

る
。

）
の
額

の
合
計

額
と
す

る
。

 

(
1
)
a
特

別
急

行
列

車
を

運
行

す
る

線
路

に
よ

る
旅

行
で

あ
っ

て
、

片
道

1
0
0
キ

ロ
 

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
又

は
知

事
が

定
め

る
片

道
1
0
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も

の
 

(
2
)
a
普
通

急
行

列
車

又
は

準
急

行
列

車
を

運
行
す

る
線

路
に

よ
る

旅
行

で
片
道

5
0
キ

ロ
メ

ー
ト
ル

以
上
の

も
の

 

３
 

第
１

項
第

３
号

に
規

定
す

る
特

別
車
両

料
金

は
、

県
外

（
在

勤
庁
の

存
す

る
都

道

府
県

内
の

地
域
以

外
の

本
邦

の
地

域
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

旅
行

の
場
合

に
限

り

支
給

す
る
。

 

４
 

第
１

項
第

４
号

に
規

定
す

る
座

席
指
定

料
金

は
、

特
別

急
行

列
車
又

は
普

通
急

行

列
車

を
運

行
す

る
線

路
に

よ
る

旅
行

で
片

道
1
0
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
該

当
す

る
場
合

に
限
り

、
支
給

す
る

。
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0
0
 
 

     ３
 

第
１

項
第

５
号

に
規

定
す

る
特

別
車
両

料
金

は
、

県
外

（
在

勤
庁
の

存
す

る
都

道

府
県

内
の

地
域
以

外
の

本
邦

の
地

域
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

旅
行

の
場
合

に
限

り

支
給

す
る
。

 

４
 

住
所

又
は

居
所

か
ら

目
的

地
に

至
る
旅

費
額

の
計

算
に

つ
い

て
は
、

前
項

中
「

在

勤
庁

」
と

あ
る
の

は
、

「
住

所
又

は
居

所
」
と

読
み

替
え

て
、

同
項

の
規
定

を
適

用

す
る

。
 

 

（
船

賃
）

 

第
1
0
条

 
船

賃
は

、
船

舶
（

海
上

運
送

法
（

昭
和

2
4
年

法
律

第
1
8
7
号

）
第

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る
船

舶
運

航
事

業
の

用
に

供
す
る

船
舶

そ
の

他
知

事
が

定
め
る

も
の

を

い
う

。
次

項
及
び

第
1
2
条

第
１

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

利
用

す
る

移
動
に

要
す

る

費
用

と
し

、
そ
の

額
は

、
次

に
掲

げ
る

費
用
（

第
２

号
か

ら
第

５
号

ま
で
に

掲
げ

る

費
用

は
、

第
１
号

に
掲

げ
る

運
賃

に
加

え
て
別

に
支

払
う

も
の

で
あ

っ
て
、

公
務

の

た
め

特
に
必

要
と
す

る
も
の

に
限

る
。
）

の
額
の

合
計
額

と
す

る
。

 

(
1
)
 
運

賃
 

(
2
)
 
寝

台
料

金
 

(
3
)
a
座

席
指

定
料
金

 

(
4
)
a
特

別
船

室
料
金

 

(
5
)
a
前

各
号

に
掲
げ

る
費
用

に
付

随
す
る

費
用

 

２
 

前
項

第
１

号
に

掲
げ

る
運

賃
の

額
の
上

限
は

、
運

賃
の

等
級

が
区
分

さ
れ

た
船

舶

に
よ

り
移
動

す
る
場

合
に
は

、
最

上
級
の

運
賃
の

額
と
す

る
。

 

 

（
航

空
賃
）

 

第
1
1
条

 
航

空
賃

は
、

航
空

機
（

航
空

法
（

昭
和

2
7
年

法
律

第
2
3
1
号

）
第

２
条

第
1
8

項
に

規
定

す
る
航

空
運

送
事

業
の

用
に

供
す
る

航
空

機
そ

の
他

知
事

が
定
め

る
も

の

を
い

う
。

次
項
及

び
次

条
第

１
項

に
お

い
て
同

じ
。

）
を

利
用

す
る

移
動
に

要
す

る

費
用

と
し

、
そ
の

額
は

、
次

に
掲

げ
る

費
用
（

第
２

号
及

び
第

３
号

に
掲
げ

る
費

用

は
、

第
１

号
に
掲

げ
る

運
賃

に
加

え
て

別
に
支

払
う

も
の

で
あ

っ
て

、
公
務

の
た

め

特
に

必
要
と

す
る
も

の
に
限

る
。

）
の
額

の
合
計

額
と
す

る
。

 

(
1
)
a
特

別
急

行
列

車
を

運
行

す
る

線
路

に
よ

る
旅

行
で

あ
っ

て
、

片
道

1
0
0
キ

ロ
 

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
又

は
知

事
が

定
め

る
片

道
1
0
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も

の
 

(
2
)
a
普
通

急
行

列
車

又
は

準
急

行
列

車
を

運
行
す

る
線

路
に

よ
る

旅
行

で
片
道

5
0
キ

ロ
メ

ー
ト
ル

以
上
の

も
の

 

３
 

第
１

項
第

３
号

に
規

定
す

る
特

別
車
両

料
金

は
、

県
外

（
在

勤
庁
の

存
す

る
都

道

府
県

内
の

地
域
以

外
の

本
邦

の
地

域
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

旅
行

の
場
合

に
限

り

支
給

す
る
。

 

４
 

第
１

項
第

４
号

に
規

定
す

る
座

席
指
定

料
金

は
、

特
別

急
行

列
車
又

は
普

通
急

行

列
車

を
運

行
す

る
線

路
に

よ
る

旅
行

で
片

道
1
0
0
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
該

当
す

る
場
合

に
限
り

、
支
給

す
る

。
 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

(
1
)
 
運

賃
 

(
2
)
 
座

席
指

定
料
金

 

(
3
)
 
前

２
号

に
掲
げ

る
費
用

に
付

随
す
る

費
用

 

２
 

前
項

第
１

号
に

掲
げ

る
運

賃
の

額
の
上

限
は

、
運

賃
の

等
級

が
区
分

さ
れ

た
航

空

機
に

よ
り
移

動
す
る

場
合
に

は
、

最
上
級

の
運
賃

の
額
と

す
る

。
 

                         

（
そ

の
他
の

交
通
費

）
 

第
1
2
条

 
そ
の

他
の

交
通

費
は

、
鉄

道
、
船

舶
及

び
航

空
機

以
外

を
利
用

す
る

移
動

に

要
す

る
費

用
と
し

、
そ

の
額

は
、

次
に

掲
げ
る

費
用

（
第

２
号

、
第

３
号
及

び
第

５

号
に

掲
げ

る
費
用

は
、

公
務

の
た

め
特

に
必
要

と
す

る
も

の
に

限
る

。
）
の

額
の

合

      

（
船

賃
）

 

第
1
6
条

 
船
賃

の
額

は
、

次
の

各
号

に
規
定

す
る

旅
客

運
賃

（
は

し
け
賃

及
び

桟
橋

賃

を
含

む
。

以
下
こ

の
条

に
お

い
て

「
運

賃
」
と

い
う

。
）

、
寝

台
料

金
及
び

特
別

船

室
料

金
並
び

に
座
席

指
定
料

金
に

よ
る
。

 

(
1
)
a
運
賃

の
等

級
を

３
等

級
に

区
分

す
る

船
舶
に

よ
る

旅
行

の
場

合
に

は
、
上

級
の

運
賃

 

(
2
)
a
運
賃

の
等

級
を

２
階

級
に

区
分

す
る

船
舶
に

よ
る

旅
行

の
場

合
に

は
、
上

級
の

運
賃

 

(
3
)
a
運
賃

の
等

級
を

設
け

な
い

船
舶

に
よ

る
旅
行

の
場

合
に

は
、

そ
の

乗
船
に

要
す

る
運

賃
 

(
4
)
a
公
務

上
の

必
要

に
よ

り
別

に
寝

台
料

金
を
必

要
と

し
た

場
合

に
は

、
前
３

号
に

規
定

す
る
運

賃
の
ほ

か
、
現

に
支

払
っ
た

寝
台
料

金
 

(
5
)
a
第
３

号
の

規
定

に
該

当
す

る
船

舶
で

特
別
船

室
料

金
を

徴
す

る
も

の
を
運

行
す

る
航

路
に

よ
る
旅

行
の

場
合

に
は

、
同

号
に
規

定
す

る
運

賃
及

び
前

号
に
規

定
す

る
寝

台
料
金

の
ほ
か

、
特
別

船
室

料
金

 

(
6
)
a
座
席

指
定

料
金

を
徴

す
る

船
舶

を
運

行
す
る

航
路

に
よ

る
旅

行
の

場
合
に

は
、

前
各

号
に
規

定
す
る

運
賃
及

び
料

金
の
ほ

か
、
座

席
指
定

料
金

 

２
 

前
項

第
１

号
又

は
第

２
号

の
規

定
に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て
、
同

一
階

級
の

運

賃
を

更
に

２
以
上

に
区

分
す

る
船

舶
に

よ
る
旅

行
の

場
合

に
は

、
当

該
各
号

の
運

賃

は
、

同
一
階

級
内
の

最
上
級

の
運

賃
に
よ

る
。

 

 

（
航

空
賃
）

 

第
1
7
条

 
航

空
賃
の

額
は
、

現
に

支
払
っ

た
旅
客

運
賃
に

よ
る

。
 

 

（
車

賃
）

 

第
1
8
条

 
車
賃

の
額

は
、

１
キ

ロ
メ

ー
ト
ル

に
つ

き
4
5
円

以
内

で
知

事
が

定
め

る
額

と

す
る

。
た

だ
し
、

定
額

の
車

賃
に

よ
り

難
い
場

合
そ

の
他

の
知

事
が

定
め
る

場
合

に

は
、

実
費
額

に
よ
る

。
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0
0
 
 

(
1
)
 
運

賃
 

(
2
)
 
座

席
指

定
料
金

 

(
3
)
 
前

２
号

に
掲
げ

る
費
用

に
付

随
す
る

費
用

 

２
 

前
項

第
１

号
に

掲
げ

る
運

賃
の

額
の
上

限
は

、
運

賃
の

等
級

が
区
分

さ
れ

た
航

空

機
に

よ
り
移

動
す
る

場
合
に

は
、

最
上
級

の
運
賃

の
額
と

す
る

。
 

                         

（
そ

の
他
の

交
通
費

）
 

第
1
2
条

 
そ
の

他
の

交
通

費
は

、
鉄

道
、
船

舶
及

び
航

空
機

以
外

を
利
用

す
る

移
動

に

要
す

る
費

用
と
し

、
そ

の
額

は
、

次
に

掲
げ
る

費
用

（
第

２
号

、
第

３
号
及

び
第

５

号
に

掲
げ

る
費
用

は
、

公
務

の
た

め
特

に
必
要

と
す

る
も

の
に

限
る

。
）
の

額
の

合

      

（
船

賃
）

 

第
1
6
条

 
船
賃

の
額

は
、

次
の

各
号

に
規
定

す
る

旅
客

運
賃

（
は

し
け
賃

及
び

桟
橋

賃

を
含

む
。

以
下
こ

の
条

に
お

い
て

「
運

賃
」
と

い
う

。
）

、
寝

台
料

金
及
び

特
別

船

室
料

金
並
び

に
座
席

指
定
料

金
に

よ
る
。

 

(
1
)
a
運
賃

の
等

級
を

３
等

級
に

区
分

す
る

船
舶
に

よ
る

旅
行

の
場

合
に

は
、
上

級
の

運
賃

 

(
2
)
a
運
賃

の
等

級
を

２
階

級
に

区
分

す
る

船
舶
に

よ
る

旅
行

の
場

合
に

は
、
上

級
の

運
賃

 

(
3
)
a
運
賃

の
等

級
を

設
け

な
い

船
舶

に
よ

る
旅
行

の
場

合
に

は
、

そ
の

乗
船
に

要
す

る
運

賃
 

(
4
)
a
公
務

上
の

必
要

に
よ

り
別

に
寝

台
料

金
を
必

要
と

し
た

場
合

に
は

、
前
３

号
に

規
定

す
る
運

賃
の
ほ

か
、
現

に
支

払
っ
た

寝
台
料

金
 

(
5
)
a
第
３

号
の

規
定

に
該

当
す

る
船

舶
で

特
別
船

室
料

金
を

徴
す

る
も

の
を
運

行
す

る
航

路
に

よ
る
旅

行
の

場
合

に
は

、
同

号
に
規

定
す

る
運

賃
及

び
前

号
に
規

定
す

る
寝

台
料
金

の
ほ
か

、
特
別

船
室

料
金

 

(
6
)
a
座
席

指
定

料
金

を
徴

す
る

船
舶

を
運

行
す
る

航
路

に
よ

る
旅

行
の

場
合
に

は
、

前
各

号
に
規

定
す
る

運
賃
及

び
料

金
の
ほ

か
、
座

席
指
定

料
金

 

２
 

前
項

第
１

号
又

は
第

２
号

の
規

定
に
該

当
す

る
場

合
に

お
い

て
、
同

一
階

級
の

運

賃
を

更
に

２
以
上

に
区

分
す

る
船

舶
に

よ
る
旅

行
の

場
合

に
は

、
当

該
各
号

の
運

賃

は
、

同
一
階

級
内
の

最
上
級

の
運

賃
に
よ

る
。

 

 

（
航

空
賃
）

 

第
1
7
条

 
航

空
賃
の

額
は
、

現
に

支
払
っ

た
旅
客

運
賃
に

よ
る

。
 

 

（
車

賃
）

 

第
1
8
条

 
車
賃

の
額

は
、

１
キ

ロ
メ

ー
ト
ル

に
つ

き
4
5
円

以
内

で
知

事
が

定
め

る
額

と

す
る

。
た

だ
し
、

定
額

の
車

賃
に

よ
り

難
い
場

合
そ

の
他

の
知

事
が

定
め
る

場
合

に

は
、

実
費
額

に
よ
る

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

計
額

と
す
る

。
 

(
1
)
a
道

路
運

送
法

（
昭

和
2
6
年

法
律

第
1
8
3
号

）
第

３
条

第
１

号
イ

に
掲

げ
る

一
般

乗
合

旅
客

自
動
車

運
送

事
業

（
路

線
を

定
め
て

定
期

に
運

行
す

る
自

動
車
に

よ
り

乗
合

旅
客

の
運
送

を
行

う
も

の
に

限
る

。
）
の

用
に

供
す

る
自

動
車

を
利
用

す
る

移
動

に
要
す

る
運
賃

 

(
2
)
a
道
路

運
送

法
第

３
条

第
１

号
ハ

に
掲

げ
る
一

般
乗

用
旅

客
自

動
車

運
送
事

業
の

用
に

供
す

る
自
動

車
そ

の
他

の
旅

客
を

運
送
す

る
交

通
手

段
（

前
号

に
規
定

す
る

自
動

車
を
除

く
。
）

を
利
用

す
る

移
動
に

要
す
る

運
賃

 

(
3
)
a
前
２

号
に

掲
げ

る
運

賃
以

外
の

費
用

で
あ
っ

て
、

道
路

運
送

法
第
8
0
条
第

１
項

の
許

可
を

受
け
て

業
と

し
て

有
償

で
貸

し
渡
す

自
家

用
自

動
車

の
賃

料
そ
の

他
の

移
動

に
直
接

要
す
る

費
用

 

(
4
)
a
自
家

用
の

交
通

用
具

を
使

用
す

る
移

動
（
所

属
長

の
承

認
を

受
け

た
も
の

に
限

る
。

）
に

係
る
費

用
と

し
て

、
当

該
移

動
の
路

程
１

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

に
つ
き

知
事

が
定

め
る
費

用
 

(
5
)
a
前

各
号

に
掲
げ

る
費
用

に
付

随
す
る

費
用

 

２
 

前
項
第

４
号
の

費
用
は

、
全

路
程
を

通
算
し

て
計
算

す
る

。
 

  ３
 

略
 

  
 

 
 

第
３

節
 

宿
泊
費

等
 

 

（
宿

泊
費
）

 

第
1
3
条

 
宿
泊

費
は

、
旅

行
中

の
宿

泊
に
要

す
る

費
用

と
し

、
そ

の
額
は

、
国

家
公

務

員
等

の
旅

費
支
給

規
程

（
昭

和
2
5
年

大
蔵

省
令

第
4
5
号

）
に

よ
り

定
め

ら
れ

て
い

る

宿
泊

費
基

準
額
（

次
条

に
お

い
て

「
宿

泊
費
基

準
額

」
と

い
う

。
）

と
現
に

支
払

っ

た
額

を
比

較
し
、

い
ず

れ
か

少
な

い
額

と
す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
職

員
に

対

応
す

る
国
の

職
員
は

、
同
令

に
お

け
る
職

務
の
級

が
1
0
級

以
下

の
者
と

す
る
。

 

２
 

略
 

 

（
包

括
宿
泊

費
）

 

第
1
4
条

 
包
括

宿
泊

費
は

、
移

動
及

び
宿
泊

に
対

す
る

一
体

の
対

価
と
し

て
支

払
わ

れ

る
費

用
と

し
、
そ

の
額

は
、

当
該

移
動

に
係
る

前
節

の
規

定
に

よ
る

交
通
費

の
額

及

び
あ

あ
当

該
宿

泊
に

係
る

宿
泊

費
基

準
額

の
合

計
額

と
現

に
支

払
っ

た
額

を
比

較

               ２
 

車
賃

あ
あ

あ
あ

あ
あ

は
、

全
路

程
を
通

算
し

て
計

算
す

る
。

た
だ
し

、
第

1
2
条

の

規
定

に
よ

り
区
分

計
算

を
す

る
場

合
に

は
、
そ

の
区

分
さ

れ
た

路
程

ご
と
に

通
算

し

て
計

算
す
る

。
 

３
 

略
 

    
（

宿
泊
費

）
 

第
1
9
条

 
宿
泊

費
は

、
旅

行
中

の
宿

泊
に
要

す
る

費
用

と
し

、
そ

の
額
は

、
国

家
公

務

員
等

の
旅

費
支
給

規
程

（
昭

和
2
5
年

大
蔵

省
令

第
4
5
号

）
に

よ
り

定
め

ら
れ

て
い

る

宿
泊

費
基

準
額
（

次
条

に
お

い
て

「
宿

泊
費
基

準
額

」
と

い
う

。
）

と
現
に

支
払

っ

た
額

を
比

較
し
、

い
ず

れ
か

少
な

い
額

と
す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
職

員
に

対

応
す

る
国
の

職
員
は

、
同
令

に
お

け
る
職

務
の
級

が
1
0
級

以
下

の
者
と

す
る
。

 

２
 

略
 

 

（
包

括
宿
泊

費
）

 

第
2
0
条

 
包
括

宿
泊

費
は

、
移

動
及

び
宿
泊

に
対

す
る

一
体

の
対

価
と
し

て
支

払
わ

れ

る
費

用
と

し
、
そ

の
額

は
、

当
該

移
動

に
係
る

鉄
道

賃
、

船
賃

、
航

空
賃
及

び
車

賃

並
び

に
当

該
宿

泊
に

係
る

宿
泊

費
基

準
額

の
合

計
額

と
現

に
支

払
っ

た
額

を
比

較
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0
0
 
 

計
額

と
す
る

。
 

(
1
)
a
道

路
運

送
法

（
昭

和
2
6
年

法
律

第
1
8
3
号

）
第

３
条

第
１

号
イ

に
掲

げ
る

一
般

乗
合

旅
客

自
動
車

運
送

事
業

（
路

線
を

定
め
て

定
期

に
運

行
す

る
自

動
車
に

よ
り

乗
合

旅
客

の
運
送

を
行

う
も

の
に

限
る

。
）
の

用
に

供
す

る
自

動
車

を
利
用

す
る

移
動

に
要
す

る
運
賃

 

(
2
)
a
道
路

運
送

法
第

３
条

第
１

号
ハ

に
掲

げ
る
一

般
乗

用
旅

客
自

動
車

運
送
事

業
の

用
に

供
す

る
自
動

車
そ

の
他

の
旅

客
を

運
送
す

る
交

通
手

段
（

前
号

に
規
定

す
る

自
動

車
を
除

く
。
）

を
利
用

す
る

移
動
に

要
す
る

運
賃

 

(
3
)
a
前
２

号
に

掲
げ

る
運

賃
以

外
の

費
用

で
あ
っ

て
、

道
路

運
送

法
第
8
0
条
第

１
項

の
許

可
を

受
け
て

業
と

し
て

有
償

で
貸

し
渡
す

自
家

用
自

動
車

の
賃

料
そ
の

他
の

移
動

に
直
接

要
す
る

費
用

 

(
4
)
a
自
家

用
の

交
通

用
具

を
使

用
す

る
移

動
（
所

属
長

の
承

認
を

受
け

た
も
の

に
限

る
。

）
に

係
る
費

用
と

し
て

、
当

該
移

動
の
路

程
１

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

に
つ
き

知
事

が
定

め
る
費

用
 

(
5
)
a
前

各
号

に
掲
げ

る
費
用

に
付

随
す
る

費
用

 

２
 

前
項
第

４
号
の

費
用
は

、
全

路
程
を

通
算
し

て
計
算

す
る

。
 

  ３
 

略
 

  
 

 
 

第
３

節
 

宿
泊
費

等
 

 

（
宿

泊
費
）

 

第
1
3
条

 
宿
泊

費
は

、
旅

行
中

の
宿

泊
に
要

す
る

費
用

と
し

、
そ

の
額
は

、
国

家
公

務

員
等

の
旅

費
支
給

規
程

（
昭

和
2
5
年

大
蔵

省
令

第
4
5
号

）
に

よ
り

定
め

ら
れ

て
い

る

宿
泊

費
基

準
額
（

次
条

に
お

い
て

「
宿

泊
費
基

準
額

」
と

い
う

。
）

と
現
に

支
払

っ

た
額

を
比

較
し
、

い
ず

れ
か

少
な

い
額

と
す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
職

員
に

対

応
す

る
国
の

職
員
は

、
同
令

に
お

け
る
職

務
の
級

が
1
0
級

以
下

の
者
と

す
る
。

 

２
 

略
 

 

（
包

括
宿
泊

費
）

 

第
1
4
条

 
包
括

宿
泊

費
は

、
移

動
及

び
宿
泊

に
対

す
る

一
体

の
対

価
と
し

て
支

払
わ

れ

る
費

用
と

し
、
そ

の
額

は
、

当
該

移
動

に
係
る

前
節

の
規

定
に

よ
る

交
通
費

の
額

及

び
あ

あ
当

該
宿

泊
に

係
る

宿
泊

費
基

準
額

の
合

計
額

と
現

に
支

払
っ

た
額

を
比

較

               ２
 

車
賃

あ
あ

あ
あ

あ
あ

は
、

全
路

程
を
通

算
し

て
計

算
す

る
。

た
だ
し

、
第

1
2
条

の

規
定

に
よ

り
区
分

計
算

を
す

る
場

合
に

は
、
そ

の
区

分
さ

れ
た

路
程

ご
と
に

通
算

し

て
計

算
す
る

。
 

３
 

略
 

    
（

宿
泊
費

）
 

第
1
9
条

 
宿
泊

費
は

、
旅

行
中

の
宿

泊
に
要

す
る

費
用

と
し

、
そ

の
額
は

、
国

家
公

務

員
等

の
旅

費
支
給

規
程

（
昭

和
2
5
年

大
蔵

省
令

第
4
5
号

）
に

よ
り

定
め

ら
れ

て
い

る

宿
泊

費
基

準
額
（

次
条

に
お

い
て

「
宿

泊
費
基

準
額

」
と

い
う

。
）

と
現
に

支
払

っ

た
額

を
比

較
し
、

い
ず

れ
か

少
な

い
額

と
す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
職

員
に

対

応
す

る
国
の

職
員
は

、
同
令

に
お

け
る
職

務
の
級

が
1
0
級

以
下

の
者
と

す
る
。

 

２
 

略
 

 

（
包

括
宿
泊

費
）

 

第
2
0
条

 
包
括

宿
泊

費
は

、
移

動
及

び
宿
泊

に
対

す
る

一
体

の
対

価
と
し

て
支

払
わ

れ

る
費

用
と

し
、
そ

の
額

は
、

当
該

移
動

に
係
る

鉄
道

賃
、

船
賃

、
航

空
賃
及

び
車

賃

並
び

に
当

該
宿

泊
に

係
る

宿
泊

費
基

準
額

の
合

計
額

と
現

に
支

払
っ

た
額

を
比

較

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

し
、

い
ず
れ

か
少
な

い
額
と

す
る

。
 

 第
1
5
条

 
略

 

  
 

 
 

第
４

節
 

転
居
費

等
 

 

（
転

居
費
）

 

第
1
6
条

 
転
居

費
は

、
赴

任
に

伴
う

転
居
に

要
す

る
費

用
（

第
1
8
条

第
１

項
第

１
号

又

は
第

２
号

に
規
定

す
る

場
合

の
家

族
の

転
居
に

要
す

る
費

用
を

含
む

。
）
と

し
、

そ

の
額

は
、

転
居
の

実
態

を
勘

案
し

て
知

事
が
定

め
る

方
法

に
よ

り
算

定
さ
れ

る
額

と

す
る

。
 

 

（
着

後
滞
在

費
）

 

第
1
7
条

 
着
後

滞
在

費
は

、
赴

任
に

伴
う
転

居
に

必
要

な
滞

在
に

係
る
費

用
と

し
、

そ

の
額

は
、

５
夜
分

を
限

度
と

し
て

、
現

に
宿
泊

し
た

夜
数

に
係

る
宿

泊
費
及

び
宿

泊

手
当

の
合
計

額
に
相

当
す
る

額
と

す
る
。

 

 

（
家

族
移
転

費
）

 

第
1
8
条

 
家
族

移
転

費
は

、
赴

任
に

伴
う
家

族
の

移
転

に
要

す
る

費
用
と

し
、

そ
の

額

は
、

次
に
掲

げ
る
額

と
す
る

。
 

 
(
1
)
a
赴

任
の

際
家

族
（

赴
任

を
命

ぜ
ら

れ
た

日
に

お
い

て
同

居
し

て
い

る
者

に
限

る
。

以
下

こ
の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
職
員

の
新

居
住

地
に

移
転

す
る
場

合
に

は
、

家
族

１
人
ご

と
に

、
職

員
が

そ
の

移
転
を

す
る

も
の

と
し

て
算

定
し
た

交
通

費
、

宿
泊

費
、
包

括
宿

泊
費

、
宿

泊
手

当
及
び

着
後

滞
在

費
の

合
計

額
に
相

当
す

る
額

 

(
2
)
a
前
号

に
規

定
す

る
場

合
に

該
当

せ
ず

、
か
つ

、
赴

任
を

命
ぜ

ら
れ

た
日
の

翌
日

か
ら

１
年

以
内
に

家
族

を
職

員
の

居
住

地
（
赴

任
後

家
族

を
移

転
す

る
ま
で

の
間

に
更

に
赴

任
が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
当

該
赴
任

後
に

お
け

る
職

員
の

新
居
住

地
）

に
移

転
す
る

場
合
に

は
、
前

号
の

規
定
に

準
じ
て

算
定
し

た
額

 

２
 

所
属

長
は

、
公

務
上

の
必

要
又

は
天
災

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
事
情

が
あ

る
場

合

に
は

、
前
項

第
２
号

に
規
定

す
る

期
間
を

延
長
す

る
こ
と

が
で

き
る
。

 

   

し
、

い
ず
れ

か
少
な

い
額
と

す
る

。
 

 第
2
1
条

 
略

 

                             

（
移

転
料
）

 

第
2
2
条

 
移

転
料
の

額
は
、

次
の

各
号
に

規
定
す

る
額
に

よ
る

。
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0
0
 
 

し
、

い
ず
れ

か
少
な

い
額
と

す
る

。
 

 第
1
5
条

 
略

 

  
 

 
 

第
４

節
 

転
居
費

等
 

 

（
転

居
費
）

 

第
1
6
条

 
転
居

費
は

、
赴

任
に

伴
う

転
居
に

要
す

る
費

用
（

第
1
8
条

第
１

項
第

１
号

又

は
第

２
号

に
規
定

す
る

場
合

の
家

族
の

転
居
に

要
す

る
費

用
を

含
む

。
）
と

し
、

そ

の
額

は
、

転
居
の

実
態

を
勘

案
し

て
知

事
が
定

め
る

方
法

に
よ

り
算

定
さ
れ

る
額

と

す
る

。
 

 

（
着

後
滞
在

費
）

 

第
1
7
条

 
着
後

滞
在

費
は

、
赴

任
に

伴
う
転

居
に

必
要

な
滞

在
に

係
る
費

用
と

し
、

そ

の
額

は
、

５
夜
分

を
限

度
と

し
て

、
現

に
宿
泊

し
た

夜
数

に
係

る
宿

泊
費
及

び
宿

泊

手
当

の
合
計

額
に
相

当
す
る

額
と

す
る
。

 

 

（
家

族
移
転

費
）

 

第
1
8
条

 
家
族

移
転

費
は

、
赴

任
に

伴
う
家

族
の

移
転

に
要

す
る

費
用
と

し
、

そ
の

額

は
、

次
に
掲

げ
る
額

と
す
る

。
 

 
(
1
)
a
赴

任
の

際
家

族
（

赴
任

を
命

ぜ
ら

れ
た

日
に

お
い

て
同

居
し

て
い

る
者

に
限

る
。

以
下

こ
の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

を
職
員

の
新

居
住

地
に

移
転

す
る
場

合
に

は
、

家
族

１
人
ご

と
に

、
職

員
が

そ
の

移
転
を

す
る

も
の

と
し

て
算

定
し
た

交
通

費
、

宿
泊

費
、
包

括
宿

泊
費

、
宿

泊
手

当
及
び

着
後

滞
在

費
の

合
計

額
に
相

当
す

る
額

 

(
2
)
a
前
号

に
規

定
す

る
場

合
に

該
当

せ
ず

、
か
つ

、
赴

任
を

命
ぜ

ら
れ

た
日
の

翌
日

か
ら

１
年

以
内
に

家
族

を
職

員
の

居
住

地
（
赴

任
後

家
族

を
移

転
す

る
ま
で

の
間

に
更

に
赴

任
が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
当

該
赴
任

後
に

お
け

る
職

員
の

新
居
住

地
）

に
移

転
す
る

場
合
に

は
、
前

号
の

規
定
に

準
じ
て

算
定
し

た
額

 

２
 

所
属

長
は

、
公

務
上

の
必

要
又

は
天
災

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
事
情

が
あ

る
場

合

に
は

、
前
項

第
２
号

に
規
定

す
る

期
間
を

延
長
す

る
こ
と

が
で

き
る
。

 

   

し
、

い
ず
れ

か
少
な

い
額
と

す
る

。
 

 第
2
1
条

 
略

 

                             

（
移

転
料
）

 

第
2
2
条

 
移

転
料
の

額
は
、

次
の

各
号
に

規
定
す

る
額
に

よ
る

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

                                  

(
1
)
a
赴
任

の
際

扶
養

親
族

を
移

転
す

る
場

合
に
は

、
旧

在
勤

地
か

ら
新

在
勤
地

ま
で

の
路

程
に
応

じ
た
別

表
第
２

の
定

額
に
よ

る
額

 

(
2
)
a
赴
任

の
際

扶
養

親
族

を
移

転
し

な
い

場
合
に

は
、

前
号

に
規

定
す

る
額
の

２
分

の
１

に
相
当

す
る
額

 

(
3
)
a
赴
任

の
際

扶
養

親
族

を
移

転
し

な
い

が
赴
任

を
命

ぜ
ら

れ
た

日
の

翌
日
か

ら
１

年
以

内
に

扶
養
親

族
を

移
転

す
る

場
合

に
は
、

前
号

に
規

定
す

る
額

に
相
当

す
る

額
（

赴
任

の
後
扶

養
親

族
を

移
転

す
る

ま
で
の

間
に

更
に

赴
任

が
あ

っ
た
場

合
に

は
、

各
赴

任
に
つ

い
て

支
給

す
る

こ
と

が
で
き

る
前

号
に

規
定

す
る

額
に
相

当
す

る
額

の
合
計

額
）

 

２
 

前
項

第
３

号
の

場
合

に
お

い
て

、
扶
養

親
族

を
移

転
し

た
際

に
お
け

る
移

転
料

の

定
額

が
職

員
が
赴

任
し

た
際

の
移

転
料

の
定
額

と
異

な
る

と
き

は
、

同
号
の

額
は

、

扶
養

親
族
を

移
転
し

た
際
に

お
け

る
移
転

料
の
定

額
を
基

礎
と

し
て
計

算
す
る

。
 

３
 

所
属

長
は

、
公

務
上

の
必

要
又

は
天
災

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
事
情

が
あ

る
場

合

に
は

、
第
１

項
第
３

号
に
規

定
す

る
期
間

を
延
長

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

 

（
着

後
手
当

）
 

第
2
3
条

 
着
後

手
当

の
額

は
、

赴
任

に
伴
い

住
所

又
は

居
所

を
移

転
し
た

地
の

存
す

る

地
域

の
区

分
に

応
じ

た
別

表
第

１
の

定
額

（
以

下
「

移
転

に
係

る
宿

泊
料

」
と

い

う
。

）
の
５

夜
分
に

相
当
す

る
額

に
よ
る

。
 

 

（
扶

養
親
族

移
転
料

）
 

第
2
4
条

 
扶

養
親
族

移
転
料

の
額

は
、
次

の
各
号

に
規
定

す
る

額
に
よ

る
。

 

(
1
)
a
赴
任

の
際

扶
養

親
族

を
旧

在
勤

地
か

ら
新
在

勤
地

ま
で

随
伴

す
る

場
合
に

は
、

赴
任

を
命

ぜ
ら
れ

た
日

に
お

け
る

扶
養

親
族
１

人
ご

と
に

、
そ

の
移

転
の
際

に
お

け
る

年
齢
に

従
い
、

次
に
規

定
す

る
額
の

合
計
額

 

ア
 
1
2
歳

以
上
の

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
移
転

の
際

に
お

け
る

職
員

相
当
の

鉄
道

賃
、

船
賃

、
航

空
賃

及
び

車
賃

の
全

額
並

び
に
移

転
に

係
る

宿
泊

料
（

水
路
旅

行
及

び
航

空
旅

行
に

つ
い

て
は

、
公

務
上

の
必
要

又
は

天
災

そ
の

他
や

む
を
得

な
い

事
情

に
よ

り
上

陸
又

は
着

陸
し

て
宿

泊
し
た

場
合

に
限

り
、

支
給

す
る
も

の
と

し
、

１
日

の
旅

行
に

お
い

て
定

額
を

異
に

す
る

事
由

が
生

じ
た

場
合

に

は
、

額
の

多
い

方
の

定
額

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
以

下
同

じ
。

）
、

食
卓

料

（
船

賃
若

し
く

は
航

空
賃

の
ほ

か
に

別
に

食
費
を

要
す

る
場

合
又

は
船

賃
若
し

く
は

航
空

賃
を

要
し

な
い

が
食

費
を

要
す

る
場

合
に

限
り

支
給

す
る

も
の

と

し
、

そ
の

額
は

１
夜

に
つ

き
2
,
6
0
0
円

と
す

る
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

着
後

手
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0
0
 
 

                                  

(
1
)
a
赴
任

の
際

扶
養

親
族

を
移

転
す

る
場

合
に
は

、
旧

在
勤

地
か

ら
新

在
勤
地

ま
で

の
路

程
に
応

じ
た
別

表
第
２

の
定

額
に
よ

る
額

 

(
2
)
a
赴
任

の
際

扶
養

親
族

を
移

転
し

な
い

場
合
に

は
、

前
号

に
規

定
す

る
額
の

２
分

の
１

に
相
当

す
る
額

 

(
3
)
a
赴
任

の
際

扶
養

親
族

を
移

転
し

な
い

が
赴
任

を
命

ぜ
ら

れ
た

日
の

翌
日
か

ら
１

年
以

内
に

扶
養
親

族
を

移
転

す
る

場
合

に
は
、

前
号

に
規

定
す

る
額

に
相
当

す
る

額
（

赴
任

の
後
扶

養
親

族
を

移
転

す
る

ま
で
の

間
に

更
に

赴
任

が
あ

っ
た
場

合
に

は
、

各
赴

任
に
つ

い
て

支
給

す
る

こ
と

が
で
き

る
前

号
に

規
定

す
る

額
に
相

当
す

る
額

の
合
計

額
）

 

２
 

前
項

第
３

号
の

場
合

に
お

い
て

、
扶
養

親
族

を
移

転
し

た
際

に
お
け

る
移

転
料

の

定
額

が
職

員
が
赴

任
し

た
際

の
移

転
料

の
定
額

と
異

な
る

と
き

は
、

同
号
の

額
は

、

扶
養

親
族
を

移
転
し

た
際
に

お
け

る
移
転

料
の
定

額
を
基

礎
と

し
て
計

算
す
る

。
 

３
 

所
属

長
は

、
公

務
上

の
必

要
又

は
天
災

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
事
情

が
あ

る
場

合

に
は

、
第
１

項
第
３

号
に
規

定
す

る
期
間

を
延
長

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

 

（
着

後
手
当

）
 

第
2
3
条

 
着
後

手
当

の
額

は
、

赴
任

に
伴
い

住
所

又
は

居
所

を
移

転
し
た

地
の

存
す

る

地
域

の
区

分
に

応
じ

た
別

表
第

１
の

定
額

（
以

下
「

移
転

に
係

る
宿

泊
料

」
と

い

う
。

）
の
５

夜
分
に

相
当
す

る
額

に
よ
る

。
 

 

（
扶

養
親
族

移
転
料

）
 

第
2
4
条

 
扶

養
親
族

移
転
料

の
額

は
、
次

の
各
号

に
規
定

す
る

額
に
よ

る
。

 

(
1
)
a
赴
任

の
際

扶
養

親
族

を
旧

在
勤

地
か

ら
新
在

勤
地

ま
で

随
伴

す
る

場
合
に

は
、

赴
任

を
命

ぜ
ら
れ

た
日

に
お

け
る

扶
養

親
族
１

人
ご

と
に

、
そ

の
移

転
の
際

に
お

け
る

年
齢
に

従
い
、

次
に
規

定
す

る
額
の

合
計
額

 

ア
 
1
2
歳

以
上
の

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
移
転

の
際

に
お

け
る

職
員

相
当
の

鉄
道

賃
、

船
賃

、
航

空
賃

及
び

車
賃

の
全

額
並

び
に
移

転
に

係
る

宿
泊

料
（

水
路
旅

行
及

び
航

空
旅

行
に

つ
い

て
は

、
公

務
上

の
必
要

又
は

天
災

そ
の

他
や

む
を
得

な
い

事
情

に
よ

り
上

陸
又

は
着

陸
し

て
宿

泊
し
た

場
合

に
限

り
、

支
給

す
る
も

の
と

し
、

１
日

の
旅

行
に

お
い

て
定

額
を

異
に

す
る

事
由

が
生

じ
た

場
合

に

は
、

額
の

多
い

方
の

定
額

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
以

下
同

じ
。

）
、

食
卓

料

（
船

賃
若

し
く

は
航

空
賃

の
ほ

か
に

別
に

食
費
を

要
す

る
場

合
又

は
船

賃
若
し

く
は

航
空

賃
を

要
し

な
い

が
食

費
を

要
す

る
場

合
に

限
り

支
給

す
る

も
の

と

し
、

そ
の

額
は

１
夜

に
つ

き
2
,
6
0
0
円

と
す

る
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

着
後

手

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

                        
 

 
 

第
５

節
 

そ
の
他

の
種

目
 

 

（
旅

行
雑
費

）
 

第
1
9
条

 
旅
行

雑
費

 
 

は
、

公
務

上
の
必

要
に

よ
る

通
信

連
絡

に
要
す

る
費

用
そ

の

他
の

雑
費

で
知
事

が
定

め
る

も
の

と
し

、
そ
の

額
は

、
実

費
額

又
は

こ
れ
に

相
当

す

る
額

と
し
て

知
事
が

定
め
る

額
と

す
る
。

 

     

当
の

３
分
の

２
に
相

当
す
る

額
 

イ
 
1
2
歳

未
満
６

歳
以

上
の

者
に

つ
い

て
は
、

ア
に

規
定

す
る

額
の

２
分
の

１
に

相
当

す
る
額

 

ウ
 

６
歳

未
満
の

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
移
転

の
際

に
お

け
る

職
員

相
当
の

移
転

に
係

る
宿

泊
料

、
食

卓
料

及
び

着
後

手
当

の
３
分

の
１

に
相

当
す

る
額

。
た
だ

し
、

６
歳

未
満

の
者

を
３

人
以

上
随

伴
す

る
と
き

は
、

２
人

を
超

え
る

者
ご
と

に
そ

の
移

転
の

際
に

お
け

る
職

員
相

当
の

鉄
道
賃

及
び

船
賃

の
２

分
の

１
に
相

当
す

る
金
額

を
加
算

す
る
。

 

(
2
)
a
前
号

の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

を
除

く
ほ
か

、
第

2
2
条

第
１

項
第

１
号
又

は
第

３
号

の
規

定
に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

扶
養
親

族
の

旧
居

住
地

か
ら

新
居
住

地
ま

で
の

旅
行

に
つ
い

て
前

号
の

規
定

に
準

じ
て
計

算
し

た
額

。
た

だ
し

、
前
号

の
規

定
に

よ
り

支
給
す

る
こ

と
が

で
き

る
額

に
相
当

す
る

額
（

赴
任

の
後

扶
養
親

族
を

移
転

す
る

ま
で
の

間
に

更
に

赴
任

が
あ

っ
た
場

合
に

は
、

各
赴

任
に

つ
い
て

前
号

の
規

定
に

よ
り
支

給
す

る
こ

と
が

で
き

る
額
に

相
当

す
る

額
の

合
計

額
）
を

超
え

る
こ

と
が
で

き
な
い

。
 

(
3
)
a
第
１

号
ア

か
ら

ウ
ま

で
の

規
定

に
よ

り
移
転

に
係

る
宿

泊
料

、
食

卓
料
及

び
着

後
手

当
の

額
を
計

算
す

る
場

合
に

お
い

て
、
当

該
旅

費
の

額
に

円
位

未
満
の

端
数

を
生

じ
た
と

き
は
、

こ
れ
を

切
り

捨
て
る

も
の
と

す
る
。

 

２
 

職
員

が
赴

任
を

命
ぜ

ら
れ

た
日

に
お
い

て
胎

児
で

あ
っ

た
子

を
そ
の

赴
任

の
後

移

転
す

る
場

合
に
お

い
て

は
、

扶
養

親
族

移
転
料

の
額

の
計

算
に

つ
い

て
は
、

そ
の

子

を
赴

任
を

命
ぜ
ら

れ
た

日
に

お
け

る
扶

養
親
族

と
み

な
し

て
、

前
項

の
規
定

を
適

用

す
る

。
 

   

（
旅

行
雑
費

）
 

第
2
5
条

 
旅
行

雑
費

の
額

は
、

駐
車

料
金
、

有
料

道
路

の
料

金
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
そ

の

他
の

雑
費

で
知
事

が
定

め
る

も
の

に
つ

い
て
 

 
 

、
実

費
額

又
は

こ
れ
に

相
当

す

る
額

と
し
て

知
事
が

定
め
る

額
と

す
る
。

 

 

（
同

一
地
域

内
旅
行

の
旅
費

）
 

第
2
6
条

 
同
一

地
域

（
第

２
条

第
３

項
に
規

定
す

る
地

域
区

分
に

よ
る
地

域
を

い
う

。

以
下

同
じ

。
）
内

に
お

け
る

旅
行

に
つ

い
て
は

、
移

転
料

、
着

後
手

当
及
び

扶
養

親

族
移

転
料
は

、
支
給

し
な
い

。
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0
0
 
 

                        
 

 
 

第
５

節
 

そ
の
他

の
種

目
 

 

（
旅

行
雑
費

）
 

第
1
9
条

 
旅
行

雑
費

 
 

は
、

公
務

上
の
必

要
に

よ
る

通
信

連
絡

に
要
す

る
費

用
そ

の

他
の

雑
費

で
知
事

が
定

め
る

も
の

と
し

、
そ
の

額
は

、
実

費
額

又
は

こ
れ
に

相
当

す

る
額

と
し
て

知
事
が

定
め
る

額
と

す
る
。

 

     

当
の

３
分
の

２
に
相

当
す
る

額
 

イ
 
1
2
歳

未
満
６

歳
以

上
の

者
に

つ
い

て
は
、

ア
に

規
定

す
る

額
の

２
分
の

１
に

相
当

す
る
額

 

ウ
 

６
歳

未
満
の

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
移
転

の
際

に
お

け
る

職
員

相
当
の

移
転

に
係

る
宿

泊
料

、
食

卓
料

及
び

着
後

手
当

の
３
分

の
１

に
相

当
す

る
額

。
た
だ

し
、

６
歳

未
満

の
者

を
３

人
以

上
随

伴
す

る
と
き

は
、

２
人

を
超

え
る

者
ご
と

に
そ

の
移

転
の

際
に

お
け

る
職

員
相

当
の

鉄
道
賃

及
び

船
賃

の
２

分
の

１
に
相

当
す

る
金
額

を
加
算

す
る
。

 

(
2
)
a
前
号

の
規

定
に

該
当

す
る

場
合

を
除

く
ほ
か

、
第

2
2
条

第
１

項
第

１
号
又

は
第

３
号

の
規

定
に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

扶
養
親

族
の

旧
居

住
地

か
ら

新
居
住

地
ま

で
の

旅
行

に
つ
い

て
前

号
の

規
定

に
準

じ
て
計

算
し

た
額

。
た

だ
し

、
前
号

の
規

定
に

よ
り

支
給
す

る
こ

と
が

で
き

る
額

に
相
当

す
る

額
（

赴
任

の
後

扶
養
親

族
を

移
転

す
る

ま
で
の

間
に

更
に

赴
任

が
あ

っ
た
場

合
に

は
、

各
赴

任
に

つ
い
て

前
号

の
規

定
に

よ
り
支

給
す

る
こ

と
が

で
き

る
額
に

相
当

す
る

額
の

合
計

額
）
を

超
え

る
こ

と
が
で

き
な
い

。
 

(
3
)
a
第
１

号
ア

か
ら

ウ
ま

で
の

規
定

に
よ

り
移
転

に
係

る
宿

泊
料

、
食

卓
料
及

び
着

後
手

当
の

額
を
計

算
す

る
場

合
に

お
い

て
、
当

該
旅

費
の

額
に

円
位

未
満
の

端
数

を
生

じ
た
と

き
は
、

こ
れ
を

切
り

捨
て
る

も
の
と

す
る
。

 

２
 

職
員

が
赴

任
を

命
ぜ

ら
れ

た
日

に
お
い

て
胎

児
で

あ
っ

た
子

を
そ
の

赴
任

の
後

移

転
す

る
場

合
に
お

い
て

は
、

扶
養

親
族

移
転
料

の
額

の
計

算
に

つ
い

て
は
、

そ
の

子

を
赴

任
を

命
ぜ
ら

れ
た

日
に

お
け

る
扶

養
親
族

と
み

な
し

て
、

前
項

の
規
定

を
適

用

す
る

。
 

   

（
旅

行
雑
費

）
 

第
2
5
条

 
旅
行

雑
費

の
額

は
、

駐
車

料
金
、

有
料

道
路

の
料

金
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
そ

の

他
の

雑
費

で
知
事

が
定

め
る

も
の

に
つ

い
て
 

 
 

、
実

費
額

又
は

こ
れ
に

相
当

す

る
額

と
し
て

知
事
が

定
め
る

額
と

す
る
。

 

 

（
同

一
地
域

内
旅
行

の
旅
費

）
 

第
2
6
条

 
同
一

地
域

（
第

２
条

第
３

項
に
規

定
す

る
地

域
区

分
に

よ
る
地

域
を

い
う

。

以
下

同
じ

。
）
内

に
お

け
る

旅
行

に
つ

い
て
は

、
移

転
料

、
着

後
手

当
及
び

扶
養

親

族
移

転
料
は

、
支
給

し
な
い

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

                                  

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

赴
任
を

命
ぜ

ら
れ

た
職

員
が

、
職
員

の
た

め
の

公

設
宿

舎
に

居
住
す

る
こ

と
又

は
こ

れ
を

明
け
渡

す
こ

と
を

命
ぜ

ら
れ

、
同
一

地
域

内

に
お

い
て

住
所
又

は
居

所
を

移
転

し
た

場
合
に

は
、

別
表

第
２

の
移

転
料
定

額
の

３

分
の

１
に

相
当
す

る
額

（
扶

養
親

族
を

随
伴
し

な
い

場
合

に
は

そ
の

２
分
の

１
に

相

当
す

る
額

）
の
移

転
料

を
支

給
す

る
。

た
だ
し

、
当

該
移

転
料

の
額

を
計
算

す
る

場

合
に

お
い

て
、
そ

の
額

に
円

位
未

満
の

端
数
を

生
じ

た
と

き
は

、
こ

れ
を
切

り
捨

て

る
も

の
と
す

る
。

 

 

（
住

所
等
か

ら
目
的

地
に
至

る
旅

費
額
）

 

第
2
7
条

 
住
所

又
は

居
所

か
ら

目
的

地
に
至

る
旅

費
額

の
計

算
に

つ
い
て

は
、

第
1
5
条

第
３

項
中

「
在
勤

庁
」

と
あ

る
の

は
、

「
住
所

又
は

居
所

」
と

読
み

替
え
て

、
同

項

の
規

定
を
適

用
す
る

。
 

 

（
退

職
者
等

の
旅
費

）
 

第
2
8
条

 
第
３

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定
に

よ
り

支
給

す
る

旅
費

は
、
次

の
各

号
に

規

定
す

る
旅
費

と
す
る

。
 

(
1
)
a
職

員
が

出
張
中

に
退
職

等
と

な
っ
た

場
合
に

は
、
次

に
規

定
す
る

旅
費

 

ア
 

退
職

等
と
な

っ
た

日
（

以
下

「
退

職
等
の

日
」

と
い

う
。

）
に

い
た
地

か
ら

退
職

等
の
命

令
の
通

達
を
受

け
た

日
に
い

た
地
ま

で
の
前

職
務

相
当
の

旅
費

 

イ
 

退
職

等
の
命

令
の

通
達

を
受

け
た

日
の
翌

日
か

ら
３

月
以

内
に

出
発
し

て
当

該
退

職
等

に
伴

う
旅

行
を

し
た

場
合

に
限

り
、
出

張
の

例
に

準
じ

て
計

算
し
た

退
職

等
の

命
令

の
通

達
を

受
け

た
日

に
い

た
地
か

ら
旧

在
勤

地
ま

で
の

前
職
務

相
当

の
旅
費

 

(
2
)
a
職
員

が
赴

任
中

に
退

職
等

と
な

っ
た

場
合
に

は
、

赴
任

の
例

に
準

じ
、
か

つ
、

新
在

勤
地
を

旧
在
勤

地
と
み

な
し

て
前
号

の
規
定

に
準
じ

て
計

算
し
た

旅
費

 

 （
遺

族
の
旅

費
）

 

第
2
9
条

 
第
３

条
第

２
項

第
２

号
の

規
定
に

よ
り

支
給

す
る

旅
費

は
、
次

の
各

号
に

規

定
す

る
旅
費

と
す
る

。
 

(
1
)
a
職
員

が
出

張
中

に
死

亡
し

た
場

合
に

は
、
死

亡
地

か
ら

旧
在

勤
地

ま
で
の

往
復

に
要

す
る
前

職
務
相

当
の
旅

費
 

(
2
)
a
職
員

が
赴

任
中

に
死

亡
し

た
場

合
に

は
、
赴

任
の

例
に

準
じ

て
計

算
し
た

死
亡

地
か

ら
新
在

勤
地
ま

で
の
前

職
務

相
当
の

旅
費

 

２
 

遺
族

が
前

項
に

規
定

す
る

旅
費

の
支
給

を
受

け
る

順
位

は
、

第
２
条

第
１

項
第

８
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0
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２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

赴
任
を

命
ぜ

ら
れ

た
職

員
が

、
職
員

の
た

め
の

公

設
宿

舎
に

居
住
す

る
こ

と
又

は
こ

れ
を

明
け
渡

す
こ

と
を

命
ぜ

ら
れ

、
同
一

地
域

内

に
お

い
て

住
所
又

は
居

所
を

移
転

し
た

場
合
に

は
、

別
表

第
２

の
移

転
料
定

額
の

３

分
の

１
に

相
当
す

る
額

（
扶

養
親

族
を

随
伴
し

な
い

場
合

に
は

そ
の

２
分
の

１
に

相

当
す

る
額

）
の
移

転
料

を
支

給
す

る
。

た
だ
し

、
当

該
移

転
料

の
額

を
計
算

す
る

場

合
に

お
い

て
、
そ

の
額

に
円

位
未

満
の

端
数
を

生
じ

た
と

き
は

、
こ

れ
を
切

り
捨

て

る
も

の
と
す

る
。

 

 

（
住

所
等
か

ら
目
的

地
に
至

る
旅

費
額
）

 

第
2
7
条

 
住
所

又
は

居
所

か
ら

目
的

地
に
至

る
旅

費
額

の
計

算
に

つ
い
て

は
、

第
1
5
条

第
３

項
中

「
在
勤

庁
」

と
あ

る
の

は
、

「
住
所

又
は

居
所

」
と

読
み

替
え
て

、
同

項

の
規

定
を
適

用
す
る

。
 

 

（
退

職
者
等

の
旅
費

）
 

第
2
8
条

 
第
３

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定
に

よ
り

支
給

す
る

旅
費

は
、
次

の
各

号
に

規

定
す

る
旅
費

と
す
る

。
 

(
1
)
a
職

員
が

出
張
中

に
退
職

等
と

な
っ
た

場
合
に

は
、
次

に
規

定
す
る

旅
費

 

ア
 

退
職

等
と
な

っ
た

日
（

以
下

「
退

職
等
の

日
」

と
い

う
。

）
に

い
た
地

か
ら

退
職

等
の
命

令
の
通

達
を
受

け
た

日
に
い

た
地
ま

で
の
前

職
務

相
当
の

旅
費

 

イ
 

退
職

等
の
命

令
の

通
達

を
受

け
た

日
の
翌

日
か

ら
３

月
以

内
に

出
発
し

て
当

該
退

職
等

に
伴

う
旅

行
を

し
た

場
合

に
限

り
、
出

張
の

例
に

準
じ

て
計

算
し
た

退
職

等
の

命
令

の
通

達
を

受
け

た
日

に
い

た
地
か

ら
旧

在
勤

地
ま

で
の

前
職
務

相
当

の
旅
費

 

(
2
)
a
職
員

が
赴

任
中

に
退

職
等

と
な

っ
た

場
合
に

は
、

赴
任

の
例

に
準

じ
、
か

つ
、

新
在

勤
地
を

旧
在
勤

地
と
み

な
し

て
前
号

の
規
定

に
準
じ

て
計

算
し
た

旅
費

 

 （
遺

族
の
旅

費
）

 

第
2
9
条

 
第
３

条
第

２
項

第
２

号
の

規
定
に

よ
り

支
給

す
る

旅
費

は
、
次

の
各

号
に

規

定
す

る
旅
費

と
す
る

。
 

(
1
)
a
職
員

が
出

張
中

に
死

亡
し

た
場

合
に

は
、
死

亡
地

か
ら

旧
在

勤
地

ま
で
の

往
復

に
要

す
る
前

職
務
相

当
の
旅

費
 

(
2
)
a
職
員

が
赴

任
中

に
死

亡
し

た
場

合
に

は
、
赴

任
の

例
に

準
じ

て
計

算
し
た

死
亡

地
か

ら
新
在

勤
地
ま

で
の
前

職
務

相
当
の

旅
費

 

２
 

遺
族

が
前

項
に

規
定

す
る

旅
費

の
支
給

を
受

け
る

順
位

は
、

第
２
条

第
１

項
第

８

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

       
 

 
第
３

章
 
雑

則
 

 

（
退

職
者
等

の
旅
費

）
 

第
2
0
条

 
第
３

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定
に

よ
り

支
給

す
る

旅
費

は
、
退

職
等

の
日

の

翌
日

か
ら

３
月
以

内
に

お
け

る
当

該
退

職
等
に

伴
う

旅
行

に
つ

い
て

、
出
張

又
は

赴

任
の

例
に
準

じ
て
知

事
が
定

め
る

も
の
と

す
る
。

 

２
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

退
職

等
と
な

っ
た

職
員

が
家

族
を

移
転
す

る
と

き
は

、

同
項

に
規

定
す
る

旅
費

に
、

転
居

費
の

う
ち
家

族
の

転
居

に
要

す
る

費
用
及

び
家

族

移
転

費
に
相

当
す
る

も
の
を

加
え

る
も
の

と
す
る

。
 

３
 

任
命

権
者

は
、

天
災

そ
の

他
や

む
を
得

な
い

事
情

が
あ

る
場

合
に
は

、
第

１
項

に

規
定

す
る
期

間
を
延

長
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

 

（
遺

族
の
旅

費
）

 

第
2
1
条

 
第
３

条
第

２
項

第
２

号
又

は
第
３

号
の

規
定

に
よ

り
支

給
す
る

旅
費

は
、

出

張
又

は
赴
任

の
例
に

準
じ
て

知
事

が
定
め

る
も
の

と
す
る

。
 

 

（
証

人
等
の

旅
費
）

 

第
2
2
条

 
第
３

条
第

４
項

又
は

第
５

項
の
規

定
に

よ
り

支
給

す
る

旅
費
は

、
他

の
条

例

に
特

別
の

定
め
が

あ
る

場
合

を
除

く
ほ

か
、
任

命
権

者
が

知
事

に
協

議
し
て

定
め

る

も
の

と
す
る

。
 

 

（
旅

費
の
支

給
額
の

上
限
）

 

第
2
3
条

 
鉄
道

賃
、

船
賃

、
航

空
賃

及
び
そ

の
他

の
交

通
費

（
家

族
移
転

費
の

う
ち

こ

れ
ら

に
相

当
す
る

部
分

を
含

む
。

）
に

係
る
旅

費
の

支
給

額
は

、
第

９
条
第

１
項

各

号
、

第
1
0
条

第
１

項
各

号
、

第
1
1
条

第
１

項
各

号
及

び
第
1
2
条
第

１
項

各
号

に
掲

げ

る
各

費
用

に
つ
い

て
、

当
該

各
条

及
び

第
６
条

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た
額

と
現

に

支
払

っ
た

額
を
比

較
し

、
当

該
各

費
用

ご
と
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

を
合
計

し
た

額

と
す

る
。

 

号
に

掲
げ
る

順
序
に

よ
る
。

同
順

位
者
が

あ
る
場

合
に
は

、
年

長
者
を

先
に
す

る
。

 

３
 

第
３

条
第

２
項

第
３

号
の

規
定

に
よ
り

支
給

す
る

旅
費

は
、

第
2
4
条

第
１

項
第

１

号
の

規
定

に
準
じ

て
計

算
し

た
居

住
地

か
ら
帰

住
地

ま
で

の
鉄

道
賃

、
船
賃

、
車

賃

及
び

食
卓

料
と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て
、

同
号

中
「

赴
任

を
命

ぜ
ら
れ

た
日

」

と
あ

る
の
は

、
「
職

員
が
死

亡
し

た
日
」

と
読
み

替
え
る

も
の

と
す
る

。
 

 

第
３

章
 
外

国
旅
行

の
旅
費
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第
３

章
 
雑

則
 

 

（
退

職
者
等

の
旅
費

）
 

第
2
0
条

 
第
３

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定
に

よ
り

支
給

す
る

旅
費

は
、
退

職
等

の
日

の

翌
日

か
ら

３
月
以

内
に

お
け

る
当

該
退

職
等
に

伴
う

旅
行

に
つ

い
て

、
出
張

又
は

赴

任
の

例
に
準

じ
て
知

事
が
定

め
る

も
の
と

す
る
。

 

２
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

退
職

等
と
な

っ
た

職
員

が
家

族
を

移
転
す

る
と

き
は

、

同
項

に
規

定
す
る

旅
費

に
、

転
居

費
の

う
ち
家

族
の

転
居

に
要

す
る

費
用
及

び
家

族

移
転

費
に
相

当
す
る

も
の
を

加
え

る
も
の

と
す
る

。
 

３
 

任
命

権
者

は
、

天
災

そ
の

他
や

む
を
得

な
い

事
情

が
あ

る
場

合
に
は

、
第

１
項

に

規
定

す
る
期

間
を
延

長
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

 

（
遺

族
の
旅

費
）

 

第
2
1
条

 
第
３

条
第

２
項

第
２

号
又

は
第
３

号
の

規
定

に
よ

り
支

給
す
る

旅
費

は
、

出

張
又

は
赴
任

の
例
に

準
じ
て

知
事

が
定
め

る
も
の

と
す
る

。
 

 

（
証

人
等
の

旅
費
）

 

第
2
2
条

 
第
３

条
第

４
項

又
は

第
５

項
の
規

定
に

よ
り

支
給

す
る

旅
費
は

、
他

の
条

例

に
特

別
の

定
め
が

あ
る

場
合

を
除

く
ほ

か
、
任

命
権

者
が

知
事

に
協

議
し
て

定
め

る

も
の

と
す
る

。
 

 

（
旅

費
の
支

給
額
の

上
限
）

 

第
2
3
条

 
鉄
道

賃
、

船
賃

、
航

空
賃

及
び
そ

の
他

の
交

通
費

（
家

族
移
転

費
の

う
ち

こ

れ
ら

に
相

当
す
る

部
分

を
含

む
。

）
に

係
る
旅

費
の

支
給

額
は

、
第

９
条
第

１
項

各

号
、

第
1
0
条

第
１

項
各

号
、

第
1
1
条

第
１

項
各

号
及

び
第
1
2
条
第

１
項

各
号

に
掲

げ

る
各

費
用

に
つ
い

て
、

当
該

各
条

及
び

第
６
条

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た
額

と
現

に

支
払

っ
た

額
を
比

較
し

、
当

該
各

費
用

ご
と
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

を
合
計

し
た

額

と
す

る
。

 

号
に

掲
げ
る

順
序
に

よ
る
。

同
順

位
者
が

あ
る
場

合
に
は

、
年

長
者
を

先
に
す

る
。

 

３
 

第
３

条
第

２
項

第
３

号
の

規
定

に
よ
り

支
給

す
る

旅
費

は
、

第
2
4
条

第
１

項
第

１

号
の

規
定

に
準
じ

て
計

算
し

た
居

住
地

か
ら
帰

住
地

ま
で

の
鉄

道
賃

、
船
賃

、
車

賃

及
び

食
卓

料
と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て
、

同
号

中
「

赴
任

を
命

ぜ
ら
れ

た
日

」

と
あ

る
の
は

、
「
職

員
が
死

亡
し

た
日
」

と
読
み

替
え
る

も
の

と
す
る

。
 

 

第
３

章
 
外

国
旅
行

の
旅
費

 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

２
 

宿
泊

費
、

包
括

宿
泊

費
、

転
居

費
、
着

後
滞

在
費

（
宿

泊
手

当
に
相

当
す

る
部

分

を
除

く
。

）
、
家

族
移

転
費

（
宿

泊
手

当
に
相

当
す

る
部

分
を

除
く

。
）
及

び
旅

行

雑
費

に
係

る
旅
費

の
支

給
額

は
、

当
該

各
種
目

に
つ

い
て

第
1
3
条

、
第
1
4
条

、
第

1
6

条
、

第
1
7
条

、
第

1
8
条

第
１

項
及

び
第
1
9
条
並

び
に

第
６

条
の

規
定

に
よ
り

計
算

し

た
額

と
現

に
支
払

っ
た

額
を

比
較

し
、

当
該
各

種
目

ご
と

の
い

ず
れ

か
少
な

い
額

を

合
計

し
た
額

と
す
る

。
 

          

（
旅

費
の
調

整
）

 

第
2
4
条

 
任
命

権
者

は
、

旅
行

者
が

県
以
外

の
者

か
ら

旅
費

の
支

給
を
受

け
る

あ
あ

あ

あ
あ

あ
場

合
そ
の

他
当

該
旅

行
に

お
け

る
特
別

の
事

情
に

よ
り

又
は

当
該
旅

行
の

性

質
上

こ
の

条
例
の

規
定

に
よ

る
旅

費
を

支
給
し

た
場

合
に

は
不

当
に

旅
行
の

実
費

を

超
え

た
旅

費
又
は

通
常

必
要

と
し

な
い

旅
費
を

支
給

す
る

こ
と

と
な

る
場
合

に
お

い

て
は

、
そ

の
実
費

を
超

え
る

こ
と

と
な

る
部
分

の
旅

費
又

は
そ

の
必

要
と
し

な
い

部

分
の

旅
費
を

支
給
し

な
い
こ

と
が

で
き
る

。
 

２
 

任
命

権
者

は
、

旅
行

者
が

こ
の

条
例
の

規
定

に
よ

る
旅

費
に

よ
り
旅

行
す

る
こ

と

が
当

該
旅

行
に
お

け
る

特
別

の
事

情
に

よ
り
又

は
当

該
旅

行
の

性
質

上
困
難

で
あ

る

場
合

に
は
、

知
事
に

協
議
し

て
定

め
る
旅

費
を
支

給
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

３
 

略
 

 

（
旅

費
の
特

例
）

 

第
2
5
条

 
任
命

権
者

は
、

職
員

に
つ

い
て
労

働
基

準
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
4
9
号

）
第

1
5
条

第
３

項
又
は

 
 

第
6
4
条

の
規

定
に

該
当

す
る

事
由

が
あ

る
場

合
に
お

い
て

、

こ
の

条
例

の
規
定

に
よ

る
旅

費
の

支
給

が
で
き

な
い

と
き

、
又

は
こ

の
条
例

の
規

定

に
よ

り
支

給
す
る

旅
費

が
労

働
基

準
法

第
1
5
条

第
３

項
若

し
く

は
第
6
4
条
の

規
定

に

よ
る

旅
費

又
は
費

用
に

満
た

な
い

と
き

は
、
当

該
職

員
に

対
し

こ
れ

ら
の
規

定
に

よ

       

（
外

国
旅
行

の
旅
費

）
 

第
3
0
条

 
外
国

旅
行

の
旅

費
に

つ
い

て
は
、

旅
費

法
施

行
令

の
各

相
当
規

定
を

準
用

す

る
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、

国
家

公
務

員
の
職

務
の

級
に

相
当

す
る

職
務
の

級
は

、

任
命

権
者
が

人
事
委

員
会
と

協
議

し
て
定

め
る
。

 

２
 

第
６

条
第

1
4
項

に
規

定
す

る
旅

行
手
当

の
支

給
を

受
け

る
者

の
範
囲

、
額

、
支

給

条
件

及
び
支

給
方
法

は
、
任

命
権

者
が
そ

の
都
度

知
事
と

協
議

し
て
定

め
る
。

 

 

第
４

章
 
雑

則
 

 

（
旅

費
の
調

整
）

 

第
3
1
条

 
任
命

権
者

は
、

旅
行

者
が

公
用
の

交
通

機
関

、
宿

泊
施

設
等
を

利
用

し
て

旅

行
し

た
場

合
そ
の

他
当

該
旅

行
に

お
け

る
特
別

の
事

情
に

よ
り

又
は

当
該
旅

行
の

性

質
上

こ
の

条
例
の

規
定

に
よ

る
旅

費
を

支
給
し

た
場

合
に

は
不

当
に

旅
行
の

実
費

を

こ
え

た
旅

費
又
は

通
常

必
要

と
し

な
い

旅
費
を

支
給

す
る

こ
と

と
な

る
場
合

に
お

い

て
は

、
そ

の
実
費

を
こ

え
る

こ
と

と
な

る
部
分

の
旅

費
又

は
そ

の
必

要
と
し

な
い

部

分
の

旅
費
を

支
給
し

な
い
こ

と
が

で
き
る

。
 

２
 

任
命

権
者

は
、

旅
行

者
が

こ
の

条
例
の

規
定

に
よ

る
旅

費
に

よ
り
旅

行
す

る
こ

と

が
当

該
旅

行
に
お

け
る

特
別

の
事

情
に

よ
り
又

は
当

該
旅

行
の

性
質

上
困
難

で
あ

る

場
合

に
は
そ

の
必
要

と
す
る

あ
あ

あ
あ
旅

費
を
支

給
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

３
 

略
 

 

（
旅

費
の
特

例
）

 

第
3
2
条

 
任
命

権
者

は
、

職
員

に
つ

い
て
労

働
基

準
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
4
9
号

）
第

1
5
条

第
３

項
若
し

く
は

第
6
4
条

の
規

定
に

該
当

す
る

事
由

が
あ

る
場

合
に
お

い
て

、

こ
の

条
例

の
規
定

に
よ

り
旅

費
の

支
給

が
で
き

な
い

と
き

 
又

は
こ

の
条
例

の
規

定

に
よ

り
支

給
す
る

旅
費

が
労

働
基

準
法

第
1
5
条

第
３

項
若

し
く

は
第
6
4
条
の

規
定

に

よ
る

旅
費

又
は
費

用
に

満
た

な
い

と
き

は
、
当

該
職

員
に

対
し

こ
れ

ら
の
規

定
に

よ
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２
 

宿
泊

費
、

包
括

宿
泊

費
、

転
居

費
、
着

後
滞

在
費

（
宿

泊
手

当
に
相

当
す

る
部

分

を
除

く
。

）
、
家

族
移

転
費

（
宿

泊
手

当
に
相

当
す

る
部

分
を

除
く

。
）
及

び
旅

行

雑
費

に
係

る
旅
費

の
支

給
額

は
、

当
該

各
種
目

に
つ

い
て

第
1
3
条

、
第
1
4
条

、
第

1
6

条
、

第
1
7
条

、
第

1
8
条

第
１

項
及

び
第
1
9
条
並

び
に

第
６

条
の

規
定

に
よ
り

計
算

し

た
額

と
現

に
支
払

っ
た

額
を

比
較

し
、

当
該
各

種
目

ご
と

の
い

ず
れ

か
少
な

い
額

を

合
計

し
た
額

と
す
る

。
 

          

（
旅

費
の
調

整
）

 

第
2
4
条

 
任
命

権
者

は
、

旅
行

者
が

県
以
外

の
者

か
ら

旅
費

の
支

給
を
受

け
る

あ
あ

あ

あ
あ

あ
場

合
そ
の

他
当

該
旅

行
に

お
け

る
特
別

の
事

情
に

よ
り

又
は

当
該
旅

行
の

性

質
上

こ
の

条
例
の

規
定

に
よ

る
旅

費
を

支
給
し

た
場

合
に

は
不

当
に

旅
行
の

実
費

を

超
え

た
旅

費
又
は

通
常

必
要

と
し

な
い

旅
費
を

支
給

す
る

こ
と

と
な

る
場
合

に
お

い

て
は

、
そ

の
実
費

を
超

え
る

こ
と

と
な

る
部
分

の
旅

費
又

は
そ

の
必

要
と
し

な
い

部

分
の

旅
費
を

支
給
し

な
い
こ

と
が

で
き
る

。
 

２
 

任
命

権
者

は
、

旅
行

者
が

こ
の

条
例
の

規
定

に
よ

る
旅

費
に

よ
り
旅

行
す

る
こ

と

が
当

該
旅

行
に
お

け
る

特
別

の
事

情
に

よ
り
又

は
当

該
旅

行
の

性
質

上
困
難

で
あ

る

場
合

に
は
、

知
事
に

協
議
し

て
定

め
る
旅

費
を
支

給
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

３
 

略
 

 

（
旅

費
の
特

例
）

 

第
2
5
条

 
任
命

権
者

は
、

職
員

に
つ

い
て
労

働
基

準
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
4
9
号

）
第

1
5
条

第
３

項
又
は

 
 

第
6
4
条

の
規

定
に

該
当

す
る

事
由

が
あ

る
場

合
に
お

い
て

、

こ
の

条
例

の
規
定

に
よ

る
旅

費
の

支
給

が
で
き

な
い

と
き

、
又

は
こ

の
条
例

の
規

定

に
よ

り
支

給
す
る

旅
費

が
労

働
基

準
法

第
1
5
条

第
３

項
若

し
く

は
第
6
4
条
の

規
定

に

よ
る

旅
費

又
は
費

用
に

満
た

な
い

と
き

は
、
当

該
職

員
に

対
し

こ
れ

ら
の
規

定
に

よ

       

（
外

国
旅
行

の
旅
費

）
 

第
3
0
条

 
外
国

旅
行

の
旅

費
に

つ
い

て
は
、

旅
費

法
施

行
令

の
各

相
当
規

定
を

準
用

す

る
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、

国
家

公
務

員
の
職

務
の

級
に

相
当

す
る

職
務
の

級
は

、

任
命

権
者
が

人
事
委

員
会
と

協
議

し
て
定

め
る
。

 

２
 

第
６

条
第

1
4
項

に
規

定
す

る
旅

行
手
当

の
支

給
を

受
け

る
者

の
範
囲

、
額

、
支

給

条
件

及
び
支

給
方
法

は
、
任

命
権

者
が
そ

の
都
度

知
事
と

協
議

し
て
定

め
る
。

 

 

第
４

章
 
雑

則
 

 

（
旅

費
の
調

整
）

 

第
3
1
条

 
任
命

権
者

は
、

旅
行

者
が

公
用
の

交
通

機
関

、
宿

泊
施

設
等
を

利
用

し
て

旅

行
し

た
場

合
そ
の

他
当

該
旅

行
に

お
け

る
特
別

の
事

情
に

よ
り

又
は

当
該
旅

行
の

性

質
上

こ
の

条
例
の

規
定

に
よ

る
旅

費
を

支
給
し

た
場

合
に

は
不

当
に

旅
行
の

実
費

を

こ
え

た
旅

費
又
は

通
常

必
要

と
し

な
い

旅
費
を

支
給

す
る

こ
と

と
な

る
場
合

に
お

い

て
は

、
そ

の
実
費

を
こ

え
る

こ
と

と
な

る
部
分

の
旅

費
又

は
そ

の
必

要
と
し

な
い

部

分
の

旅
費
を

支
給
し

な
い
こ

と
が

で
き
る

。
 

２
 

任
命

権
者

は
、

旅
行

者
が

こ
の

条
例
の

規
定

に
よ

る
旅

費
に

よ
り
旅

行
す

る
こ

と

が
当

該
旅

行
に
お

け
る

特
別

の
事

情
に

よ
り
又

は
当

該
旅

行
の

性
質

上
困
難

で
あ

る

場
合

に
は
そ

の
必
要

と
す
る

あ
あ

あ
あ
旅

費
を
支

給
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

３
 

略
 

 

（
旅

費
の
特

例
）

 

第
3
2
条

 
任
命

権
者

は
、

職
員

に
つ

い
て
労

働
基

準
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
4
9
号

）
第

1
5
条

第
３

項
若
し

く
は

第
6
4
条

の
規

定
に

該
当

す
る

事
由

が
あ

る
場

合
に
お

い
て

、

こ
の

条
例

の
規
定

に
よ

り
旅

費
の

支
給

が
で
き

な
い

と
き

 
又

は
こ

の
条
例

の
規

定

に
よ

り
支

給
す
る

旅
費

が
労

働
基

準
法

第
1
5
条

第
３

項
若

し
く

は
第
6
4
条
の

規
定

に

よ
る

旅
費

又
は
費

用
に

満
た

な
い

と
き

は
、
当

該
職

員
に

対
し

こ
れ

ら
の
規

定
に

よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

る
旅

費
若

し
く
は

費
用

に
相

当
す

る
金

額
又
は

そ
の

満
た

な
い

部
分

に
相
当

す
る

金

額
を

旅
費
と

し
て
支

給
す
る

も
の

と
す
る

。
 

 

（
旅

費
の
返

納
）

 

第
2
6
条

 
支
出

命
令

権
者

等
は

、
旅

行
者
が

こ
の

条
例

又
は

こ
の

条
例
に

基
づ

く
規

則

の
規

定
に

違
反
し

て
旅

費
の

支
給

を
受

け
た
場

合
に

は
、

当
該

旅
費

を
返
納

さ
せ

な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

２
 

旅
行

者
が

こ
の

条
例

又
は

こ
の

条
例
に

基
づ

く
規

則
の

規
定

に
違
反

し
て

旅
費

の

支
給

を
受

け
た
場

合
に

は
、

支
出

命
令

権
者
等

は
、

前
項

に
規

定
す

る
返
納

に
代

え

て
、

当
該

支
出
命

令
権

者
等

が
そ

の
後

に
お
い

て
そ

の
者

に
対

し
支

払
う
給

与
又

は

旅
費

の
額
か

ら
、
当

該
旅
費

に
相

当
す
る

金
額
を

差
し
引

く
こ

と
が
で

き
る
。

 

３
 

前
項
に

規
定
す

る
給
与

の
種

類
は
、

知
事
が

定
め
る

。
 

 

（
外

国
旅
行

の
旅
費

）
 

第
2
7
条

 
こ
の

条
例

に
定

め
る

も
の

の
ほ
か

、
外

国
旅

行
の

旅
費

に
つ
い

て
は

、
国

家

公
務

員
等

の
旅

費
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
1
4
号

）
の

適
用

を
受

け
る

国
家

公
務

員
の
例

に
よ

る
。

た
だ

し
、

外
国
旅

行
中

本
邦

を
通

過
す

る
場
合

に
は

、

そ
の

本
邦

内
の
旅

行
に

つ
い

て
支

給
す

る
旅
費

は
、

こ
の

条
例

の
内

国
旅
行

の
規

定

に
よ

る
。

 

２
 

前
項

本
文

の
場

合
に

お
い

て
、

国
家
公

務
員

の
職

務
の

級
に

相
当
す

る
職

務
の

級

は
、

任
命
権

者
が
人

事
委
員

会
と

協
議
し

て
定
め

る
。

 

３
 

外
国

旅
行

の
う

ち
旅

行
先

の
特

別
の
事

情
を

考
慮

し
て

任
命

権
者
が

定
め

る
も

の

に
つ

い
て

は
、
第

１
項

に
規

定
す

る
旅

費
に
代

え
て

、
外

国
旅

行
手

当
を
旅

費
と

し

て
支

給
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て

、
外

国
旅

行
手

当
の
支

給
を

受

け
る

者
の

範
囲
、

額
、

支
給

条
件

及
び

支
給
方

法
は

、
任

命
権

者
が

そ
の
都

度
知

事

と
協

議
し
て

定
め
る

。
 

 第
2
8
条

 
略

 

  
 

 
附
 

則
 

１
 

略
 

（
経

過
措
置

）
 

２
 

こ
の

条
例

を
教

育
委

員
会

の
任

命
に
係

る
職

員
及

び
警

察
職

員
に
適

用
す

る
に

当

た
っ

て
は

、
第

2
4
条

第
３

項
及

び
次

項
中

「
知

事
」

と
あ

る
の

は
、

「
教

育
委

員

る
旅

費
若

し
く
は

費
用

に
相

当
す

る
金

額
又
は

そ
の

満
た

な
い

部
分

に
相
当

す
る

金

額
を

旅
費
と

し
て
支

給
す
る

も
の

と
す
る

。
 

                         第
3
3
条

 
略

 

  
 

 
附
 

則
 

１
 

略
 

（
経

過
措
置

）
 

２
 

こ
の

条
例

を
教

育
委

員
会

の
任

命
に
係

る
職

員
及

び
警

察
職

員
に
適

用
す

る
に

当

た
っ

て
は

、
第

3
1
条

第
３

項
及

び
次

項
中

「
知

事
」

と
あ

る
の

は
、

「
教

育
委

員
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0
0
 
 

る
旅

費
若

し
く
は

費
用

に
相

当
す

る
金

額
又
は

そ
の

満
た

な
い

部
分

に
相
当

す
る

金

額
を

旅
費
と

し
て
支

給
す
る

も
の

と
す
る

。
 

 

（
旅

費
の
返

納
）

 

第
2
6
条

 
支
出

命
令

権
者

等
は

、
旅

行
者
が

こ
の

条
例

又
は

こ
の

条
例
に

基
づ

く
規

則

の
規

定
に

違
反
し

て
旅

費
の

支
給

を
受

け
た
場

合
に

は
、

当
該

旅
費

を
返
納

さ
せ

な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

２
 

旅
行

者
が

こ
の

条
例

又
は

こ
の

条
例
に

基
づ

く
規

則
の

規
定

に
違
反

し
て

旅
費

の

支
給

を
受

け
た
場

合
に

は
、

支
出

命
令

権
者
等

は
、

前
項

に
規

定
す

る
返
納

に
代

え

て
、

当
該

支
出
命

令
権

者
等

が
そ

の
後

に
お
い

て
そ

の
者

に
対

し
支

払
う
給

与
又

は

旅
費

の
額
か

ら
、
当

該
旅
費

に
相

当
す
る

金
額
を

差
し
引

く
こ

と
が
で

き
る
。

 

３
 

前
項
に

規
定
す

る
給
与

の
種

類
は
、

知
事
が

定
め
る

。
 

 

（
外

国
旅
行

の
旅
費

）
 

第
2
7
条

 
こ
の

条
例

に
定

め
る

も
の

の
ほ
か

、
外

国
旅

行
の

旅
費

に
つ
い

て
は

、
国

家

公
務

員
等

の
旅

費
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
1
4
号

）
の

適
用

を
受

け
る

国
家

公
務

員
の
例

に
よ

る
。

た
だ

し
、

外
国
旅

行
中

本
邦

を
通

過
す

る
場
合

に
は

、

そ
の

本
邦

内
の
旅

行
に

つ
い

て
支

給
す

る
旅
費

は
、

こ
の

条
例

の
内

国
旅
行

の
規

定

に
よ

る
。

 

２
 

前
項

本
文

の
場

合
に

お
い

て
、

国
家
公

務
員

の
職

務
の

級
に

相
当
す

る
職

務
の

級

は
、

任
命
権

者
が
人

事
委
員

会
と

協
議
し

て
定
め

る
。

 

３
 

外
国

旅
行

の
う

ち
旅

行
先

の
特

別
の
事

情
を

考
慮

し
て

任
命

権
者
が

定
め

る
も

の

に
つ

い
て

は
、
第

１
項

に
規

定
す

る
旅

費
に
代

え
て

、
外

国
旅

行
手

当
を
旅

費
と

し

て
支

給
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て

、
外

国
旅

行
手

当
の
支

給
を

受

け
る

者
の

範
囲
、

額
、

支
給

条
件

及
び

支
給
方

法
は

、
任

命
権

者
が

そ
の
都

度
知

事

と
協

議
し
て

定
め
る

。
 

 第
2
8
条

 
略

 

  
 

 
附
 

則
 

１
 

略
 

（
経

過
措
置

）
 

２
 

こ
の

条
例

を
教

育
委

員
会

の
任

命
に
係

る
職

員
及

び
警

察
職

員
に
適

用
す

る
に

当

た
っ

て
は

、
第

2
4
条

第
３

項
及

び
次

項
中

「
知

事
」

と
あ

る
の

は
、

「
教

育
委

員

る
旅

費
若

し
く
は

費
用

に
相

当
す

る
金

額
又
は

そ
の

満
た

な
い

部
分

に
相
当

す
る

金

額
を

旅
費
と

し
て
支

給
す
る

も
の

と
す
る

。
 

                         第
3
3
条

 
略

 

  
 

 
附
 

則
 

１
 

略
 

（
経

過
措
置

）
 

２
 

こ
の

条
例

を
教

育
委

員
会

の
任

命
に
係

る
職

員
及

び
警

察
職

員
に
適

用
す

る
に

当

た
っ

て
は

、
第

3
1
条

第
３

項
及

び
次

項
中

「
知

事
」

と
あ

る
の

は
、

「
教

育
委

員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 
 

 
別
表

第
１
及

び
別
表

第
２

を
削
る

。
 

 
（

知
事
等

の
給
与

及
び
旅

費
に

関
す
る

条
例
の

一
部
改

正
）

 

第
３

条
 
知

事
等
の

給
与
及

び
旅

費
に
関

す
る
条

例
（
昭

和
2
9
年

栃
木

県
条
例

第
２
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す

る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
 

 
別
表

を
削
る

。
 

第
４

条
 
知

事
等
の

給
与
及

び
旅

費
に
関

す
る
条

例
の
一

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

会
」

又
は
「

警
察
本

部
長
」

と
読

み
替
え

る
も
の

と
す
る

。
 

３
 

略
 

４
 

内
国

旅
行

に
係

る
鉄

道
賃

、
船

賃
及
び

航
空

賃
の

額
に

つ
い

て
は
、

知
事

が
定

め

る
内

国
旅

行
（
公

務
上

の
必

要
そ

の
他

特
別
の

事
情

が
あ

る
も

の
に

限
る
。

）
の

た

め
支

給
す

る
も
の

を
除

き
、

当
分

の
間

、
第
９

条
第

２
項

、
第
1
0
条

第
２
項

及
び

第

1
1
条

第
２

項
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
中

「
最

上
級

の
運
賃

」
と

あ

る
の

は
「
最

下
級
の

運
賃
」

と
し

て
、
こ

れ
ら
の

規
定
を

適
用

す
る
。

 

５
 

内
国

旅
行

に
係

る
鉄

道
賃

及
び

船
賃
の

額
に

つ
い

て
は

、
知

事
が
定

め
る

内
国

旅

行
（

公
務

上
の
必

要
そ

の
他

特
別

の
事

情
が
あ

る
も

の
に

限
る

。
）

の
た
め

支
給

す

る
も

の
を

除
き
、

当
分

の
間

、
第

９
条

第
１
項

第
５

号
及

び
同

条
第

３
項
並

び
に

第

1
0
条

第
１
項

第
４
号

の
規
定

は
、

適
用
し

な
い
。

 

会
」

又
は
「

警
察
本

部
長
」

と
読

み
替
え

る
も
の

と
す
る

。
 

３
 

略
 

４
 

内
国

旅
行

に
係

る
 

 
 

 
船

賃
 
 

 
 

 
の

額
に

つ
い

て
は
、

知
事

が
定

め

る
内

国
旅

行
（
公

務
上

の
必

要
そ

の
他

特
別
の

事
情

が
あ

る
も

の
に

限
る
。

）
の

た

め
支

給
す

る
も

の
を

除
き

、
当

分
の

間
、

第
1
6
条

第
１

項
第

１
号

中
「

上
級

の
運

賃
」

と
あ

る
の
は

「
中

級
の

運
賃

」
と

、
同
項

第
２

号
中

「
上

級
 

の
運
賃

」
と

あ

る
の

は
「
下

級
 
の

運
賃
」

と
し

て
、
こ

れ
ら
の

規
定
を

適
用

す
る
。

 

５
 

内
国

旅
行

に
係

る
鉄

道
賃

及
び

船
賃
の

額
に

つ
い

て
は

、
知

事
が
定

め
る

内
国

旅

行
（

公
務

上
の
必

要
そ

の
他

特
別

の
事

情
が
あ

る
も

の
に

限
る

。
）

の
た
め

支
給

す

る
も

の
を

除
き
、

当
分

の
間

、
第
1
5
条

第
１
項

第
３

号
及

び
同

条
第

３
項
並

び
に

第

1
6
条

第
１
項

第
５
号

の
規
定

は
、

適
用
し

な
い
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
旅

費
）

 

第
６

条
 

知
事

及
び

副
知

事
が

公
務

の
た
め

旅
行

し
た

と
き

は
、

別
表
に

定
め

る
額

及

び
給

与
条

例
第
５

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定
す

る
行

政
職

給
料

表
（

以
下
「

行
政

職

給
料

表
」

と
い
う

。
）

の
９

級
の

職
務

に
あ
る

職
員

で
あ

る
も

の
と

し
て
、

職
員

等

の
旅

費
に

関
す
る

条
例

（
昭

和
3
6
年

栃
木

県
条

例
第

4
9
号

）
の

規
定

の
例
に

よ
り

計

算
し

た
額

を
旅
費

と
し

て
支

給
す

る
。

た
だ
し

、
同

条
例

第
1
9
条

第
１

項
に

規
定

す

る
宿

泊
費

基
準
額

は
、

知
事

に
あ

っ
て

は
国
家

公
務

員
等

の
旅

費
に

関
す
る

法
律

施

行
令

（
令

和
６

年
政

令
第

3
0
6
号

）
第

１
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
内

閣
総

理

大
臣

等
、

副
知
事

に
あ

っ
て

は
同

項
第

２
号
に

規
定

す
る

指
定

職
職

員
等
に

係
る

宿

泊
費

基
準
額

と
す
る

。
 

２
・

３
 
略

 

（
旅

費
）

 

第
６

条
 

知
事

及
び

副
知

事
が

公
務

の
た
め

旅
行

し
た

と
き

は
、

別
表
に

定
め

る
額

及

び
給

与
条

例
第
５

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定
す

る
行

政
職

給
料

表
（

以
下
「

行
政

職

給
料

表
」

と
い
う

。
）

の
９

級
の

職
務

に
あ
る

職
員

に
支

給
さ

れ
る

旅
費
の

額
（

宿

泊
料

及
び

食
卓
料

を
除

く
。

）
と

同
一

の
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
額
を

旅
費
と

し
て
支

給
す

る
。

 

    ２
・

３
 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 



（24） 号外第53号令和７（2025）年12月17日　水曜日 栃 木 県 公 報

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 
 

 
別
表

第
１
及

び
別
表

第
２

を
削
る

。
 

 
（

知
事
等

の
給
与

及
び
旅

費
に

関
す
る

条
例
の

一
部
改

正
）

 

第
３

条
 
知

事
等
の

給
与
及

び
旅

費
に
関

す
る
条

例
（
昭

和
2
9
年

栃
木

県
条
例

第
２
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す

る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

 
 

 
別
表

を
削
る

。
 

第
４

条
 
知

事
等
の

給
与
及

び
旅

費
に
関

す
る
条

例
の
一

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

会
」

又
は
「

警
察
本

部
長
」

と
読

み
替
え

る
も
の

と
す
る

。
 

３
 

略
 

４
 

内
国

旅
行

に
係

る
鉄

道
賃

、
船

賃
及
び

航
空

賃
の

額
に

つ
い

て
は
、

知
事

が
定

め

る
内

国
旅

行
（
公

務
上

の
必

要
そ

の
他

特
別
の

事
情

が
あ

る
も

の
に

限
る
。

）
の

た

め
支

給
す

る
も
の

を
除

き
、

当
分

の
間

、
第
９

条
第

２
項

、
第
1
0
条

第
２
項

及
び

第

1
1
条

第
２

項
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
中

「
最

上
級

の
運
賃

」
と

あ

る
の

は
「
最

下
級
の

運
賃
」

と
し

て
、
こ

れ
ら
の

規
定
を

適
用

す
る
。

 

５
 

内
国

旅
行

に
係

る
鉄

道
賃

及
び

船
賃
の

額
に

つ
い

て
は

、
知

事
が
定

め
る

内
国

旅

行
（

公
務

上
の
必

要
そ

の
他

特
別

の
事

情
が
あ

る
も

の
に

限
る

。
）

の
た
め

支
給

す

る
も

の
を

除
き
、

当
分

の
間

、
第

９
条

第
１
項

第
５

号
及

び
同

条
第

３
項
並

び
に

第

1
0
条

第
１
項

第
４
号

の
規
定

は
、

適
用
し

な
い
。

 

会
」

又
は
「

警
察
本

部
長
」

と
読

み
替
え

る
も
の

と
す
る

。
 

３
 

略
 

４
 

内
国

旅
行

に
係

る
 

 
 

 
船

賃
 
 

 
 

 
の

額
に

つ
い

て
は
、

知
事

が
定

め

る
内

国
旅

行
（
公

務
上

の
必

要
そ

の
他

特
別
の

事
情

が
あ

る
も

の
に

限
る
。

）
の

た

め
支

給
す

る
も

の
を

除
き

、
当

分
の

間
、

第
1
6
条

第
１

項
第

１
号

中
「

上
級

の
運

賃
」

と
あ

る
の
は

「
中

級
の

運
賃

」
と

、
同
項

第
２

号
中

「
上

級
 

の
運
賃

」
と

あ

る
の

は
「
下

級
 
の

運
賃
」

と
し

て
、
こ

れ
ら
の

規
定
を

適
用

す
る
。

 

５
 

内
国

旅
行

に
係

る
鉄

道
賃

及
び

船
賃
の

額
に

つ
い

て
は

、
知

事
が
定

め
る

内
国

旅

行
（

公
務

上
の
必

要
そ

の
他

特
別

の
事

情
が
あ

る
も

の
に

限
る

。
）

の
た
め

支
給

す

る
も

の
を

除
き
、

当
分

の
間

、
第
1
5
条

第
１
項

第
３

号
及

び
同

条
第

３
項
並

び
に

第

1
6
条

第
１
項

第
５
号

の
規
定

は
、

適
用
し

な
い
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
旅

費
）

 

第
６

条
 

知
事

及
び

副
知

事
が

公
務

の
た
め

旅
行

し
た

と
き

は
、

別
表
に

定
め

る
額

及

び
給

与
条

例
第
５

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定
す

る
行

政
職

給
料

表
（

以
下
「

行
政

職

給
料

表
」

と
い
う

。
）

の
９

級
の

職
務

に
あ
る

職
員

で
あ

る
も

の
と

し
て
、

職
員

等

の
旅

費
に

関
す
る

条
例

（
昭

和
3
6
年

栃
木

県
条

例
第

4
9
号

）
の

規
定

の
例
に

よ
り

計

算
し

た
額

を
旅
費

と
し

て
支

給
す

る
。

た
だ
し

、
同

条
例

第
1
9
条

第
１

項
に

規
定

す

る
宿

泊
費

基
準
額

は
、

知
事

に
あ

っ
て

は
国
家

公
務

員
等

の
旅

費
に

関
す
る

法
律

施

行
令

（
令

和
６

年
政

令
第

3
0
6
号

）
第

１
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
内

閣
総

理

大
臣

等
、

副
知
事

に
あ

っ
て

は
同

項
第

２
号
に

規
定

す
る

指
定

職
職

員
等
に

係
る

宿

泊
費

基
準
額

と
す
る

。
 

２
・

３
 
略

 

（
旅

費
）

 

第
６

条
 

知
事

及
び

副
知

事
が

公
務

の
た
め

旅
行

し
た

と
き

は
、

別
表
に

定
め

る
額

及

び
給

与
条

例
第
５

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定
す

る
行

政
職

給
料

表
（

以
下
「

行
政

職

給
料

表
」

と
い
う

。
）

の
９

級
の

職
務

に
あ
る

職
員

に
支

給
さ

れ
る

旅
費
の

額
（

宿

泊
料

及
び

食
卓
料

を
除

く
。

）
と

同
一

の
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
額
を

旅
費
と

し
て
支

給
す

る
。

 

    ２
・

３
 
略

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 
 

 
附
 

則
 

（
施

行
期
日

）
 

 

１
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
９

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
た

だ
し
、

第
１
条

及
び
第

３
条

並
び
に

次
項
及

び
附
則

第
７

項
か
ら

第
1
0
項

ま
で
の

規
定

は
、
令

和
８
年

７
月
１

日
 

か
ら

施
行
す

る
。

 

 
 

（
職
員

等
の
旅

費
に
関

す
る

条
例
の

一
部
改

正
に
伴

う
経

過
措
置

）
 

２
 

第
１
条

の
規
定

に
よ
る

改
正

後
の
職

員
等
の

旅
費
に

関
す

る
条
例

（
以
下

「
８
年

新
条

例
」
と

い
う
。

）
の
規

定
は

、
前
項

た
だ
し

書
に
規

定
す

る
規
定

の
施
行

の
日
（

以
 

下
「

一
部
施

行
日
」

と
い
う

。
）

以
後
に

職
員
等

の
旅
費

に
関

す
る
条

例
第
２

条
第
１

項
第

１
号
に

規
定
す

る
所
属

長
（

以
下
「

所
属
長

」
と
い

う
。

）
が
８

年
新
条

例
第
４

 

条
第

１
項
に

規
定
す

る
旅
行

命
令

等
を
発

す
る
旅

行
に
つ

い
て

適
用
し

、
一
部

施
行
日

前
に

所
属
長

が
第
１

条
の
規

定
に

よ
る
改

正
前
の

職
員
等

の
旅

費
に
関

す
る
条

例
（
以

 

下
「

８
年
旧

条
例
」

と
い
う

。
）

第
４
条

第
１
項

に
規
定

す
る

旅
行
命

令
等
を

発
し
た

旅
行

に
つ
い

て
は
、

な
お
従

前
の

例
に
よ

る
。
た

だ
し
、

一
部

施
行
日

前
に
所

属
長
が

 

８
年

旧
条
例

第
４
条

第
１
項

に
規

定
す
る

旅
行
命

令
等
を

発
し

、
か
つ

、
一
部

施
行
日

以
後

に
所
属

長
が
８

年
新
条

例
第

４
条
第

３
項
の

規
定
に

よ
り

当
該
旅

行
命
令

等
を
変

 

更
す

る
旅
行

に
つ
い

て
は
、

８
年

新
条
例

の
規
定

は
、
当

該
旅

行
の
う

ち
当
該

変
更
の

日
以

後
の
期

間
に
対

応
す
る

分
に

つ
い
て

適
用
し

、
当
該

旅
行

の
う
ち

当
該
変

更
の
日

 

前
の

期
間
に

対
応
す

る
分
に

つ
い

て
は
、

な
お
従

前
の
例

に
よ

る
。

 

３
 

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
職

員
等

の
旅

費
に

関
す

る
条

例
（

以
下

「
９

年
新

条
例

」
と

い
う

。
）

の
規

定
は

、
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

（
以

下
「

施
行

日
」

と
い

 

う
。

）
以
後

に
所
属

長
が
９

年
新

条
例
第

４
条
第

１
項
に

規
定

す
る
旅

行
命
令

等
を
発

す
る

旅
行
及

び
９
年

新
条
例

第
３

条
第
５

項
の
規

定
に
よ

り
旅

費
の
支

給
を
決

定
す
る

 

旅
行

に
つ
い

て
適
用

し
、
施

行
日

前
に
所

属
長
が

第
２
条

の
規

定
に
よ

る
改
正

前
の
職

員
等

の
旅
費

に
関
す

る
条
例

（
以

下
「
９

年
旧
条

例
」
と

い
う

。
）
第

４
条
第

１
項
に

 

規
定

す
る
旅

行
命
令

等
を
発

し
た

旅
行
に

つ
い
て

は
、
な

お
従

前
の
例

に
よ
る

。
た
だ

し
、

施
行
日

前
に
所

属
長
が

９
年

旧
条
例

第
４
条

第
１
項

に
規

定
す
る

旅
行
命

令
等
を

 

発
し

、
か
つ

、
施
行

日
以
後

に
所

属
長
が

９
年
新

条
例
第

４
条

第
３
項

の
規
定

に
よ
り

当
該

旅
行
命

令
等
を

変
更
す

る
旅

行
に
つ

い
て
は

、
９
年

新
条

例
の
規

定
は
、

当
該
旅

 

行
の

う
ち
当

該
変
更

の
日
以

後
の

期
間
に

対
応
す

る
分
に

つ
い

て
適
用

し
、
当

該
旅
行

の
う

ち
当
該

変
更
の

日
前
の

期
間

に
対
応

す
る
分

に
つ
い

て
は

、
な
お

従
前
の

例
に
よ

 

る
。

 

 
４

 
９
年

新
条
例

第
３
条

第
２

項
の
規

定
は
、

施
行
日

以
後

に
退
職

、
免
職

、
失
職

若
し

く
は
休

職
（
以

下
「
退

職
等

」
と
い

う
。
）

と
な
っ

た
場

合
又
は

死
亡
し

た
場
合

に
つ

 

い
て

適
用
し

、
施
行

日
前
に

退
職

等
と
な

っ
た
場

合
又
は

死
亡

し
た
場

合
に
つ

い
て
は

、
な

お
従
前

の
例
に

よ
る
。

 

５
 

９
年
新

条
例
第

３
条
第

６
項

及
び
第

７
項
の

規
定
は

、
こ

れ
ら
の

項
に
規

定
す
る

者
が

同
条
第

１
項
、

第
２
項

、
第

４
項
及

び
第
５

項
の
規

定
に

よ
り
旅

費
の
支

給
を
受

け
 

（
旅

費
）

 

第
６

条
 

知
事

及
び

副
知

事
が

公
務

の
た
め

旅
行

し
た

と
き

は
、

給
与
条

例
第

５
条

第

１
項

第
１

号
に
規

定
す

る
行

政
職

給
料

表
（
以

下
「

行
政

職
給

料
表

」
と
い

う
。

）

の
９

級
の

職
務
に

あ
る

職
員

で
あ

る
も

の
と
し

て
、

職
員

等
の

旅
費

に
関
す

る
条

例

（
昭

和
3
6
年

栃
木

県
条

例
第
4
9
号
）

の
規

定
の

例
に

よ
り

計
算

し
た

額
を

旅
費

と
し

て
支

給
す

る
。
た

だ
し

、
同

条
例

第
1
3
条

第
１

項
に

規
定

す
る

宿
泊

費
基
準

額
は

、

知
事

に
あ

っ
て
は

国
家

公
務

員
等

の
旅

費
に
関

す
る

法
律

施
行

令
（

令
和
６

年
政

令

第
3
0
6
号

）
第

１
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
内

閣
総

理
大

臣
等

、
副

知
事

に
 

あ
っ

て
は

同
項

第
２

号
に

規
定

す
る

指
定

職
職

員
等

に
係

る
宿

泊
費

基
準

額
と

す

る
。

 

２
・

３
 
略

 

（
旅

費
）

 

第
６

条
 

知
事

及
び

副
知

事
が

公
務

の
た
め

旅
行

し
た

と
き

は
、

給
与
条

例
第

５
条

第

１
項

第
１

号
に
規

定
す

る
行

政
職

給
料

表
（
以

下
「

行
政

職
給

料
表

」
と
い

う
。

）

の
９

級
の

職
務
に

あ
る

職
員

で
あ

る
も

の
と
し

て
、

職
員

等
の

旅
費

に
関
す

る
条

例

（
昭

和
3
6
年

栃
木

県
条

例
第
4
9
号
）

の
規

定
の

例
に

よ
り

計
算

し
た

額
を

旅
費

と
し

て
支

給
す

る
。
た

だ
し

、
同

条
例

第
1
9
条

第
１

項
に

規
定

す
る

宿
泊

費
基
準

額
は

、

知
事

に
あ

っ
て
は

国
家

公
務

員
等

の
旅

費
に
関

す
る

法
律

施
行

令
（

令
和
６

年
政

令

第
3
0
6
号

）
第

１
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
内

閣
総

理
大

臣
等

、
副

知
事

に
 

あ
っ

て
は

同
項

第
２

号
に

規
定

す
る

指
定

職
職

員
等

に
係

る
宿

泊
費

基
準

額
と

す

る
。

 

２
・

３
 
略
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0
 
 

る
こ

と
が
で

き
る
場

合
に
つ

い
て

適
用
し

、
９
年

旧
条
例

第
３

条
第
１

項
、
第

２
項
及

び
第

４
項
の

規
定
に

よ
り
旅

費
の

支
給
を

受
け
る

こ
と
が

で
き

る
場
合

に
つ
い

て
は
、

 

な
お

従
前
の

例
に
よ

る
。

 

６
 

９
年
新

条
例
第

2
6
条
の

規
定

は
、
９

年
新
条

例
又
は

こ
れ

に
基
づ

く
規
則

の
規
定

に
違

反
し
て

旅
費
の

支
給
を

受
け

た
場
合

に
つ
い

て
適
用

す
る

。
 

 
 

（
知
事

等
の
給

与
及
び

旅
費

に
関
す

る
条
例

の
一
部

改
正

に
伴
う

経
過
措

置
）

 

７
 

第
３
条

の
規
定

に
よ
る

改
正

後
の
知

事
等
の

給
与
及

び
旅

費
に
関

す
る
条

例
の
規

定
は

、
一
部

施
行
日

以
後
に

所
属

長
が
８

年
新
条

例
第
４

条
第

１
項
に

規
定
す

る
旅
行

命
 

令
等

を
発
す

る
旅
行

に
つ
い

て
適

用
し
、

一
部
施

行
日
前

に
所

属
長
が

８
年
旧

条
例
第

４
条

第
１
項

に
規
定

す
る
旅

行
命

令
等
を

発
し
た

旅
行
に

つ
い

て
は
、

な
お
従

前
の
例

 

に
よ

る
。
た

だ
し
、

一
部
施

行
日

前
に
所

属
長
が

８
年
旧

条
例

第
４
条

第
１
項

に
規
定

す
る

旅
行
命

令
等
を

発
し
、

か
つ

、
一
部

施
行
日

以
後
に

所
属

長
が
８

年
新
条

例
第
４

 

条
第

３
項
の

規
定
に

よ
り
当

該
旅

行
命
令

等
を
変

更
す
る

旅
行

に
つ
い

て
は
、

８
年
新

条
例

の
規
定

は
、
当

該
旅
行

の
う

ち
当
該

変
更
の

日
以
後

の
期

間
に
対

応
す
る

分
に
つ

 

い
て

適
用
し

、
当
該

旅
行
の

う
ち

当
該
変

更
の
日

前
の
期

間
に

対
応
す

る
分
に

つ
い
て

は
、

な
お
従

前
の
例

に
よ
る

。
 

（
委

任
）

 

８
 

こ
の
附

則
に
定

め
る
も

の
の

ほ
か
、

こ
の
条

例
の
施

行
に

関
し
必

要
な
事

項
は
、

知
事

が
別
に

定
め
る

。
 

（
建

設
業
法

第
3
2
条

に
規
定

す
る

参
考
人

の
旅
費

支
給
条

例
の

一
部
改

正
）

 

９
 

建
設
業

法
第
3
2
条

に
規

定
す

る
参
考

人
の
旅

費
支
給

条
例

（
昭
和

2
5
年
栃

木
県
条

例
第

3
3
号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

（
建

設
業
法

第
3
2
条

に
規
定

す
る

参
考
人

の
旅
費

支
給
条

例
の

一
部
改

正
に
伴

う
経
過

措
置

）
 

1
0
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

建
設

業
法

第
3
2
条

に
規

定
す

る
参

考
人

の
旅

費
支

給
条

例
の

規
定

は
、

一
部

施
行

日
以

後
に

建
設

業
法

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
0
0
号

）
第

3
2
 

条
第

１
項

に
規

定
す

る
聴

聞
の

主
宰

者
（

以
下

「
聴

聞
の

主
宰

者
」

と
い

う
。

）
が

８
年

新
条

例
第

４
条

第
１

項
に

規
定

す
る

旅
行

命
令

等
を

発
す

る
旅

行
に

つ
い

て
適

用
 

し
、

一
部
施

行
日
前

に
聴
聞

の
主

宰
者
が

８
年
旧

条
例
第

４
条

第
１
項

に
規
定

す
る
旅

行
命

令
等
を

発
し
た

旅
行
に

つ
い

て
は
、

な
お
従

前
の
例

に
よ

る
。
た

だ
し
、

一
部
施

 

行
日

前
に
聴

聞
の
主

宰
者
が

８
年

旧
条
例

第
４
条

第
１
項

に
規

定
す
る

旅
行
命

令
等
を

発
し

、
か
つ

、
一
部

施
行
日

以
後

に
聴
聞

の
主
宰

者
が
８

年
新

条
例
第

４
条
第

３
項
の

 

規
定

に
よ

り
当

該
旅

行
命

令
等

を
変

更
す

る
旅

行
に

つ
い

て
は

、
８

年
新

条
例

の
規

定
は

、
当

該
旅

行
の

う
ち

当
該

変
更

の
日

以
後

の
期

間
に

対
応

す
る

分
に

つ
い

て
適

用
 

し
、

当
該
旅

行
の
う

ち
当
該

変
更

の
日
前

の
期
間

に
対
応

す
る

分
に
つ

い
て
は

、
な
お

従
前

の
例
に

よ
る
。

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

第
２

条
 

参
考

人
が

出
頭

し
た

と
き

は
、
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例
（

昭
和

2
7
年

栃

木
県

条
例
第

１
号
）

の
適
用

を
受

け
る
職

員
の
例

に
よ
り

旅
費

を
支
給

す
る
。

 

第
２

条
 

旅
費

の
種

類
は

、
鉄

道
賃

、
船
賃

、
車

賃
、

宿
泊

料
、

食
卓
料

及
び

旅
行

雑

費
の

６
種
と

し
、
参

考
人
と

し
て

出
頭
し

た
と
き

こ
れ
を

支
給

す
る
。

 

２
 

旅
費

の
額

は
、

職
員

の
給

与
に

関
す
る

条
例

（
昭

和
2
7
年
栃

木
県

条
例

第
１

号
）

の
適

用
を

受
け
る

職
員

に
支

給
す

る
旅

費
の
例

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と
し

、
旅

費

の
支

給
方
法

は
、
県

の
一
般

職
に

属
す
る

職
員
に

対
す
る

旅
費

支
給
の

例
に
よ

る
。
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栃
木
県
条
例
第

3
5
号

 

 
 

 
 
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
平
成
７
年
栃
木
県
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
）

 

第
３
条

 
日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
第
３

項
及
び
第
５
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
任
命
権
者
は
、

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等

の
内
容
に
従
い
こ
れ
ら
の
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
５
日
間
に
お
い

て
週
休
日
を
設
け
る
も
の
と
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
特
定
業
務

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
曜
日

か
ら
金
曜
日
ま
で
の
５
日
間
に
お
い
て
、
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
略

 

３
 
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
及
び
次
条

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

て
、
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
、
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又

は
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め

る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
４
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

と
な
る
よ
う
に
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間

を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
）

 

第
３
条

 
日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
第
３

項
及
び
第
５
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
任
命
権
者
は
、

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等

の
内
容
に
従
い
こ
れ
ら
の
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
５
日
間
に
お
い

て
週
休
日
を
設
け
る
も
の
と
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
特
定
業
務

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
曜
日

か
ら
金
曜
日
ま
で
の
５
日
間
に
お
い
て
、
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
略

 

３
 
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
及
び
次
条

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

て
、
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
、
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又

は
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め

る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
４
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

と
な
る
よ
う
に
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間

を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
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職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
平
成
７
年
栃
木
県
条
例
第
１
号
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の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
）

 

第
３
条

 
日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
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割
り
振
ら
な
い
日
（
第
３

項
及
び
第
５
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
任
命
権
者
は
、

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等

の
内
容
に
従
い
こ
れ
ら
の
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
５
日
間
に
お
い

て
週
休
日
を
設
け
る
も
の
と
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
特
定
業
務

任
期
付
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時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
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日

か
ら
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曜
日
ま
で
の
５
日
間
に
お
い
て
、
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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略
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任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
及
び
次
条

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

て
、
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
、
第
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項
の
規
定

に
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る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
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員
の
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務
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間
を
割
り
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な
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、
又

は
当
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の
勤
務
時
間
を
割
り
振
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こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め

る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
４
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

と
な
る
よ
う
に
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間

を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
）

 

第
３
条

 
日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
第
３

項
及
び
第
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第
２
項
に
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い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
任
命
権
者
は
、

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等

の
内
容
に
従
い
こ
れ
ら
の
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
５
日
間
に
お
い

て
週
休
日
を
設
け
る
も
の
と
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
特
定
業
務

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
曜
日

か
ら
金
曜
日
ま
で
の
５
日
間
に
お
い
て
、
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
略

 

３
 
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
及
び
次
条

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

て
、
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
、
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又

は
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め

る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
４
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

と
な
る
よ
う
に
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間

を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で

 

 
  
0
0
 
 

き
る
。

は
、
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
内
容
に

従
い
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
a
子
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
第
７
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
養
育
又
は
配
偶
者
等
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、

配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
第
７
条
第
４
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
職
員
で
あ
っ
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

2
)
a
前
号
に
掲
げ
る
職
員
の
状
況
に
類
す
る
状
況
に
あ
る
職
員
と
し
て
人
事
委
員

 

（
週
休
日
の
振
替
等
）

 

第
５
条

 
任
命
権
者
は
、
職
員
に
第
３
条
第
１
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と

さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
人
事

委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
３
条
第
２
項
若
し
く
は
第
３
項
又
は
前

条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
勤
務

日
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週

休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と

を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
り
、
又
は
当
該
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務

時
間
の
う
ち
４
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
４
時
間
の
勤

務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
職
員
に
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら

な
い
日
と
さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
週
休
日
に
」
と
あ
る
の
は
、

「
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
）

 

第
７
条

 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
地
方
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と

さ
れ
る
者
を
含
む
。
次
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
職
員
（
職
員
の

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
午
前

５
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
の
養
育

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場

き
る
。

 

(
1
)
a
子
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
第
７
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
養
育
又
は
配
偶
者
等
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、

配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
介
護
を
す
る
職
員
で
あ
っ
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

 

(
2
)
a
前
号
に
掲
げ
る
職
員
の
状
況
に
類
す
る
状
況
に
あ
る
職
員
と
し
て
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
も
の

 

 （
週
休
日
の
振
替
等
）

 

第
５
条

 
任
命
権
者
は
、
職
員
に
第
３
条
第
１
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と

さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
人
事

委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
３
条
第
２
項
若
し
く
は
第
３
項
又
は
前

条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
勤
務

日
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週

休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と

を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
り
、
又
は
当
該
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務

時
間
の
う
ち
４
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
４
時
間
の
勤

務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

     

（
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
）

 

第
７
条

 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
地
方
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と

さ
れ
る
者
を
含
む
。
次
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
職
員
（
職
員
の

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
午
前

５
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
の
養
育

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
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0
0
 
 

き
る
。

は
、
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
内
容
に

従
い
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
)
a
子
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
第
７
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
養
育
又
は
配
偶
者
等
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、

配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
第
７
条
第
４
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
職
員
で
あ
っ
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

2
)
a
前
号
に
掲
げ
る
職
員
の
状
況
に
類
す
る
状
況
に
あ
る
職
員
と
し
て
人
事
委
員

 

（
週
休
日
の
振
替
等
）

 

第
５
条

 
任
命
権
者
は
、
職
員
に
第
３
条
第
１
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と

さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
人
事

委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
３
条
第
２
項
若
し
く
は
第
３
項
又
は
前

条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
勤
務

日
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週

休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と

を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
り
、
又
は
当
該
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務

時
間
の
う
ち
４
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
４
時
間
の
勤

務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
職
員
に
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら

な
い
日
と
さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
週
休
日
に
」
と
あ
る
の
は
、

「
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

 

（
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
）

 

第
７
条

 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
地
方
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と

さ
れ
る
者
を
含
む
。
次
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
職
員
（
職
員
の

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
午
前

５
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
の
養
育

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場

き
る
。

 

(
1
)
a
子
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
第
７
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
養
育
又
は
配
偶
者
等
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、

配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
介
護
を
す
る
職
員
で
あ
っ
て
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

 

(
2
)
a
前
号
に
掲
げ
る
職
員
の
状
況
に
類
す
る
状
況
に
あ
る
職
員
と
し
て
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
も
の

 

 （
週
休
日
の
振
替
等
）

 

第
５
条

 
任
命
権
者
は
、
職
員
に
第
３
条
第
１
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
と

さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
人
事

委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
３
条
第
２
項
若
し
く
は
第
３
項
又
は
前

条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
勤
務

日
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
を
週

休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と

を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
り
、
又
は
当
該
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
の
勤
務

時
間
の
う
ち
４
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
４
時
間
の
勤

務
時
間
を
当
該
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

     

（
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
）

 

第
７
条

 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
地
方
公
務
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と

さ
れ
る
者
を
含
む
。
次
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
職
員
（
職
員
の

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
午
前

５
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
の
養
育

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場

  

 
  
0
0
 
 

附
 
則

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

2
7
年
栃
木
県
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
の
養
育
を
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場

合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
深
夜
に
お
け
る
勤
務
を
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
。

 

２
・
３

 
略

 

４
 
前
３
項
の
規
定
は
、
配
偶
者
等
（
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
負
傷
、
疾
病
、
老
齢

等
に
よ
り
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障

が
あ
る
も
の
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
介
護
を
す
る
職
員
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で

の
子
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
次
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（
午

後
1
0
時
か
ら
翌
日
午
前
５
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態

と
し
て
当
該
子
の
養
育
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
の
養
育
」
と

あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
の
介
護
」
と
、
第
２
項
及
び

前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
の
養

育
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
の
介
護
」
と
、
第
２

項
中
「
当
該
請
求
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

 

合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
の
養
育
を
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場

合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
深
夜
に
お
け
る
勤
務
を
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
。

 

２
・
３

 
略

 

４
 
前
３
項
の
規
定
は
、
配
偶
者
等
（
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
負
傷
、
疾
病
、
老
齢

等
に
よ
り
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障

が
あ
る
も
の
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
介
護
を
す
る
職
員
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で

の
子
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
次
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（
午

後
1
0
時
か
ら
翌
日
午
前
５
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態

と
し
て
当
該
子
の
養
育
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
の
養
育
」
と

あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
の
介
護
」
と
、
第
２
項
及
び

前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
の
養

育
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
の
介
護
」
と
、
第
２

項
中
「
当
該
請
求
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

第
８
条

 
略

 

２
・
３

 
略

 

４
 
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
給
料
を
支
給
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
給
与
期

間
の
初
日
か
ら
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
、
又
は
給
与
期
間
の
末
日
ま
で
支
給
す

る
と
き
以
外
の
と
き
は
、
そ
の
給
料
額
は
、
そ
の
給
与
期
間
の
現
日
数
か
ら
勤
務
時

第
８
条

 
略

 

２
・
３

 
略

 

４
 
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
給
料
を
支
給
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
給
与
期

間
の
初
日
か
ら
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
、
又
は
給
与
期
間
の
末
日
ま
で
支
給
す

る
と
き
以
外
の
と
き
は
、
そ
の
給
料
額
は
、
そ
の
給
与
期
間
の
現
日
数
か
ら
勤
務
時
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0
0
 
 

附
 
則

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

2
7
年
栃
木
県
条
例
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
の
養
育
を
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場

合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
深
夜
に
お
け
る
勤
務
を
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
。

 

２
・
３

 
略

 

４
 
前
３
項
の
規
定
は
、
配
偶
者
等
（
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
負
傷
、
疾
病
、
老
齢

等
に
よ
り
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障

が
あ
る
も
の
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
介
護
を
す
る
職
員
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で

の
子
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
次
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（
午

後
1
0
時
か
ら
翌
日
午
前
５
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態

と
し
て
当
該
子
の
養
育
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
の
養
育
」
と

あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
の
介
護
」
と
、
第
２
項
及
び

前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
の
養

育
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
の
介
護
」
と
、
第
２

項
中
「
当
該
請
求
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

 

合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
の
養
育
を
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場

合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
深
夜
に
お
け
る
勤
務
を
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
。

 

２
・
３

 
略

 

４
 
前
３
項
の
規
定
は
、
配
偶
者
等
（
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
負
傷
、
疾
病
、
老
齢

等
に
よ
り
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障

が
あ
る
も
の
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
介
護
を
す
る
職
員
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で

の
子
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
次
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
（
午

後
1
0
時
か
ら
翌
日
午
前
５
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態

と
し
て
当
該
子
の
養
育
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
の
養
育
」
と

あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
の
介
護
」
と
、
第
２
項
及
び

前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
の
養

育
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
の
介
護
」
と
、
第
２

項
中
「
当
該
請
求
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
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又
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と
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又
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ら
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す
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ら
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条
第
２
項
に
規
定
す
る
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に

1
0
0
分
の
1
2
5

か
ら
1
0
0
分
の
1
5
0
ま
で
の
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
を
休
日
給
と
し
て
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
日
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
日
に
お
い
て
勤
務
し
た
職
員
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

 

 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

（
人
事
課
）

 
 

 

 

 

第
1
8
条
の
２

 
第
９
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
職
に
あ
る
職
員
が
臨
時
又
は
緊
急
の

必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
勤
務
時
間
等
条
例
第
３
条
第
１
項
、
第

４
条
及
び
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
若
し
く
は
勤
務
時
間
等
条
例
第

３
条
第
３
項
及
び
勤
務
時
間
等
条
例
第
５
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
又
は
祝
日
法
に
よ

る
休
日
等
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
等
（
次
項
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い

う
。
）
に
勤
務
を
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支

給
す
る
。

 

２
～
４

 
略

 

第
1
8
条
の
２

第
９
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
職
に
あ
る
職
員
が
臨
時
又
は
緊
急
の

必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
勤
務
時
間
等
条
例
第
３
条
第
１
項
、
第

４
条
及
び
第
５
条

 
 

 
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
若
し
く
は
勤
務
時
間
等
条
例
第

３
条
第
３
項
及
び
勤
務
時
間
等
条
例
第
５
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
又
は
祝
日
法
に
よ

る
休
日
等
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
等
（
次
項
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い

う
。
）
に
勤
務
を
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支

給
す
る
。

 

２
～
４

 
略

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

栃
木

県
条
例

第
3
6
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
木

材
業
者

登
録

条
例
及

び
栃
木

県
行
政

手
続

条
例
の

一
部
を

改
正
す

る
条

例
 

 
（

栃
木
県

木
材
業

者
登
録

条
例

の
一
部

改
正
）

 

第
１

条
 
栃

木
県
木

材
業
者

登
録

条
例
（

昭
和
3
2
年

栃
木

県
条

例
第
3
9
号

）
の

一
部
を

次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正
後

の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

 
（

栃
木
県

行
政
手

続
条
例

の
一

部
改
正

）
 

第
２

条
 
栃

木
県
行

政
手
続

条
例

（
平
成

７
年
栃

木
県
条

例
第

3
9
号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正
後

の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
登

録
の
実

施
等
）

 

第
５

条
 

略
 

２
・

３
 
略

 

４
 

登
録

証
の

交
付

を
受

け
た

者
は

、
そ
の

旨
を

営
業

所
及

び
工

場
の
見

や
す

い
場

所

に
掲

示
し

、
又
は

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
、

電
気

通
信

回
線

に
接
続

し
て

行

う
自

動
公

衆
送
信

（
公

衆
に

よ
っ

て
直

接
受
信

さ
れ

る
こ

と
を

目
的

と
し
て

公
衆

か

ら
の

求
め

に
応
じ

自
動

的
に

送
信

を
行

う
こ
と

を
い

い
、

放
送

又
は

有
線
放

送
に

該

当
す

る
も
の

を
除
く

。
）
に

よ
り

公
衆
の

閲
覧
に

供
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

（
登

録
の
実

施
等
）

 

第
５

条
 
略

 

２
・

３
 
略

 

４
 

登
録

証
の

交
付

を
受

け
た

者
は

、
そ
の

旨
を

営
業

所
及

び
工

場
の
見

や
す

い
場

所

に
掲

示
し

、
又
は

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
、

電
気

通
信

回
線

に
接
続

し
て

行

う
自

動
公

衆
送
信

（
公

衆
に

よ
っ

て
直

接
受
信

さ
れ

る
こ

と
を

目
的

と
し
て

公
衆

か

ら
の

求
め

に
応
じ

自
動

的
に

送
信

を
行

う
こ
と

を
い

い
、

放
送

又
は

有
線
放

送
に

該

当
す

る
も
の

を
除
く

。
）
に

よ
り

、
公
衆

の
閲
覧

に
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
聴

聞
の
通

知
の
方

式
）

 

第
1
5
条

 
行
政

庁
は

、
聴

聞
を

行
う

に
当
た

っ
て

は
、

聴
聞

を
行

う
べ
き

期
日

ま
で

に

相
当

な
期

間
を
お

い
て

、
不

利
益

処
分

の
名
宛

人
 

と
な

る
べ

き
者

に
対
し

、
次

に

掲
げ

る
事
項

を
書
面

に
よ
り

通
知

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
～
(
4
)
 

略
 

（
聴

聞
の
通

知
の
方

式
）

 

第
1
5
条

 
行
政

庁
は

、
聴

聞
を

行
う

に
当
た

っ
て

は
、

聴
聞

を
行

う
べ
き

期
日

ま
で

に

相
当

な
期

間
を
お

い
て

、
不

利
益

処
分

の
名
あ

て
人

と
な

る
べ

き
者

に
対
し

、
次

に

掲
げ

る
事
項

を
書
面

に
よ
り

通
知

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
～
(
4
)
 

略
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0
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栃
木

県
条
例

第
3
6
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
木

材
業
者

登
録

条
例
及

び
栃
木

県
行
政

手
続

条
例
の

一
部
を

改
正
す

る
条

例
 

 
（

栃
木
県

木
材
業

者
登
録

条
例

の
一
部

改
正
）

 

第
１

条
 
栃

木
県
木

材
業
者

登
録

条
例
（

昭
和
3
2
年

栃
木

県
条

例
第
3
9
号

）
の

一
部
を

次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正
後

の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

 
（

栃
木
県

行
政
手

続
条
例

の
一

部
改
正

）
 

第
２

条
 
栃

木
県
行

政
手
続

条
例

（
平
成

７
年
栃

木
県
条

例
第

3
9
号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正
後

の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
登

録
の
実

施
等
）

 

第
５

条
 

略
 

２
・

３
 
略

 

４
 

登
録

証
の

交
付

を
受

け
た

者
は

、
そ
の

旨
を

営
業

所
及

び
工

場
の
見

や
す

い
場

所

に
掲

示
し

、
又
は

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
、

電
気

通
信

回
線

に
接
続

し
て

行

う
自

動
公

衆
送
信

（
公

衆
に

よ
っ

て
直

接
受
信

さ
れ

る
こ

と
を

目
的

と
し
て

公
衆

か

ら
の

求
め

に
応
じ

自
動

的
に

送
信

を
行

う
こ
と

を
い

い
、

放
送

又
は

有
線
放

送
に

該

当
す

る
も
の

を
除
く

。
）
に

よ
り

公
衆
の

閲
覧
に

供
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

（
登

録
の
実

施
等
）

 

第
５

条
 
略

 

２
・

３
 
略

 

４
 

登
録

証
の

交
付

を
受

け
た

者
は

、
そ
の

旨
を

営
業

所
及

び
工

場
の
見

や
す

い
場

所

に
掲

示
し

、
又
は

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ

り
、

電
気

通
信

回
線

に
接
続

し
て

行

う
自

動
公

衆
送
信

（
公

衆
に

よ
っ

て
直

接
受
信

さ
れ

る
こ

と
を

目
的

と
し
て

公
衆

か

ら
の

求
め

に
応
じ

自
動

的
に

送
信

を
行

う
こ
と

を
い

い
、

放
送

又
は

有
線
放

送
に

該

当
す

る
も
の

を
除
く

。
）
に

よ
り

、
公
衆

の
閲
覧

に
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
聴

聞
の
通

知
の
方

式
）

 

第
1
5
条

 
行
政

庁
は

、
聴

聞
を

行
う

に
当
た

っ
て

は
、

聴
聞

を
行

う
べ
き

期
日

ま
で

に

相
当

な
期

間
を
お

い
て

、
不

利
益

処
分

の
名
宛

人
 

と
な

る
べ

き
者

に
対
し

、
次

に

掲
げ

る
事
項

を
書
面

に
よ
り

通
知

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
～
(
4
)
 

略
 

（
聴

聞
の
通

知
の
方

式
）

 

第
1
5
条

 
行
政

庁
は

、
聴

聞
を

行
う

に
当
た

っ
て

は
、

聴
聞

を
行

う
べ
き

期
日

ま
で

に

相
当

な
期

間
を
お

い
て

、
不

利
益

処
分

の
名
あ

て
人

と
な

る
べ

き
者

に
対
し

、
次

に

掲
げ

る
事
項

を
書
面

に
よ
り

通
知

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
～
(
4
)
 

略
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

２
 

略
 
 

３
 

行
政

庁
は

、
不

利
益

処
分

の
名

宛
人
 

と
な

る
べ

き
者

の
所

在
が
判

明
し

な
い

場

合
に

お
い

て
は
、

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
通
知

を
、

公
示

の
方

法
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
に

よ
っ

て
行

う
こ

と
が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い
て

は
、

掲

示
を

始
め

た
日
か

ら
２

週
間

を
経

過
し

た
と
き

に
、

当
該

通
知

が
そ

の
者
に

到
達

し

た
も

の
と
み

な
す
。

 

４
 

前
項

の
公

示
の

方
法

に
よ

る
通

知
は
、

不
利

益
処

分
の

名
宛

人
と
な

る
べ

き
者

の

氏
名

、
第

１
項
第

３
号

及
び

第
４

号
に

掲
げ
る

事
項

並
び

に
当

該
行

政
庁
が

同
項

各

号
に

掲
げ

る
事
項

を
記

載
し

た
書

面
を

い
つ
で

も
そ

の
者

に
交

付
す

る
旨
（

以
下

こ

の
項

に
お

い
て
「

公
示

事
項

」
と

い
う

。
）
を

規
則

で
定

め
る

方
法

に
よ
り

不
特

定

多
数

の
者

が
閲
覧

す
る

こ
と

が
で

き
る

状
態
に

置
く

と
と

も
に

、
公

示
事
項

が
記

載

さ
れ

た
書

面
を
当

該
行

政
庁

の
事

務
所

の
掲
示

場
に

掲
示

し
、

又
は

公
示
事

項
を

当

該
事

務
所

に
設
置

し
た

電
子

計
算

機
の

映
像
面

に
表

示
し

た
も

の
の

閲
覧
を

す
る

こ

と
が

で
き

る
状
態

に
置

く
措

置
を

と
る

こ
と
に

よ
っ

て
行

う
も

の
と

す
る
。

こ
の

場

合
に

お
い

て
は
、

当
該

措
置

を
開

始
し

た
日
か

ら
２

週
間

を
経

過
し

た
と
き

に
、

当

該
通

知
が
そ

の
者
に

到
達
し

た
も

の
と
み

な
す
。

 

 

（
代

理
人
）

 

第
1
6
条

 
前

条
第

１
項

の
通

知
を

受
け

た
者

（
同

条
第

４
項

後
段

の
規
定

に
よ

り
当

該

通
知

が
到

達
し
た

も
の

と
み

な
さ

れ
る

者
を
含

む
。

以
下

「
当

事
者

」
と
い

う
。

）

は
、

代
理
人

を
選
任

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

２
～

４
 
略

 

 

（
続

行
期
日

の
指
定

）
 

第
2
2
条

 
略

 

２
 

略
 

３
 

第
1
5
条
第

３
項

及
び

第
４

項
の

規
定
は

、
前

項
本

文
の

場
合

に
お
い

て
、

当
事

者

又
は

参
加

人
の
所

在
が

判
明

し
な

い
と

き
に
お

け
る

通
知

の
方

法
に

つ
い
て

準
用

す

る
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、

同
条

第
３

項
及
び

第
４

項
中

「
不

利
益

処
分
の

名
宛

人

あ
と

な
る

べ
き
者

」
と

あ
る

の
は

「
当

事
者
又

は
参

加
人

」
と

、
同

項
中
「

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
と

き
」
と

あ
る

の
は

「
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
と

き
（

同
一

の
当

事
者
又

は
参

加
人

に
対

す
る

２
回
目

以
降

の

２
 

略
 
 

３
 

行
政

庁
は

、
不

利
益

処
分

の
名

あ
て
人

と
な

る
べ

き
者

の
所

在
が
判

明
し

な
い

場

合
に

お
い

て
は
、

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
通
知

を
、

そ
の

者
の

氏
名

、
同
項

第
３

号

及
び

第
４

号
に
掲

げ
る

事
項

並
び

に
当

該
行
政

庁
が

同
項

各
号

に
掲

げ
る
事

項
を

記

載
し

た
書

面
を
い

つ
で

も
そ

の
者

に
交

付
す
る

旨
を

当
該

行
政

庁
の

事
務
所

の
掲

示

場
に

掲
示

す
る
こ

と
に

よ
っ

て
行

う
こ

と
が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い
て

は
、

掲

示
を

始
め

た
日
か

ら
２

週
間

を
経

過
し

た
と
き

に
、

当
該

通
知

が
そ

の
者
に

到
達

し

た
も

の
と
み

な
す
。

 

   

      

  

（
代

理
人
）

 

第
1
6
条

 
前

条
第

１
項

の
通

知
を

受
け

た
者

（
同

条
第

３
項

後
段

の
規
定

に
よ

り
当

該

通
知

が
到

達
し
た

も
の

と
み

な
さ

れ
る

者
を
含

む
。

以
下

「
当

事
者

」
と
い

う
。

）

は
、

代
理
人

を
選
任

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

２
～

４
 
略

 

 

（
続

行
期
日

の
指
定

）
 

第
2
2
条

 
略

 

２
 

略
 

３
 

第
1
5
条
第

３
項

 
 

 
 

 
の

規
定
は

、
前

項
本

文
の

場
合

に
お
い

て
、

当
事

者

又
は

参
加

人
の
所

在
が

判
明

し
な

い
と

き
に
お

け
る

通
知

の
方

法
に

つ
い
て

準
用

す

る
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、

同
条

第
３

項
 
 

 
 

 
中

「
不

利
益

処
分
の

名
あ

て

人
と

な
る

べ
き
者

」
と

あ
る

の
は

「
当

事
者
又

は
参

加
人

」
と

、
 

 
 
「

掲
示

を

始
め

た
日

か
ら
２

週
間

を
経

過
し

た
と

き
」
と

あ
る

の
は

「
掲

示
を

始
め
た

日
か

ら

２
週

間
を

経
過
し

た
と

き
（

同
一

の
当

事
者
又

は
参

加
人

に
対

す
る

２
回
目

以
降

の
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0
0
 
 

２
 

略
 
 

３
 

行
政

庁
は

、
不

利
益

処
分

の
名

宛
人
 

と
な

る
べ

き
者

の
所

在
が
判

明
し

な
い

場

合
に

お
い

て
は
、

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
通
知

を
、

公
示

の
方

法
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
に

よ
っ

て
行

う
こ

と
が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い
て

は
、

掲

示
を

始
め

た
日
か

ら
２

週
間

を
経

過
し

た
と
き

に
、

当
該

通
知

が
そ

の
者
に

到
達

し

た
も

の
と
み

な
す
。

 

４
 

前
項

の
公

示
の

方
法

に
よ

る
通

知
は
、

不
利

益
処

分
の

名
宛

人
と
な

る
べ

き
者

の

氏
名

、
第

１
項
第

３
号

及
び

第
４

号
に

掲
げ
る

事
項

並
び

に
当

該
行

政
庁
が

同
項

各

号
に

掲
げ

る
事
項

を
記

載
し

た
書

面
を

い
つ
で

も
そ

の
者

に
交

付
す

る
旨
（

以
下

こ

の
項

に
お

い
て
「

公
示

事
項

」
と

い
う

。
）
を

規
則

で
定

め
る

方
法

に
よ
り

不
特

定

多
数

の
者

が
閲
覧

す
る

こ
と

が
で

き
る

状
態
に

置
く

と
と

も
に

、
公

示
事
項

が
記

載

さ
れ

た
書

面
を
当

該
行

政
庁

の
事

務
所

の
掲
示

場
に

掲
示

し
、

又
は

公
示
事

項
を

当

該
事

務
所

に
設
置

し
た

電
子

計
算

機
の

映
像
面

に
表

示
し

た
も

の
の

閲
覧
を

す
る

こ

と
が

で
き

る
状
態

に
置

く
措

置
を

と
る

こ
と
に

よ
っ

て
行

う
も

の
と

す
る
。

こ
の

場

合
に

お
い

て
は
、

当
該

措
置

を
開

始
し

た
日
か

ら
２

週
間

を
経

過
し

た
と
き

に
、

当

該
通

知
が
そ

の
者
に

到
達
し

た
も

の
と
み

な
す
。

 

 

（
代

理
人
）

 

第
1
6
条

 
前

条
第

１
項

の
通

知
を

受
け

た
者

（
同

条
第

４
項

後
段

の
規
定

に
よ

り
当

該

通
知

が
到

達
し
た

も
の

と
み

な
さ

れ
る

者
を
含

む
。

以
下

「
当

事
者

」
と
い

う
。

）

は
、

代
理
人

を
選
任

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

２
～

４
 
略

 

 

（
続

行
期
日

の
指
定

）
 

第
2
2
条

 
略

 

２
 

略
 

３
 

第
1
5
条
第

３
項

及
び

第
４

項
の

規
定
は

、
前

項
本

文
の

場
合

に
お
い

て
、

当
事

者

又
は

参
加

人
の
所

在
が

判
明

し
な

い
と

き
に
お

け
る

通
知

の
方

法
に

つ
い
て

準
用

す

る
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、

同
条

第
３

項
及
び

第
４

項
中

「
不

利
益

処
分
の

名
宛

人

あ
と

な
る

べ
き
者

」
と

あ
る

の
は

「
当

事
者
又

は
参

加
人

」
と

、
同

項
中
「

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
と

き
」
と

あ
る

の
は

「
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
と

き
（

同
一

の
当

事
者
又

は
参

加
人

に
対

す
る

２
回
目

以
降

の

２
 

略
 
 

３
 

行
政

庁
は

、
不

利
益

処
分

の
名

あ
て
人

と
な

る
べ

き
者

の
所

在
が
判

明
し

な
い

場

合
に

お
い

て
は
、

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
通
知

を
、

そ
の

者
の

氏
名

、
同
項

第
３

号

及
び

第
４

号
に
掲

げ
る

事
項

並
び

に
当

該
行
政

庁
が

同
項

各
号

に
掲

げ
る
事

項
を

記

載
し

た
書

面
を
い

つ
で

も
そ

の
者

に
交

付
す
る

旨
を

当
該

行
政

庁
の

事
務
所

の
掲

示

場
に

掲
示

す
る
こ

と
に

よ
っ

て
行

う
こ

と
が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い
て

は
、

掲

示
を

始
め

た
日
か

ら
２

週
間

を
経

過
し

た
と
き

に
、

当
該

通
知

が
そ

の
者
に

到
達

し

た
も

の
と
み

な
す
。

 

   

      

  

（
代

理
人
）

 

第
1
6
条

 
前

条
第

１
項

の
通

知
を

受
け

た
者

（
同

条
第

３
項

後
段

の
規
定

に
よ

り
当

該

通
知

が
到

達
し
た

も
の

と
み

な
さ

れ
る

者
を
含

む
。

以
下

「
当

事
者

」
と
い

う
。

）

は
、

代
理
人

を
選
任

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

２
～

４
 
略

 

 

（
続

行
期
日

の
指
定

）
 

第
2
2
条

 
略

 

２
 

略
 

３
 

第
1
5
条
第

３
項

 
 

 
 

 
の

規
定
は

、
前

項
本

文
の

場
合

に
お
い

て
、

当
事

者

又
は

参
加

人
の
所

在
が

判
明

し
な

い
と

き
に
お

け
る

通
知

の
方

法
に

つ
い
て

準
用

す

る
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、

同
条

第
３

項
 
 

 
 

 
中

「
不

利
益

処
分
の

名
あ

て

人
と

な
る

べ
き
者

」
と

あ
る

の
は

「
当

事
者
又

は
参

加
人

」
と

、
 

 
 
「

掲
示

を

始
め

た
日

か
ら
２

週
間

を
経

過
し

た
と

き
」
と

あ
る

の
は

「
掲

示
を

始
め
た

日
か

ら

２
週

間
を

経
過
し

た
と

き
（

同
一

の
当

事
者
又

は
参

加
人

に
対

す
る

２
回
目

以
降

の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 
 

 
 

附
 

則
 

 
１

 
こ
の

条
例
は

、
公
布

の
日

か
ら
施

行
す
る

。
た
だ

し
、

第
２
条

及
び
次

項
の
規

定
は

、
規
則

で
定
め

る
日
か

ら
施

行
す
る

。
 

２
 

第
２
条

の
規
定

に
よ
る

改
正

後
の
栃

木
県
行

政
手
続

条
例

第
1
5
条

第
３
項

及
び
第

４
項

（
こ
れ

ら
の
規

定
を
同

条
例

第
2
2
条

第
３
項

及
び
第

2
9
条

に
お

い
て
準

用
す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

は
、

前
項

た
だ

し
書

に
規

定
す

る
規

定
の

施
行

の
日

以
後

に
す

る
通

知
に

つ
い

て
適

用
し

、
同

日
前

に
し

た
通

知
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ

る
。

 

  

通
知

に
あ

っ
て

は
、

当
該

措
置

を
開

始
し

た
日

の
翌

日
）
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と

す
る

。
 

 

（
聴

聞
に
関

す
る
手

続
の
準

用
）

 

第
2
9
条

 
第
1
5
条

第
３
項

及
び

第
４

項
並

び
に

第
1
6
条

の
規

定
は

、
弁

明
の

機
会

の
付

与
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お
い

て
、

第
1
5
条

第
３

項
中

「
第

１
項

」
と

あ
る

の
は

「
第

2
8
条
」

と
、

同
条

第
４

項
中

「
第

１
項

第
３

号
及

び
第
４

号
」

と
あ

る
の

は
「

第
2
8
条
第

３
号

」
と

、
第
1
6
条

第
１
項

中
「

前
条

第
１

項
」
と

あ
る

の
は

「
第

2
8
条

」
と

、
「

同
条

第
４

項
後

段
」

と
あ

る
の

は
「

第
2
9
条

に
お

い
て

準
用

す

る
第

1
5
条
第

４
項
後

段
」
と

読
み

替
え
る

も
の
と

す
る
。

 

通
知

に
あ

っ
て

は
、

掲
示

を
始

め
た

 
 

 
日

の
翌

日
）
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と

す
る

。
 

 

（
聴

聞
に
関

す
る
手

続
の
準

用
）

 

第
2
9
条

 
第
1
5
条

第
３

項
及

び
第

４
項

並
び

に
第

1
6
条

の
規

定
は

、
弁
明

の
機

会
の

付

与
に

つ
い

て
準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い
て

、
第

1
5
条

第
３

項
中

「
第
１

項
」

と

あ
る

の
は

「
第

2
8
条

」
と

、
「

同
項

第
３

号
ア

ア
ア

ア
ア

ア
ア

及
び

第
４

号
」

と
あ

る
の

は
「
同

条
第
３

号
 
 
」

と
、

第
1
6
条

第
１
項

中
「
前

条
第

１
項
」

と
あ
る

の
は

「
第

2
8
条

」
と

、
「

同
条

第
３

項
後

段
」

と
あ

る
の

は
「

第
2
9
条

に
お

い
て

準
用

す

る
第

1
5
条
第

３
項
後

段
」
と

読
み

替
え
る

も
の
と

す
る
。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

   
 

  
 

 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
栃

木
県
条

例
第
3
7
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
知

事
の
権

限
に

属
す
る

事
務
の

処
理
の

特
例

に
関
す

る
条
例

の
一
部

を
改

正
す
る

条
例

 

栃
木

県
知
事

の
権
限

に
属
す

る
事

務
の
処

理
の
特

例
に
関

す
る

条
例
（

平
成
1
1
年

栃
木

県
条

例
第
3
1
号

）
の

一
部
を

次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

別
表

第
１
（

第
２
条

、
第
３

条
関

係
）

 

１
～

1
8
 
略

 
 

1
8
の

２
 

児
童

福
祉

法
（

昭
和

2
2
年

法
律

第
1
6
4
号

。
以

下
こ

の

項
に

お
い

て
「

法
」

と
い

う
。
）

及
び

児
童

福
祉

法
施

行
規
則

（
昭

和
2
3
年
厚

生
省

令
第

1
1
号
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「
省

令
」

と
い

う
。

）
に

基
づ

く
事
務

の
う

ち
、

次
に

掲
げ

る
も
の

（
第

１
号

か
ら

第
５

号
ま

で
に
掲

げ
る

事
務

に
あ

っ
て

は
法
第

3
3
条

の
1
0
第
１

項
に

規
定

す
る
認

可
外

保
育

施
設

に
係

る
も
の

に
限

り
、

第
６

号
か

ら
第

1
3
号
ま

で
及

び
第

1
8
号

に
掲

げ
る
事

務
に

あ
っ

て
は

、
法

第
６

条
の
３

第
９

項
か

ら
第
1
2
項

ま
で
及

び
第

3
9
条

に
規

定
す

る
業

務
を
目

的
と

す
る

施
設

に
係

る
も
の

に
限

る
。
）

 

(
1
)
0
法

第
3
3
条

の
1
4
第

１
項

の
規

定
に
よ

る
通
知

の
受
理

 

(
2
)
0
法

第
3
3
条

の
1
4
第
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規

定
に
よ

る
助

言
及
び

指
導

 

(
5
)
1
法

第
6
6
条

の
規

定
に
よ

る
報

告
の
徴

収
 

(
6
)
1
法

第
6
7
条

第
２

項
の
規

定
に

よ
る
届

出
の
受

理
 

(
7
)
1
法

第
6
7
条

第
３

項
の
規

定
に

よ
る
承

認
 

(
8
)
1
 

法
第

6
8
条
の

規
定
に

よ
る

命
令

 

(
9
)
1
 

法
第

6
9
条
第

１
項
の

規
定

に
よ
る

認
可
の

取
消
し

 

(
1
0
)
 

法
第

7
0
条
第

１
項
の

規
定

に
よ
る

届
出
の

受
理

 

(
1
1
)
 

法
第

7
2
条
の

規
定
に

よ
る

援
助

 

(
1
2
)
 

略
 

略
 

3
7
 

建
築

基
準

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
0
1
号

。
以

下
こ

の
項

に

お
い

て
「

法
」

と
い

う
。

）
、

建
築

基
準
法

施
行

令
（

昭
和
2
5

年
政

令
第

3
3
8
号

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
政

令
」

と
い

う
。

）
及

び
法

の
施

行
の

た
め

の
規

則
に

基
づ

く
事

務
の

う

ち
、

次
に
掲

げ
る
も

の
 

(
1
)
～
(
3
)
 

略
 

(
4
)
1
法

第
1
5
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

（
電

子
的

方
法
に

よ
り

行
わ
れ

る
も
の

を
除
く

。
）

の
受
理

等
 

(
5
)
～
(
1
3
0
)
 

略
 

略
 

3
7
の

２
～
4
2
 

略
 

 別
表

第
２
（

第
２
条

関
係
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

附
 

則
 

１
 

こ
の
条

例
は
、

公
布
の

日
か

ら
施
行

す
る
。

た
だ
し

、
別

表
第
１

の
3
7
の

項
の
改

正
規

定
は
、

令
和
８

年
４
月

１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

２
 

こ
の

条
例

の
施

行
の

日
（

以
下

「
施

行
日

」
と

い
う

。
）

前
に

改
正

後
の

栃
木

県
知

事
の

権
限

に
属

す
る

事
務

の
処

理
の

特
例

に
関

す
る

条
例

（
以

下
「

新
条

例
」

と
い

う
。

）
別
表

第
１
の

左
欄
及

び
別

表
第
２

に
掲
げ

る
事
務

に
係

る
そ
れ

ぞ
れ
の

法
令
、

条
例

又
は
規

則
（
以

下
「
法

令
等

」
と
い

う
。
）

の
規
定

に
よ

り
知
事

が
し
た

処
分

そ

の
他

の
行
為

で
こ
の

条
例
の

施
行

の
際
現

に
そ
の

効
力
を

有
す

る
も
の

又
は
施

行
日
前

に
法

令
等
の

規
定
に

よ
り
知

事
に

対
し
て

な
さ
れ

た
申
請

そ
の

他
の
行

為
で
、

施
行

日

以
後

に
お
い

て
は
、

新
条
例

別
表

第
１
の

左
欄
に

掲
げ
る

事
務

に
あ
っ

て
は
同

表
の
右

欄
に

掲
げ
る

市
町
村

の
長
、

新
条

例
別
表

第
２
に

掲
げ
る

事
務

に
あ
っ

て
は
宇

都
宮

市

長
が

管
理
し

、
及
び

執
行
す

る
こ

と
と
な

る
事
務

に
係
る

も
の

は
、
施

行
日
以

後
に
お

け
る

法
令
等

の
適
用

に
つ
い

て
は

、
当
該

市
町
村

長
の
し

た
処

分
そ
の

他
の
行

為
又

は

当
該

市
町
村

長
に
対

し
て
な

さ
れ

た
申
請

そ
の
他

の
行
為

と
み

な
す
。

 

   １
～

４
 
略

 
 

５
 

医
療

法
（

昭
和

2
3
年

法
律

第
2
0
5
号

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
法

」
と

い

う
。

）
、

医
療

法
施

行
令

（
昭

和
2
3
年

政
令

第
3
2
6
号

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
政
令

」
と

い
う

。
）

、
医

療
法
施

行
規

則
（

昭
和

2
3
年

厚
生
省

令
第
5
0
号

。
以

下
こ
の

項
に

お
い

て
「

省
令

」
と
い

う
。

）
及

び
法

の
施

行
の
た

め
の

規
則

に
基

づ
く

事
務
の

う
ち
、

次
に
掲

げ
る

も
の

 

(
1
)
～
(
2
2
)
 
略

 

(
2
3
)
 

法
第

6
9
条
の

２
第
２

項
の

規
定
に

よ
る
報

告
の
受

理
等

 

(
2
4
)
・
(
2
5
)
 

略
 

５
の

２
～
3
1
 

略
 

 
 

１
～

４
 
略

 
 

５
 

医
療

法
（

昭
和

2
3
年

法
律

第
2
0
5
号

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
法

」
と

い

う
。

）
、

医
療

法
施

行
令

（
昭

和
2
3
年

政
令

第
3
2
6
号

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
政
令

」
と

い
う

。
）

、
医

療
法
施

行
規

則
（

昭
和

2
3
年

厚
生
省

令
第
5
0
号

。
以

下
こ
の

項
に

お
い

て
「

省
令

」
と
い

う
。

）
及

び
法

の
施

行
の
た

め
の

規
則

に
基

づ
く

事
務
の

う
ち
、

次
に
掲

げ
る

も
の

 

(
1
)
～
(
2
2
)
 
略

 

 (
1
(
2
3
)
・
(
2
4
)
 
略

 

５
の

２
～
3
1
 

略
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

3
8
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
（
平
成

1
9
年
栃
木
県
条
例
第

5
9
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
行
政
改
革
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課
）

 

 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
組
織
）

 

第
２
条

 
略

 

２
 
委
員
は
、
人
格
が
高
潔
で
あ
っ
て
、
審
議
会
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に
関
し
公
正

な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
法
律
、
会
計
又
は
公
益
法
人
若
し
く
は
公
益

信
託
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
６
年
法
律
第

3
0
号
）
第
２
条
第
１
項
第
１

号
に
規
定
す
る
公
益
信
託
を
い
う
。
）
に
係
る
活
動
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す

る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

 

（
組
織
）

 

第
２
条

 
略

 

２
 
委
員
は
、
人
格
が
高
潔
で
あ
っ
て
、
審
議
会
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に
関
し
公
正

な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
法
律
、
会
計
又
は
公
益
法
人
若
し
く
は
公
益

信
託
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
６
年
法
律
第

3
0
号
）
第
２
条
第
１
項
第
１

号
に
規
定
す
る
公
益
信
託
を
い
う
。
）
に
係
る
活
動
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す

る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。
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0
0
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

3
8
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
（
平
成

1
9
年
栃
木
県
条
例
第

5
9
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
行
政
改
革
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課
）

 

 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
組
織
）

 

第
２
条

 
略

 

２
 
委
員
は
、
人
格
が
高
潔
で
あ
っ
て
、
審
議
会
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に
関
し
公
正

な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
法
律
、
会
計
又
は
公
益
法
人
若
し
く
は
公
益

信
託
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
６
年
法
律
第

3
0
号
）
第
２
条
第
１
項
第
１

号
に
規
定
す
る
公
益
信
託
を
い
う
。
）
に
係
る
活
動
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す

る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

 

（
組
織
）

 

第
２
条

 
略

 

２
 
委
員
は
、
人
格
が
高
潔
で
あ
っ
て
、
審
議
会
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に
関
し
公
正

な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
法
律
、
会
計
又
は
公
益
法
人
若
し
く
は
公
益

信
託
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
６
年
法
律
第

3
0
号
）
第
２
条
第
１
項
第
１

号
に
規
定
す
る
公
益
信
託
を
い
う
。
）
に
係
る
活
動
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す

る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

 

 

    
 

  
 

 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
栃

木
県
条

例
第
3
9
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
体

育
施
設

設
置

及
び
管

理
条
例

の
一
部

を
改

正
す
る

条
例

 

栃
木

県
体
育

施
設
設

置
及
び

管
理

条
例
（

平
成
５

年
栃
木

県
条

例
第
４

号
）
の

一
部
を

次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。
 

 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正
後

の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

別
表

（
第
1
0
条

関
係

）
 

 
１

・
２
 

略
 

 
３

 
栃
木

県
グ
リ

ー
ン
ス

タ
ジ

ア
ム
の

利
用
料

金
の
基

準
額

 

 
 

(
1
)
・
(
2
)
 
略

 

 
 

(
3
)
a
ラ

ウ
ン
ジ

 

利
用

時
間

 

施
設

区
分

 
午

前
９

時
か

ら
午

後
９

時
ま

で
 

メ
イ

ン
グ
ラ

ウ
ン
ド

 

ラ
ウ

ン
ジ
１

 
１
回

に
つ
き

 
 
 

 
 

2
,
0
0
0
円

 

ラ
ウ

ン
ジ
２

 
１
回

に
つ
き

 
2
,
0
0
0
円

 

ラ
ウ

ン
ジ
３

 
１
回

に
つ
き

 
 

2
,
0
0
0
円

 

プ
レ

ミ
ア
ム

 

ラ
ウ

ン
ジ

 
１
回

に
つ
き

 
1
1
,
0
0
0
円

 

 
 

 
 

 
 

(
4
)
?
略

 

 
 

備
考

 

 
 

 
１
・

２
 
略

 

３
 

や
む

を
得

な
い

理
由

に
よ

り
午

前
９

時
前

又
は

午
後

９
時

後
に

メ
イ

ン
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
サ

ブ
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
 

会
議

室
又

は
ラ

ウ
ン

ジ
を

利
用

す
る

場

合
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

当
該

午
前

９
時

前
又

は
午

後
９

時
後

の
利

用

時
間

１
時

間
に

つ
き

、
次

に
掲

げ
る

額
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

別
表

（
第
1
0
条

関
係

）
 

 
１

・
２
 

略
 

 
３

 
栃
木

県
グ
リ

ー
ン
ス

タ
ジ

ア
ム
の

利
用
料

金
の
基

準
額

 

 
 

(
1
)
・
(
2
)
 
略

 

 

利
用

時
間

 

施
設

区
分

 
午

前
９

時
か

ら
午

後
９

時
ま

で
 

メ
イ

ン
グ
ラ

ウ
ン
ド

 

ラ
ウ

ン
ジ
１

 
１
回

に
つ
き

 
 
 

 
 

2
,
0
0
0
円

 

ラ
ウ

ン
ジ
２

 
１
回

に
つ
き

 
2
,
0
0
0
円

 

ラ
ウ

ン
ジ
３

 
１
回

に
つ
き

 
 

2
,
0
0
0
円

 

プ
レ

ミ
ア
ム

 

ラ
ウ

ン
ジ

 
１
回

に
つ
き

 
1
1
,
0
0
0
円

 

 
 

 
 

 
 

(
3
)
?
略

 

 
 

備
考

 

 
 

 
１
・

２
 
略

 

３
 

や
む

を
得

な
い

理
由

に
よ

り
午

前
９

時
前

又
は

午
後

９
時

後
に

メ
イ

ン
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
サ

ブ
グ

ラ
ウ

ン
ド

又
は

会
議

室
あ

あ
あ

あ
あ

あ
を

利
用

す
る

場

合
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

当
該

午
前

９
時

前
又

は
午

後
９

時
後

の
利

用

時
間

１
時

間
に

つ
き

、
午

前
９

時
前

の
利

用
に

あ
っ

て
は

午
前

９
時

か
ら

午
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 

こ
の
条

例
は
、

規
則
で

定
め

る
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
ス

ポ
ー
ツ

振
興
課

）
 
 

 

   

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

に
1
.
5
を

そ
れ

ぞ
れ

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、

そ
の

額
に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も

の
と

す
る
。

 

 
(
1
)
a
メ

イ
ン

グ
ラ

ウ
ン

ド
、

サ
ブ

グ
ラ

ウ
ン

ド
及

び
会

議
室

 
午

前
９

時
前

の
利

用
に

あ
っ

て
は

午
前

９
時

か
ら

午
後

１
時

ま
で

、
午

後
９

時
後

の
利

用
に

あ
っ

て
は

午
後

５
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金
の

基
準
額

の
４
分

の
１

に
相
当

す
る
額

 

(
2
)
a
ラ

ウ
ン

ジ
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

の
時

間
１

回
に

つ
き

定
め

ら
れ

て
い
る

利
用
料

金
の
基

準
額

の
1
2
分

の
１
に

相
当
す

る
額

 

４
 

高
校

生
等

以
下

の
者

が
メ

イ
ン

グ
ラ

ウ
ン

ド
、

サ
ブ

グ
ラ

ウ
ン

ド
、

会
議

室
、

ラ
ウ

ン
ジ

又
は

附
属

設
備

及
び

器
具

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用

料
金

の

基
準

額
は

、
こ

の
表

及
び

前
項

に
定

め
る

額
を

２
で

除
し

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数
を

切
り
捨

て
る
も

の
と

す
る
。

 

５
 

入
場

料
を

徴
収

し
て

メ
イ

ン
グ

ラ
ウ

ン
ド

又
は

サ
ブ

グ
ラ

ウ
ン

ド
を

専
用

利
用

す
る

者
が

当
該

専
用

利
用

に
際

し
会

議
室

、
ラ

ウ
ン

ジ
又

は
附

属
施

設

及
び

器
具

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

こ
の

表
及

び
前

２

項
に

定
め
る

額
に
２

を
乗
じ

て
得

た
額
と

す
る
。

 

 
４

～
８
 

略
 

後
１

時
ま

で
、

午
後

９
時

後
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

後
５

時
か

ら
午

後
９

時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基

準
額

の
４

分
の

１
に

相
当

す

る
額

に
1
.
5
を

そ
れ

ぞ
れ

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、

そ
の

額
に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も

の
と

す
る
。

 

      ４
 

高
校

生
等

以
下

の
者

が
メ

イ
ン

グ
ラ

ウ
ン

ド
、

サ
ブ

グ
ラ

ウ
ン

ド
、

会
議

室
あ

あ
あ

あ
あ

又
は

附
属

設
備

及
び

器
具

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用

料
金

の

基
準

額
は

、
こ

の
表

及
び

前
項

に
定

め
る

額
を

２
で

除
し

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数
を

切
り
捨

て
る
も

の
と

す
る
。

 

５
 

入
場

料
を

徴
収

し
て

メ
イ

ン
グ

ラ
ウ

ン
ド

又
は

サ
ブ

グ
ラ

ウ
ン

ド
を

専
用

利
用

す
る

者
が

当
該

専
用

利
用

に
際

し
会

議
室

あ
あ

あ
あ

あ
又

は
附

属
施

設

及
び

器
具

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

こ
の

表
及

び
前

２

項
に

定
め
る

額
に
２

を
乗
じ

て
得

た
額
と

す
る
。

 

 
４

～
８
 

略
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0
0
 
 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 

こ
の
条

例
は
、

規
則
で

定
め

る
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
ス

ポ
ー
ツ

振
興
課

）
 
 

 

   

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

に
1
.
5
を

そ
れ

ぞ
れ

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、

そ
の

額
に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も

の
と

す
る
。

 

 
(
1
)
a
メ

イ
ン

グ
ラ

ウ
ン

ド
、

サ
ブ

グ
ラ

ウ
ン

ド
及

び
会

議
室

 
午

前
９

時
前

の
利

用
に

あ
っ

て
は

午
前

９
時

か
ら

午
後

１
時

ま
で

、
午

後
９

時
後

の
利

用
に

あ
っ

て
は

午
後

５
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金
の

基
準
額

の
４
分

の
１

に
相
当

す
る
額

 

(
2
)
a
ラ

ウ
ン

ジ
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

の
時

間
１

回
に

つ
き

定
め

ら
れ

て
い
る

利
用
料

金
の
基

準
額

の
1
2
分

の
１
に

相
当
す

る
額

 

４
 

高
校

生
等

以
下

の
者

が
メ

イ
ン

グ
ラ

ウ
ン

ド
、

サ
ブ

グ
ラ

ウ
ン

ド
、

会
議

室
、

ラ
ウ

ン
ジ

又
は

附
属

設
備

及
び

器
具

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用

料
金

の

基
準

額
は

、
こ

の
表

及
び

前
項

に
定

め
る

額
を

２
で

除
し

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数
を

切
り
捨

て
る
も

の
と

す
る
。

 

５
 

入
場

料
を

徴
収

し
て

メ
イ

ン
グ

ラ
ウ

ン
ド

又
は

サ
ブ

グ
ラ

ウ
ン

ド
を

専
用

利
用

す
る

者
が

当
該

専
用

利
用

に
際

し
会

議
室

、
ラ

ウ
ン

ジ
又

は
附

属
施

設

及
び

器
具

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

こ
の

表
及

び
前

２

項
に

定
め
る

額
に
２

を
乗
じ

て
得

た
額
と

す
る
。

 

 
４

～
８
 

略
 

後
１

時
ま

で
、

午
後

９
時

後
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

後
５

時
か

ら
午

後
９

時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基

準
額

の
４

分
の

１
に

相
当

す

る
額

に
1
.
5
を

そ
れ

ぞ
れ

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、

そ
の

額
に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も

の
と

す
る
。

 

      ４
 

高
校

生
等

以
下

の
者

が
メ

イ
ン

グ
ラ

ウ
ン

ド
、

サ
ブ

グ
ラ

ウ
ン

ド
、

会
議

室
あ

あ
あ

あ
あ

又
は

附
属

設
備

及
び

器
具

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用

料
金

の

基
準

額
は

、
こ

の
表

及
び

前
項

に
定

め
る

額
を

２
で

除
し

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数
を

切
り
捨

て
る
も

の
と

す
る
。

 

５
 

入
場

料
を

徴
収

し
て

メ
イ

ン
グ

ラ
ウ

ン
ド

又
は

サ
ブ

グ
ラ

ウ
ン

ド
を

専
用

利
用

す
る

者
が

当
該

専
用

利
用

に
際

し
会

議
室

あ
あ

あ
あ

あ
又

は
附

属
施

設

及
び

器
具

を
利

用
す

る
場

合
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

こ
の

表
及

び
前

２

項
に

定
め
る

額
に
２

を
乗
じ

て
得

た
額
と

す
る
。

 

 
４

～
８
 

略
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

   
 

  
 

 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
栃

木
県
条

例
第
4
0
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
環

境
影
響

評
価

条
例
の

一
部
を

改
正
す

る
条

例
 

栃
木

県
環
境

影
響
評

価
条
例

（
平

成
1
1
年

栃
木
県

条
例
第

２
号

）
の
一

部
を
次

の
よ
う

に
改

正
す
る

。
 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

第
3
4
条

の
２

 
第

８
条

第
４

項
（

第
1
6
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含

む
。

）
、

第
1
7
条

、
第

2
1
条

、
第
2
5
条

第
１
項

、
第

2
8
条

か
ら

第
3
2
条

ま
で

、
 

第

3
7
条

か
ら

第
3
9
条

ま
で

（
同

条
第

１
項

第
３
号

 
を

除
く

。
）

、
第
4
0
条
及

び
第

4
1

条
の

規
定

は
、
法

対
象

事
業

に
つ

い
て

準
用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て
、

次
の

表

の
左

欄
に

掲
げ
る

規
定

中
同

表
の

中
欄

に
掲
げ

る
字

句
は

、
そ

れ
ぞ

れ
同
表

の
右

欄

に
掲

げ
る
字

句
に
読

み
替
え

る
も

の
と
す

る
。

 

略
 

 第
3
9
条

 
略

 
 

（
環

境
影
響

評
価
に

係
る
書

類
等

の
公
開

）
 

第
3
9
条

の
２

 
知

事
は

、
事

業
者

（
第

４
号
に

あ
っ

て
は

、
事

業
者

等
。

以
下

こ
の

条

に
お

い
て

同
じ
。

）
が

次
の

各
号

に
掲

げ
る
手

続
を

経
た

と
き

は
、

当
該
各

号
に

定

め
る

書
類

を
、
そ

れ
ぞ

れ
規

則
で

定
め

る
期
間

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
利
用

そ
の

他

の
方

法
に

よ
り

公
開

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
は

、
あ

ら
か

じ

め
、

当
該
書

類
を
作

成
し
た

事
業

者
の
同

意
を
得

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
a
第

６
条

第
３
項

の
規
定

に
よ

る
公
表

 
当
該

公
表
が

さ
れ

た
方
法

書
 

(
2
)
a
第
1
2
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
第

６
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
公
表

 
当

該
公

表
が
さ

れ
た
準

備
書

 

(
3
)
a
第
1
9
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
第

６
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
公
表

 
当

第
3
4
条

の
２

 
第

８
条

第
４

項
（

第
1
6
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含

む
。

）
、

第
1
7
条

、
第

2
1
条

、
第
2
5
条

第
１
項

、
第

2
8
条

か
ら

第
3
2
条

ま
で

及
び

第

3
7
条

か
ら

第
4
1
条

ま
で

（
第
3
9
条
第

１
項

第
３

号
を

除
く

。
）

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

は
、
法

対
象

事
業

に
つ

い
て

準
用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て
、

次
の

表

の
左

欄
に

掲
げ
る

規
定

中
同

表
の

中
欄

に
掲
げ

る
字

句
は

、
そ

れ
ぞ

れ
同
表

の
右

欄

に
掲

げ
る
字

句
に
読

み
替
え

る
も

の
と
す

る
。

 

略
 

 第
3
9
条

 
略
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0
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栃

木
県
条

例
第
4
0
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
環

境
影
響

評
価

条
例
の

一
部
を

改
正
す

る
条

例
 

栃
木

県
環
境

影
響
評

価
条
例

（
平

成
1
1
年

栃
木
県

条
例
第

２
号

）
の
一

部
を
次

の
よ
う

に
改

正
す
る

。
 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

第
3
4
条

の
２

 
第

８
条

第
４

項
（

第
1
6
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含

む
。

）
、

第
1
7
条

、
第

2
1
条

、
第
2
5
条

第
１
項

、
第

2
8
条

か
ら

第
3
2
条

ま
で

、
 

第

3
7
条

か
ら

第
3
9
条

ま
で

（
同

条
第

１
項

第
３
号

 
を

除
く

。
）

、
第
4
0
条
及

び
第

4
1

条
の

規
定

は
、
法

対
象

事
業

に
つ

い
て

準
用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て
、

次
の

表

の
左

欄
に

掲
げ
る

規
定

中
同

表
の

中
欄

に
掲
げ

る
字

句
は

、
そ

れ
ぞ

れ
同
表

の
右

欄

に
掲

げ
る
字

句
に
読

み
替
え

る
も

の
と
す

る
。

 

略
 

 第
3
9
条

 
略

 
 

（
環

境
影
響

評
価
に

係
る
書

類
等

の
公
開

）
 

第
3
9
条

の
２

 
知

事
は

、
事

業
者

（
第

４
号
に

あ
っ

て
は

、
事

業
者

等
。

以
下

こ
の

条

に
お

い
て

同
じ
。

）
が

次
の

各
号

に
掲

げ
る
手

続
を

経
た

と
き

は
、

当
該
各

号
に

定

め
る

書
類

を
、
そ

れ
ぞ

れ
規

則
で

定
め

る
期
間

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

の
利
用

そ
の

他

の
方

法
に

よ
り

公
開

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
は

、
あ

ら
か

じ

め
、

当
該
書

類
を
作

成
し
た

事
業

者
の
同

意
を
得

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
a
第

６
条

第
３
項

の
規
定

に
よ

る
公
表

 
当
該

公
表
が

さ
れ

た
方
法

書
 

(
2
)
a
第
1
2
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
第

６
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
公
表

 
当

該
公

表
が
さ

れ
た
準

備
書

 

(
3
)
a
第
1
9
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
第

６
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
公
表

 
当

第
3
4
条

の
２

 
第

８
条

第
４

項
（

第
1
6
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含

む
。

）
、

第
1
7
条

、
第

2
1
条

、
第
2
5
条

第
１
項

、
第

2
8
条

か
ら

第
3
2
条

ま
で

及
び

第

3
7
条

か
ら

第
4
1
条

ま
で

（
第
3
9
条
第

１
項

第
３

号
を

除
く

。
）

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
の

規
定

は
、
法

対
象

事
業

に
つ

い
て

準
用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て
、

次
の

表

の
左

欄
に

掲
げ
る

規
定

中
同

表
の

中
欄

に
掲
げ

る
字

句
は

、
そ

れ
ぞ

れ
同
表

の
右

欄

に
掲

げ
る
字

句
に
読

み
替
え

る
も

の
と
す

る
。

 

略
 

 第
3
9
条

 
略

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

附
 

則
 

 
 

こ
の
条

例
は
、

規
則
で

定
め

る
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
環

境
森
林

政
策
課

）
 
 

 

   

該
公

表
が
さ

れ
た
評

価
書

 

(
4
)
a
第
2
9
条

の
２

第
２

項
に

お
い

て
読

み
替

え
て

準
用

す
る

第
６

条
第

３
項
の

規
定

に
よ

る
公
表

 
当
該

公
表
が

さ
れ

た
報
告

書
 

 別
表

（
第
２

条
関
係

）
 

１
 

略
 

２
 

ダ
ム
の

新
築
及

び
改
築

の
事

業
 

３
～

1
8
 
略

 

    別
表

（
第
２

条
関
係

）
 

１
 

略
 

２
 

ダ
ム
の

新
築
あ

あ
あ
あ

の
事

業
 

３
～

1
8
 
略

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

         
栃

木
県
条

例
第
4
1
号

 

 
 

 
 
義

務
教
育

諸
学
校

等
の

教
育
職

員
の
給

与
等
に

関
す

る
特
別

措
置
に

関
す
る

条
例

等
の
一

部
を
改

正
す
る

条
例

 

（
義

務
教
育

諸
学
校

等
の
教

育
職

員
の
給

与
等
に

関
す
る

特
別

措
置
に

関
す
る

条
例
の

一
部

改
正
）

 

第
１

条
 
義

務
教
育

諸
学
校

等
の

教
育
職

員
の
給

与
等
に

関
す

る
特
別

措
置
に

関
す
る

条
例

（
昭
和

4
6
年
栃

木
県
条

例
第

4
1
号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正
後

の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
教

職
調
整

額
の
支

給
等
）

 

第
３

条
 

義
務

教
育

諸
学

校
等

の
教

育
職
員

（
栃

木
県

公
立

学
校

職
員
給

与
条

例
（

昭

和
3
2
年

栃
木

県
条

例
第

3
4
号

。
以

下
「

給
与
条

例
」

と
い

う
。

）
別

表
第
１

の
教

育

職
給

料
表
(
1
)
又

は
別

表
第

２
の

教
育

職
給

料
表
(
2
)
の

適
用

を
受

け
る

者
に

限
る

。

第
５

条
に

お
い
て

同
じ

。
）

の
う

ち
そ

の
属
す

る
職

務
の

級
が

こ
れ

ら
の
給

料
表

の

１
級

、
２

級
又
は

特
２

級
で

あ
る

者
（

指
導
改

善
研

修
被

認
定

者
（

法
第
３

条
第

１

項
に

規
定

す
る
指

導
改

善
研

修
被

認
定

者
を
い

う
。

第
５

条
に

お
い

て
同
じ

。
）

を

除
く

。
）

に
は

、
そ

の
者

の
給

料
月

額
の

1
0
0
分

の
1
0
に

相
当

す
る

額
の

教
職

調
整

額
を

支
給
す

る
。

 

２
 

略
 

 

（
正

規
の
勤

務
時
間

を
超
え

る
勤

務
等
）

 

第
５

条
 

義
務

教
育

諸
学

校
等

の
教

育
職
員

（
給

料
の

特
別

調
整

額
を
受

け
る

者
及

び

指
導

改
善

研
修

被
認

定
者

を
除

く
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

つ
い

て

は
、

正
規

の
勤
務

時
間

（
学

校
職

員
の

勤
務
時

間
そ

の
他

の
勤

務
条

件
に
関

す
る

条

例
（

平
成

７
年
栃

木
県

条
例

第
５

号
）

第
２
条

か
ら

第
５

条
ま

で
の

規
定
に

よ
る

勤

務
時

間
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

の
割

振
り
を

適
正

に
行

い
、

原
則

と
し
て

時
間

外

勤
務

（
正

規
の
勤

務
時

間
を

超
え

る
勤

務
を
い

い
、

次
に

掲
げ

る
日

に
お
け

る
正

規

の
勤

務
時

間
中
の

勤
務

を
含

む
も

の
と

す
る
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
は

命
じ

な

（
教

職
調
整

額
の
支

給
等
）

 

第
３

条
 

義
務

教
育

諸
学

校
等

の
教

育
職
員

（
栃

木
県

公
立

学
校

職
員
給

与
条

例
（

昭

和
3
2
年

栃
木

県
条

例
第

3
4
号

。
以

下
「

給
与
条

例
」

と
い

う
。

）
別

表
第
１

の
教

育

職
給

料
表
(
1
)
又

は
別

表
第

２
の

教
育

職
給

料
表
(
2
)
の

適
用

を
受

け
る

者
に

限
る

。

第
５

条
に

お
い
て

同
じ

。
）

の
う

ち
そ

の
属
す

る
職

務
の

級
が

こ
れ

ら
の
給

料
表

の

１
級

、
２

級
又
は

特
２

級
で

あ
る

者
（

指
導
改

善
研

修
被

認
定

者
（

法
第
３

条
第

１

項
に

規
定

す
る
指

導
改

善
研

修
被

認
定

者
を
い

う
。

第
５

条
に

お
い

て
同
じ

。
）

を

除
く

。
）

に
は

、
そ

の
者

の
給

料
月

額
の

1
0
0
分

の
４

に
相

当
す

る
額

の
教

職
調

整

額
を

支
給
す

る
。

 

２
 

略
 

  
（

正
規
の

勤
務
時

間
を
超

え
る

勤
務
等

）
 

第
５

条
 

義
務

教
育

諸
学

校
等

の
教

育
職
員

（
給

料
の

特
別

調
整

額
を
受

け
る

者
及

び

指
導

改
善

研
修

被
認

定
者

を
除

く
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

つ
い

て

は
、

正
規

の
勤
務

時
間

（
学

校
職

員
の

勤
務
時

間
そ

の
他

の
勤

務
条

件
に
関

す
る

条

例
（

平
成

７
年
栃

木
県

条
例

第
５

号
）

第
２
条

か
ら

第
５

条
ま

で
の

規
定
に

よ
る

勤

務
時

間
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

の
割

振
り
を

適
正

に
行

い
、

原
則

と
し
て

時
間

外

勤
務

（
正

規
の
勤

務
時

間
を

超
え

る
勤

務
を
い

い
、

次
に

掲
げ

る
日

に
お
け

る
正

規

の
勤

務
時

間
中
の

勤
務

を
含

む
も

の
と

す
る
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
は

命
じ

な
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0
0
 
 

         
栃

木
県
条

例
第
4
1
号

 

 
 

 
 
義

務
教
育

諸
学
校

等
の

教
育
職

員
の
給

与
等
に

関
す

る
特
別

措
置
に

関
す
る

条
例

等
の
一

部
を
改

正
す
る

条
例

 

（
義

務
教
育

諸
学
校

等
の
教

育
職

員
の
給

与
等
に

関
す
る

特
別

措
置
に

関
す
る

条
例
の

一
部

改
正
）

 

第
１

条
 
義

務
教
育

諸
学
校

等
の

教
育
職

員
の
給

与
等
に

関
す

る
特
別

措
置
に

関
す
る

条
例

（
昭
和

4
6
年
栃

木
県
条

例
第

4
1
号
）

の
一
部

を
次
の

よ
う

に
改
正

す
る
。

 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正
後

の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
教

職
調
整

額
の
支

給
等
）

 

第
３

条
 

義
務

教
育

諸
学

校
等

の
教

育
職
員

（
栃

木
県

公
立

学
校

職
員
給

与
条

例
（

昭

和
3
2
年

栃
木

県
条

例
第

3
4
号

。
以

下
「

給
与
条

例
」

と
い

う
。

）
別

表
第
１

の
教

育

職
給

料
表
(
1
)
又

は
別

表
第

２
の

教
育

職
給

料
表
(
2
)
の

適
用

を
受

け
る

者
に

限
る

。

第
５

条
に

お
い
て

同
じ

。
）

の
う

ち
そ

の
属
す

る
職

務
の

級
が

こ
れ

ら
の
給

料
表

の

１
級

、
２

級
又
は

特
２

級
で

あ
る

者
（

指
導
改

善
研

修
被

認
定

者
（

法
第
３

条
第

１

項
に

規
定

す
る
指

導
改

善
研

修
被

認
定

者
を
い

う
。

第
５

条
に

お
い

て
同
じ

。
）

を

除
く

。
）

に
は

、
そ

の
者

の
給

料
月

額
の

1
0
0
分

の
1
0
に

相
当

す
る

額
の

教
職

調
整

額
を

支
給
す

る
。

 

２
 

略
 

 

（
正

規
の
勤

務
時
間

を
超
え

る
勤

務
等
）

 

第
５

条
 

義
務

教
育

諸
学

校
等

の
教

育
職
員

（
給

料
の

特
別

調
整

額
を
受

け
る

者
及

び

指
導

改
善

研
修

被
認

定
者

を
除

く
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

つ
い

て

は
、

正
規

の
勤
務

時
間

（
学

校
職

員
の

勤
務
時

間
そ

の
他

の
勤

務
条

件
に
関

す
る

条

例
（

平
成

７
年
栃

木
県

条
例

第
５

号
）

第
２
条

か
ら

第
５

条
ま

で
の

規
定
に

よ
る

勤

務
時

間
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

の
割

振
り
を

適
正

に
行

い
、

原
則

と
し
て

時
間

外

勤
務

（
正

規
の
勤

務
時

間
を

超
え

る
勤

務
を
い

い
、

次
に

掲
げ

る
日

に
お
け

る
正

規

の
勤

務
時

間
中
の

勤
務

を
含

む
も

の
と

す
る
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
は

命
じ

な

（
教

職
調
整

額
の
支

給
等
）

 

第
３

条
 

義
務

教
育

諸
学

校
等

の
教

育
職
員

（
栃

木
県

公
立

学
校

職
員
給

与
条

例
（

昭

和
3
2
年

栃
木

県
条

例
第

3
4
号

。
以

下
「

給
与
条

例
」

と
い

う
。

）
別

表
第
１

の
教

育

職
給

料
表
(
1
)
又

は
別

表
第

２
の

教
育

職
給

料
表
(
2
)
の

適
用

を
受

け
る

者
に

限
る

。

第
５

条
に

お
い
て

同
じ

。
）

の
う

ち
そ

の
属
す

る
職

務
の

級
が

こ
れ

ら
の
給

料
表

の

１
級

、
２

級
又
は

特
２

級
で

あ
る

者
（

指
導
改

善
研

修
被

認
定

者
（

法
第
３

条
第

１

項
に

規
定

す
る
指

導
改

善
研

修
被

認
定

者
を
い

う
。

第
５

条
に

お
い

て
同
じ

。
）

を

除
く

。
）

に
は

、
そ

の
者

の
給

料
月

額
の

1
0
0
分

の
４

に
相

当
す

る
額

の
教

職
調

整

額
を

支
給
す

る
。

 

２
 

略
 

  
（

正
規
の

勤
務
時

間
を
超

え
る

勤
務
等

）
 

第
５

条
 

義
務

教
育

諸
学

校
等

の
教

育
職
員

（
給

料
の

特
別

調
整

額
を
受

け
る

者
及

び

指
導

改
善

研
修

被
認

定
者

を
除

く
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

つ
い

て

は
、

正
規

の
勤
務

時
間

（
学

校
職

員
の

勤
務
時

間
そ

の
他

の
勤

務
条

件
に
関

す
る

条

例
（

平
成

７
年
栃

木
県

条
例

第
５

号
）

第
２
条

か
ら

第
５

条
ま

で
の

規
定
に

よ
る

勤

務
時

間
を

い
う
。

以
下

同
じ

。
）

の
割

振
り
を

適
正

に
行

い
、

原
則

と
し
て

時
間

外

勤
務

（
正

規
の
勤

務
時

間
を

超
え

る
勤

務
を
い

い
、

次
に

掲
げ

る
日

に
お
け

る
正

規

の
勤

務
時

間
中
の

勤
務

を
含

む
も

の
と

す
る
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
は

命
じ

な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

（
栃

木
県
公

立
学
校

職
員
給

与
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
２

条
 
栃

木
県
公

立
学
校

職
員

給
与
条

例
（
昭

和
3
2
年

栃
木

県
条
例

第
3
4
号

）
の
一

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

い
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 

略
 

２
・

３
 
略

 

 

附
 

則
 

１
 

略
 

２
 

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

期
間

に
お
け

る
第

３
条

第
１

項
の

規
定
の

適
用

に
つ

い

て
は

、
同

項
中

「
1
0
0
分

の
1
0
」

と
あ

る
の

は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る

字
句

と
す
る

。
 

令
和

８
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
0
0
分
の

５
 

令
和

９
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
0
0
分
の

６
 

令
和

1
0
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
0
0
分
の

７
 

令
和

1
1
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
0
0
分
の

８
 

令
和

1
2
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
0
0
分
の

９
 

  
 

い
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 

略
 

２
・

３
 
略

 

 

附
 

則
 

①
 

略
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
義

務
教
育

等
教
員

特
別
手

当
）

 

第
９

条
の
６

 
略

 

２
 

前
項

の
手

当
の

月
額

は
、

8
,
6
0
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
、

職
務

の
級

及
び

号

給
（

定
年

前
再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

に
あ
っ

て
は

、
職

務
の

級
）

の
別
に

応
じ

、
 

次
項

に
規

定
す

る
校

務
の

種
類

に
係

る
業

務
の

困
難

性
そ

の
他

の
事

情
を

考
慮

し

て
、

教
育
委

員
会
が

人
事
委

員
会

と
協
議

し
て
教

育
委
員

会
規

則
で
定

め
る
。

 

３
 

教
育

公
務

員
特

例
法

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
１

号
）

第
1
3
条
第

２
項

の
条

例
で

定
め

る
校

務
の

種
類
は

、
学

級
を

担
任

す
る

業
務
そ

の
他

の
校

務
で

教
育

委
員
会

が
人

事

委
員

会
と
協

議
し
て

教
育
委

員
会

規
則
で

定
め
る

も
の
と

す
る

。
 

４
 

略
 

５
 

前
各

項
に

規
定

す
る

も
の

の
ほ

か
、
義

務
教

育
等

教
員

特
別

手
当
の

支
給

に
関

し

必
要

な
事

項
は
、

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員
会

と
協

議
し

て
教

育
委

員
会
規

則
で

定

め
る

。
 

（
義

務
教
育

等
教
員

特
別
手

当
）

 

第
９

条
の
６

 
略

 

２
 

前
項

の
手

当
の

月
額

は
、

8
,
0
0
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
、

職
務

の
級

及
び

号

給
（

定
年

前
再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

に
あ
っ

て
は

、
職

務
の

級
）

の
別
に

応
じ

て

次
項

に
規

定
す

る
校

務
の

種
類

に
係

る
業

務
の

困
難

性
そ

の
他

の
事

情
を

考
慮

し

て
、

教
育
委

員
会
が

人
事
委

員
会

と
協
議

し
て
教

育
委
員

会
規

則
で
定

め
る
。

 

   ３
 

略
 

４
 

前
３

項
に

規
定

す
る

も
の

の
ほ

か
、
義

務
教

育
等

教
員

特
別

手
当
の

支
給

に
関

し

必
要

な
事

項
は
、

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員
会

と
協

議
し

て
教

育
委

員
会
規

則
で

定

め
る

。
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0
0
 
 

（
栃

木
県
公

立
学
校

職
員
給

与
条

例
の
一

部
改
正

）
 

第
２

条
 
栃

木
県
公

立
学
校

職
員

給
与
条

例
（
昭

和
3
2
年

栃
木

県
条
例

第
3
4
号

）
の
一

部
を

次
の
よ

う
に
改

正
す
る

。
 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

い
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 

略
 

２
・

３
 
略

 

 

附
 

則
 

１
 

略
 

２
 

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

期
間

に
お
け

る
第

３
条

第
１

項
の

規
定
の

適
用

に
つ

い

て
は

、
同

項
中

「
1
0
0
分

の
1
0
」

と
あ

る
の

は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る

字
句

と
す
る

。
 

令
和

８
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
0
0
分
の

５
 

令
和

９
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
0
0
分
の

６
 

令
和

1
0
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
0
0
分
の

７
 

令
和

1
1
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
0
0
分
の

８
 

令
和

1
2
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
0
0
分
の

９
 

  
 

い
も

の
と
す

る
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 

略
 

２
・

３
 
略

 

 

附
 

則
 

①
 

略
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
義

務
教
育

等
教
員

特
別
手

当
）

 

第
９

条
の
６

 
略

 

２
 

前
項

の
手

当
の

月
額

は
、

8
,
6
0
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
、

職
務

の
級

及
び

号

給
（

定
年

前
再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

に
あ
っ

て
は

、
職

務
の

級
）

の
別
に

応
じ

、
 

次
項

に
規

定
す

る
校

務
の

種
類

に
係

る
業

務
の

困
難

性
そ

の
他

の
事

情
を

考
慮

し

て
、

教
育
委

員
会
が

人
事
委

員
会

と
協
議

し
て
教

育
委
員

会
規

則
で
定

め
る
。

 

３
 

教
育

公
務

員
特

例
法

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
１

号
）

第
1
3
条
第

２
項

の
条

例
で

定
め

る
校

務
の

種
類
は

、
学

級
を

担
任

す
る

業
務
そ

の
他

の
校

務
で

教
育

委
員
会

が
人

事

委
員

会
と
協

議
し
て

教
育
委

員
会

規
則
で

定
め
る

も
の
と

す
る

。
 

４
 

略
 

５
 

前
各

項
に

規
定

す
る

も
の

の
ほ

か
、
義

務
教

育
等

教
員

特
別

手
当
の

支
給

に
関

し

必
要

な
事

項
は
、

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員
会

と
協

議
し

て
教

育
委

員
会
規

則
で

定

め
る

。
 

（
義

務
教
育

等
教
員

特
別
手

当
）

 

第
９

条
の
６

 
略

 

２
 

前
項

の
手

当
の

月
額

は
、

8
,
0
0
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
、

職
務

の
級

及
び

号

給
（

定
年

前
再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

に
あ
っ

て
は

、
職

務
の

級
）

の
別
に

応
じ

て

次
項

に
規

定
す

る
校

務
の

種
類

に
係

る
業

務
の

困
難

性
そ

の
他

の
事

情
を

考
慮

し

て
、

教
育
委

員
会
が

人
事
委

員
会

と
協
議

し
て
教

育
委
員

会
規

則
で
定

め
る
。

 

   ３
 

略
 

４
 

前
３

項
に

規
定

す
る

も
の

の
ほ

か
、
義

務
教

育
等

教
員

特
別

手
当
の

支
給

に
関

し

必
要

な
事

項
は
、

教
育

委
員

会
が

人
事

委
員
会

と
協

議
し

て
教

育
委

員
会
規

則
で

定

め
る

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

 

（
超

過
勤
務

手
当
等

に
関
す

る
規

定
の
適

用
除
外

）
 

第
1
1
条

の
３
 

第
1
0
条

の
２

か
ら

第
1
0
条
の

４
ま

で
の

規
定

は
、

教
育
職

員
及

び
第

８

条
の

２
に

規
定
す

る
教

育
委

員
会

が
人

事
委
員

会
と

協
議

し
て

教
育

委
員
会

規
則

で

定
め

る
県

立
学
校

の
事

務
長

の
職

に
あ

る
職
員

に
は

適
用

し
な

い
。

た
だ
し

、
第

1
0

条
の

２
の

規
定
は

、
教

育
職

員
の

う
ち

指
導
改

善
研

修
被

認
定

者
（

公
立
の

義
務

教

育
諸

学
校

等
の
教

育
職

員
の

給
与

等
に

関
す
る

特
別

措
置

法
（

昭
和
4
6
年
法

律
第

7
7

号
）

第
３

条
第
１

項
に

規
定

す
る

指
導

改
善
研

修
被

認
定

者
を

い
う

。
）
に

は
適

用

す
る

。
 

 

（
休

職
者
の

給
与
）

 

第
1
4
条

 
休
職

者
（

専
従

休
職

者
（

法
第
5
5
条

の
２

第
１

項
た

だ
し

書
の

許
可

を
受

け

た
職

員
を

い
う
。

）
を

含
む

。
）

の
給

与
に
つ

い
て

は
、

教
育

公
務

員
特
例

法
（

昭

和
2
4
年

法
律

第
１

号
）

第
1
4
条

の
規

定
の

適
用

又
は

準
用

を
受

け
る

場
合
を

除
き

、

普
通

職
員
の

例
に
よ

る
。

 

 

附
 

則
 

2
7
 

略
 

2
8
 

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

期
間

に
お
け

る
別

表
第

１
の

備
考

２
の
規

定
の

適
用

に

つ
い

て
は

、
同

表
の
備

考
２

中
「
3
0
,
7
0
0
円

」
と

あ
る

の
は

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
中

欄

に
掲

げ
る

字
句

と
、
「

2
3
,
0
0
0
円
」

と
あ

る
の

は
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

字
句

と
す
る

。
 

令
和

８
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
1
,
5
0
0
円

 
3
,
8
0
0
円

 

令
和

９
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
5
,
4
0
0
円

 
7
,
7
0
0
円

 

令
和

1
0
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
9
,
2
0
0
円

 
1
1
,
5
0
0
円

 

令
和

1
1
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
2
3
,
0
0
0
円

 
1
5
,
3
0
0
円

 

令
和

1
2
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
2
6
,
9
0
0
円

 
1
9
,
2
0
0
円

 

 
 

 
2
9
 

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

期
間

に
お
け

る
別

表
第

２
の

備
考

２
の
規

定
の

適
用

に

つ
い

て
は

、
同

表
の
備

考
２

中
「
3
1
,
7
0
0
円

」
と

あ
る

の
は

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
中

欄

に
掲

げ
る

字
句

と
、
「

2
4
,
2
0
0
円
」

と
あ

る
の

は
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

字
句

と
す
る

。
 

令
和

８
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
1
,
5
0
0
円

 
4
,
0
0
0
円

 

 

（
超

過
勤
務

手
当
等

に
関
す

る
規

定
の
適

用
除
外

）
 

第
1
1
条

の
３
 

第
1
0
条

の
２

か
ら

第
1
0
条
の

４
ま

で
の

規
定

は
、

教
育
職

員
及

び
第

８

条
の

２
に

規
定
す

る
教

育
委

員
会

が
人

事
委
員

会
と

協
議

し
て

教
育

委
員
会

規
則

で

定
め

る
県
立

学
校
の

事
務
長

の
職

に
あ
る

職
員
に

は
適
用

し
な

い
。

 

     

（
休

職
者
の

給
与
）

 

第
1
4
条

 
休
職

者
（

専
従

休
職

者
（

法
第
5
5
条

の
２

第
１

項
た

だ
し

書
の

許
可

を
受

け

た
職

員
を

い
う
。

）
を

含
む

。
）

の
給

与
に
つ

い
て

は
、

教
育

公
務

員
特
例

法
（

昭

和
2
4
年

法
律

第
１

号
）

第
1
4
条

の
規

定
の

適
用

又
は

準
用

を
受

け
る

場
合
を

除
き

、

普
通

職
員
の

例
に
よ

る
。

 

 

附
 

則
 

2
7
 

略
 

2
8
 

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

期
間

に
お
け

る
別

表
第

１
の

備
考

２
の
規

定
の

適
用

に

つ
い

て
は

、
同

表
の
備

考
２

中
「
3
0
,
7
0
0
円

」
と

あ
る

の
は

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
中

欄

に
掲

げ
る

字
句

と
、
「

2
3
,
0
0
0
円
」

と
あ

る
の

は
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

字
句

と
す
る

。
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0
0
 
 

 

（
超

過
勤
務

手
当
等

に
関
す

る
規

定
の
適

用
除
外

）
 

第
1
1
条

の
３
 

第
1
0
条

の
２

か
ら

第
1
0
条
の

４
ま

で
の

規
定

は
、

教
育
職

員
及

び
第

８

条
の

２
に

規
定
す

る
教

育
委

員
会

が
人

事
委
員

会
と

協
議

し
て

教
育

委
員
会

規
則

で

定
め

る
県

立
学
校

の
事

務
長

の
職

に
あ

る
職
員

に
は

適
用

し
な

い
。

た
だ
し

、
第

1
0

条
の

２
の

規
定
は

、
教

育
職

員
の

う
ち

指
導
改

善
研

修
被

認
定

者
（

公
立
の

義
務

教

育
諸

学
校

等
の
教

育
職

員
の

給
与

等
に

関
す
る

特
別

措
置

法
（

昭
和
4
6
年
法

律
第

7
7

号
）

第
３

条
第
１

項
に

規
定

す
る

指
導

改
善
研

修
被

認
定

者
を

い
う

。
）
に

は
適

用

す
る

。
 

 

（
休

職
者
の

給
与
）

 

第
1
4
条

 
休
職

者
（

専
従

休
職

者
（

法
第
5
5
条

の
２

第
１

項
た

だ
し

書
の

許
可

を
受

け

た
職

員
を

い
う
。

）
を

含
む

。
）

の
給

与
に
つ

い
て

は
、

教
育

公
務

員
特
例

法
（

昭

和
2
4
年

法
律

第
１

号
）

第
1
4
条

の
規

定
の

適
用

又
は

準
用

を
受

け
る

場
合
を

除
き

、

普
通

職
員
の

例
に
よ

る
。

 

 

附
 

則
 

2
7
 

略
 

2
8
 

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

期
間

に
お
け

る
別

表
第

１
の

備
考

２
の
規

定
の

適
用

に

つ
い

て
は

、
同

表
の
備

考
２

中
「
3
0
,
7
0
0
円

」
と

あ
る

の
は

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
中

欄

に
掲

げ
る

字
句

と
、
「

2
3
,
0
0
0
円
」

と
あ

る
の

は
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

字
句

と
す
る

。
 

令
和

８
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
1
,
5
0
0
円

 
3
,
8
0
0
円

 

令
和

９
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
5
,
4
0
0
円

 
7
,
7
0
0
円

 

令
和

1
0
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
9
,
2
0
0
円

 
1
1
,
5
0
0
円

 

令
和

1
1
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
2
3
,
0
0
0
円

 
1
5
,
3
0
0
円

 

令
和

1
2
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
2
6
,
9
0
0
円

 
1
9
,
2
0
0
円

 

 
 

 
2
9
 

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

期
間

に
お
け

る
別

表
第

２
の

備
考

２
の
規

定
の

適
用

に

つ
い

て
は

、
同

表
の
備

考
２

中
「
3
1
,
7
0
0
円

」
と

あ
る

の
は

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
中

欄

に
掲

げ
る

字
句

と
、
「

2
4
,
2
0
0
円
」

と
あ

る
の

は
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

字
句

と
す
る

。
 

令
和

８
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
1
,
5
0
0
円

 
4
,
0
0
0
円

 

 

（
超

過
勤
務

手
当
等

に
関
す

る
規

定
の
適

用
除
外

）
 

第
1
1
条

の
３
 

第
1
0
条

の
２

か
ら

第
1
0
条
の

４
ま

で
の

規
定

は
、

教
育
職

員
及

び
第

８

条
の

２
に

規
定
す

る
教

育
委

員
会

が
人

事
委
員

会
と

協
議

し
て

教
育

委
員
会

規
則

で

定
め

る
県
立

学
校
の

事
務
長

の
職

に
あ
る

職
員
に

は
適
用

し
な

い
。

 

     

（
休

職
者
の

給
与
）

 

第
1
4
条

 
休
職

者
（

専
従

休
職

者
（

法
第
5
5
条

の
２

第
１

項
た

だ
し

書
の

許
可

を
受

け

た
職

員
を

い
う
。

）
を

含
む

。
）

の
給

与
に
つ

い
て

は
、

教
育

公
務

員
特
例

法
（

昭

和
2
4
年

法
律

第
１

号
）

第
1
4
条

の
規

定
の

適
用

又
は

準
用

を
受

け
る

場
合
を

除
き

、

普
通

職
員
の

例
に
よ

る
。

 

 

附
 

則
 

2
7
 

略
 

2
8
 

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

期
間

に
お
け

る
別

表
第

１
の

備
考

２
の
規

定
の

適
用

に

つ
い

て
は

、
同

表
の
備

考
２

中
「
3
0
,
7
0
0
円

」
と

あ
る

の
は

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
中

欄

に
掲

げ
る

字
句

と
、
「

2
3
,
0
0
0
円
」

と
あ

る
の

は
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

字
句

と
す
る

。
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

（
栃

木
県
公

立
学
校

職
員
の

特
殊

勤
務
手

当
に
関

す
る
条

例
の

一
部
改

正
）

 

第
３

条
 
栃

木
県
公

立
学
校

職
員

の
特
殊

勤
務
手

当
に
関

す
る

条
例
（

昭
和
3
4
年

栃
木

県
条

例
第
3
8
号

）
の

一
部
を

次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正
後

の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

令
和

９
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
5
,
6
0
0
円

 
8
,
1
0
0
円

 

令
和

1
0
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
9
,
6
0
0
円

 
1
2
,
1
0
0
円

 

令
和

1
1
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
2
3
,
6
0
0
円

 
1
6
,
1
0
0
円

 

令
和

1
2
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
2
7
,
7
0
0
円

 
2
0
,
2
0
0
円

 

 
 

 
 別
表

第
１
（

第
６
条

関
係
）

 

 
 

 
教
育

職
給
料

表
(
1
)
 

略
 

備
考

 

 
 

１
 
略

 

 
 

２
 

こ
の

表
の

適
用

を
受

け
る

職
員
の

う
ち

、
そ

の
職

務
の

級
が
３

級
で

あ
る

職

員
の

給
料

月
額

は
、

こ
の

表
の

額
に
3
0
,
7
0
0
円

を
、

４
級

で
あ

る
職

員
の

給
料

月
額

は
こ
の

表
の
額

に
2
3
,
0
0
0
円

を
そ

れ
ぞ
れ

加
算
し

た
額

と
す

る
。

 

 別
表

第
２
（

第
６
条

関
係
）

 

 
 

 
教
育

職
給
料

表
(
2
)
 

略
 

備
考

 

 
 

１
 
略

 

 
 

２
 

こ
の

表
の

適
用

を
受

け
る

職
員
の

う
ち

、
そ

の
職

務
の

級
が
３

級
で

あ
る

職

員
の

給
料

月
額

は
、

こ
の

表
の

額
に
3
1
,
7
0
0
円

を
、

４
級

で
あ

る
職

員
の

給
料

月
額

は
こ
の

表
の
額

に
2
4
,
2
0
0
円

を
そ

れ
ぞ
れ

加
算
し

た
額

と
す

る
。

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 別
表

第
１
（

第
６
条

関
係
）

 

 
 

 
教
育

職
給
料

表
(
1
)
 

略
 

備
考

 

 
 

１
 
略

 

 
 

２
 

こ
の

表
の

適
用

を
受

け
る

職
員
の

う
ち

、
そ

の
職

務
の

級
が
３

級
で

あ
る

職

員
の

給
料

月
額

は
、

こ
の

表
の

額
に
7
,
7
0
0
円

を
、

４
級

で
 
あ

る
職
員

の
給

料

月
額

は
こ
の

表
の
額

に
2
3
,
0
0
0
円

を
そ

れ
ぞ
れ

加
算
し

た
額

と
す

る
。

 

 別
表

第
２
（

第
６
条

関
係
）

 

 
 

 
教
育

職
給
料

表
(
2
)
 

略
 

備
考

 

 
 

１
 
略

 

 
 

２
 

こ
の

表
の

適
用

を
受

け
る

職
員
の

う
ち

、
そ

の
職

務
の

級
が
３

級
で

あ
る

職

員
の

給
料

月
額

は
、

こ
の

表
の

額
に
7
,
5
0
0
円
0
を

、
４

級
で

あ
る

職
員

の
給
料

月
額

は
こ
の

表
の
額

に
2
4
,
2
0
0
円

を
そ

れ
ぞ
れ

加
算
し

た
額

と
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
特

殊
勤
務

手
当
の

区
分
）

 

第
３

条
 
特

殊
勤
務

手
当
は

、
次

の
と
お

り
と
す

る
。

 

(
1
)
～
(
3
)
 

略
 

 (
4
)
～
(
6
)
 

略
 

（
特

殊
勤
務

手
当
の

区
分
）

 

第
３

条
 
特

殊
勤
務

手
当
は

、
次

の
と
お

り
と
す

る
。

 

(
1
)
～
(
3
)
 

略
 

(
4
)
a
多

学
年

学
級
担

当
手
当

 

(
5
)
～
(
7
)
 

略
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0
0
 
 

（
栃

木
県
公

立
学
校

職
員
の

特
殊

勤
務
手

当
に
関

す
る
条

例
の

一
部
改

正
）

 

第
３

条
 
栃

木
県
公

立
学
校

職
員

の
特
殊

勤
務
手

当
に
関

す
る

条
例
（

昭
和
3
4
年

栃
木

県
条

例
第
3
8
号

）
の

一
部
を

次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正
後

の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

令
和

９
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
5
,
6
0
0
円

 
8
,
1
0
0
円

 

令
和

1
0
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
1
9
,
6
0
0
円

 
1
2
,
1
0
0
円

 

令
和

1
1
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
2
3
,
6
0
0
円

 
1
6
,
1
0
0
円

 

令
和

1
2
年
１

月
１
日

か
ら
同

年
1
2
月
3
1
日

ま
で

 
2
7
,
7
0
0
円

 
2
0
,
2
0
0
円

 

 
 

 
 別
表

第
１
（

第
６
条

関
係
）

 

 
 

 
教
育

職
給
料

表
(
1
)
 

略
 

備
考

 

 
 

１
 
略

 

 
 

２
 

こ
の

表
の

適
用

を
受

け
る

職
員
の

う
ち

、
そ

の
職

務
の

級
が
３

級
で

あ
る

職

員
の

給
料

月
額

は
、

こ
の

表
の

額
に
3
0
,
7
0
0
円

を
、

４
級

で
あ

る
職

員
の

給
料

月
額

は
こ
の

表
の
額

に
2
3
,
0
0
0
円

を
そ

れ
ぞ
れ

加
算
し

た
額

と
す

る
。

 

 別
表

第
２
（

第
６
条

関
係
）

 

 
 

 
教
育

職
給
料

表
(
2
)
 

略
 

備
考

 

 
 

１
 
略

 

 
 

２
 

こ
の

表
の

適
用

を
受

け
る

職
員
の

う
ち

、
そ

の
職

務
の

級
が
３

級
で

あ
る

職

員
の

給
料

月
額

は
、

こ
の

表
の

額
に
3
1
,
7
0
0
円

を
、

４
級

で
あ

る
職

員
の

給
料

月
額

は
こ
の

表
の
額

に
2
4
,
2
0
0
円

を
そ

れ
ぞ
れ

加
算
し

た
額

と
す

る
。

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 別
表

第
１
（

第
６
条

関
係
）

 

 
 

 
教
育

職
給
料

表
(
1
)
 

略
 

備
考

 

 
 

１
 
略

 

 
 

２
 

こ
の

表
の

適
用

を
受

け
る

職
員
の

う
ち

、
そ

の
職

務
の

級
が
３

級
で

あ
る

職

員
の

給
料

月
額

は
、

こ
の

表
の

額
に
7
,
7
0
0
円

を
、

４
級

で
 
あ

る
職
員

の
給

料

月
額

は
こ
の

表
の
額

に
2
3
,
0
0
0
円

を
そ

れ
ぞ
れ

加
算
し

た
額

と
す

る
。

 

 別
表

第
２
（

第
６
条

関
係
）

 

 
 

 
教
育

職
給
料

表
(
2
)
 

略
 

備
考

 

 
 

１
 
略

 

 
 

２
 

こ
の

表
の

適
用

を
受

け
る

職
員
の

う
ち

、
そ

の
職

務
の

級
が
３

級
で

あ
る

職

員
の

給
料

月
額

は
、

こ
の

表
の

額
に
7
,
5
0
0
円
0
を

、
４

級
で

あ
る

職
員

の
給
料

月
額

は
こ
の

表
の
額

に
2
4
,
2
0
0
円

を
そ

れ
ぞ
れ

加
算
し

た
額

と
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
特

殊
勤
務

手
当
の

区
分
）

 

第
３

条
 
特

殊
勤
務

手
当
は

、
次

の
と
お

り
と
す

る
。

 

(
1
)
～
(
3
)
 

略
 

 (
4
)
～
(
6
)
 

略
 

（
特

殊
勤
務

手
当
の

区
分
）

 

第
３

条
 
特

殊
勤
務

手
当
は

、
次

の
と
お

り
と
す

る
。

 

(
1
)
～
(
3
)
 

略
 

(
4
)
a
多

学
年

学
級
担

当
手
当

 

(
5
)
～
(
7
)
 

略
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

附
 

則
 

１
 

こ
の
条

例
は
、

令
和
８

年
１

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

２
 

こ
の
条

例
の
施

行
の
日

（
以

下
「
施

行
日
」

と
い
う

。
）

前
に
教

育
公
務

員
特
例

法
（

昭
和
2
4
年

法
律

第
１
号

）
第

2
5
条
第

１
項
の

規
定
に

よ
る

認
定
を

受
け
た

者
で
あ

っ

て
施

行
日
の

前
日
ま

で
に
同

条
第

４
項
の

認
定
を

受
け
て

い
な

い
も
の

が
当
該

認
定
を

受
け

る
ま
で

の
間
に

お
け
る

当
該

者
に
対

す
る
教

職
調
整

額
及

び
超
過

勤
務
手

当
の

支

給
に

つ
い
て

は
、
第

１
条
の

規
定

に
よ
る

改
正
後

の
義
務

教
育

諸
学
校

等
の
教

育
職
員

の
給

与
等
に

関
す
る

特
別
措

置
に

関
す
る

条
例
第

３
条
第

１
項

及
び
第

２
条
の

規
定

に

よ
る

改
正
後

の
栃
木

県
公
立

学
校

職
員
給

与
条
例

第
1
1
条

の
３

た
だ
し

書
の
規

定
に
か

か
わ

ら
ず
、

な
お
従

前
の
例

に
よ

る
。

 

（
教

育
委
員

会
事
務

局
教
育

政
策

課
）

 

  第
1
0
条

か
ら

第
1
2
条

ま
で
 

削
除

 

 第
1
0
条

及
び

第
1
1
条

 
削
除

 

 

（
多

学
年
学

級
担
当

手
当
）

 

第
1
2
条

 
多
学

年
学

級
担

当
手

当
は

、
小
学

校
、

中
学

校
又

は
義

務
教
育

学
校

の
２

以

上
の

学
年

の
児
童

又
は

生
徒

で
編

制
さ

れ
て
い

る
学

級
を

担
当

す
る

職
員
の

う
ち

教

育
委

員
会

が
規
則

で
定

め
る

職
員

が
当

該
学
級

に
お

け
る

授
業

又
は

指
導
に

従
事

し

た
と

き
に
支

給
す
る

。
 

２
 

前
項

の
手

当
の

額
は

、
勤

務
１

日
に

つ
き

2
9
0
円

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
、

教
育

委
員

会
が
規

則
で
定

め
る
。
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栃

木
県
条

例
第
4
2
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
企

業
局
企

業
職

員
の
給

与
の
種

類
及
び

基
準

に
関
す

る
条
例

の
一
部

を
改

正
す
る

条
例

 

栃
木

県
企
業

局
企
業

職
員
の

給
与

の
種
類

及
び
基

準
に
関

す
る

条
例
（

昭
和
4
1
年

栃
木

県
条

例
第
5
3
号

）
の

一
部
を

次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正
後

の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
休

日
給
）

 

第
1
0
条

 
略

 

２
 

休
日

給
は

、
休

日
等

（
毎

日
曜

日
を

週
休

日
（

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

（
管

理
者

の
権
限

を
行

う
知

事
が

職
員

の
申
告

を
考

慮
し

て
勤

務
時

間
を
割

り
振

ら

な
い

日
を

除
く
。

）
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

と
定

め
ら

れ
て

い
る

職
員
以

外
の

職

員
に

あ
っ

て
は
、

祝
日

法
に

よ
る

休
日

が
週
休

日
に

当
た

る
と

き
は

、
管
理

者
の

権

限
を

行
う

知
事
が

別
に

定
め

る
日

）
に

お
い
て

正
規

の
勤

務
時

間
中

に
勤
務

す
る

こ

と
を

命
ぜ
ら

れ
た
職

員
に
対

し
て

、
当
該

勤
務
し

た
全
時

間
に

つ
い
て

支
給
す

る
。

 

 

（
管

理
職
員

特
別
勤

務
手
当

）
 

第
1
2
条

の
２
 

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当
は

、
第

４
条

に
規

定
す

る
職
に

あ
る

職
員

及

び
一

般
職

の
任
期

付
職

員
の

採
用

等
に

関
す
る

条
例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３

号
）

第
２

条
第
１

項
の

規
定

に
よ

り
任

期
を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
（
以

下
「

特

定
任

期
付

職
員
」

と
い

う
。

）
が

臨
時

又
は
緊

急
の

必
要

そ
の

他
の

公
務
の

運
営

の

必
要

に
よ

り
週
休

日
若

し
く

は
管

理
者

の
権
限

を
行

う
知

事
が

職
員

の
申
告

を
考

慮

し
て

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

又
は

休
日

等
（

以
下

「
週

休
日

等
」

と
い

う
。

）
に

勤
務
し

た
と

き
に

、
当

該
職

員
に
対

し
て

、
当

該
勤

務
に

つ
い
て

支
給

す

る
。

 

２
 

略
 

（
休

日
給
）

 

第
1
0
条

 
略

 

２
 

休
日

給
は

、
休

日
等

（
毎

日
曜

日
を

週
休

日
（

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

（
管

理
者

の
権
限

を
行

う
知

事
が

職
員

の
申
告

を
考

慮
し

て
勤

務
時

間
を
割

り
振

ら

な
い

日
を

除
く
。

）
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

と
定

め
ら

れ
て

い
る

職
員
以

外
の

職

員
に

あ
っ

て
は
、

祝
日

法
に

よ
る

休
日

が
週
休

日
に

当
た

る
と

き
は

、
管
理

者
の

権

限
を

行
う

知
事
が

別
に

定
め

る
日

）
に

お
い
て

正
規

の
勤

務
時

間
中

に
勤
務

す
る

こ

と
を

命
ぜ
ら

れ
た
職

員
に
対

し
て

、
当
該

勤
務
し

た
全
時

間
に

つ
い
て

支
給
す

る
。

 

 

（
管

理
職
員

特
別
勤

務
手
当

）
 

第
1
2
条

の
２
 

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当
は

、
第

４
条

に
規

定
す

る
職
に

あ
る

職
員

及

び
一

般
職

の
任
期

付
職

員
の

採
用

等
に

関
す
る

条
例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３

号
）

第
２

条
第
１

項
の

規
定

に
よ

り
任

期
を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
（
以

下
「

特

定
任

期
付

職
員
」

と
い

う
。

）
が

臨
時

又
は
緊

急
の

必
要

そ
の

他
の

公
務
の

運
営

の

必
要

に
よ

り
週
休

日
若

し
く

は
管

理
者

の
権
限

を
行

う
知

事
が

職
員

の
申
告

を
考

慮

し
て

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

又
は

休
日

等
（

以
下

「
週

休
日

等
」

と
い

う
。

）
に

勤
務
し

た
と

き
に

、
当

該
職

員
に
対

し
て

、
当

該
勤

務
に

つ
い
て

支
給

す

る
。

 

２
 

略
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栃

木
県
条

例
第
4
2
号

 

 
 

 
 
栃

木
県
企

業
局
企

業
職

員
の
給

与
の
種

類
及
び

基
準

に
関
す

る
条
例

の
一
部

を
改

正
す
る

条
例

 

栃
木

県
企
業

局
企
業

職
員
の

給
与

の
種
類

及
び
基

準
に
関

す
る

条
例
（

昭
和
4
1
年

栃
木

県
条

例
第
5
3
号

）
の

一
部
を

次
の

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

次
の

表
の
改

正
前
の

欄
に
掲

げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正
後

の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下
線

で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
休

日
給
）

 

第
1
0
条

 
略

 

２
 

休
日

給
は

、
休

日
等

（
毎

日
曜

日
を

週
休

日
（

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

（
管

理
者

の
権
限

を
行

う
知

事
が

職
員

の
申
告

を
考

慮
し

て
勤

務
時

間
を
割

り
振

ら

な
い

日
を

除
く
。

）
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

と
定

め
ら

れ
て

い
る

職
員
以

外
の

職

員
に

あ
っ

て
は
、

祝
日

法
に

よ
る

休
日

が
週
休

日
に

当
た

る
と

き
は

、
管
理

者
の

権

限
を

行
う

知
事
が

別
に

定
め

る
日

）
に

お
い
て

正
規

の
勤

務
時

間
中

に
勤
務

す
る

こ

と
を

命
ぜ
ら

れ
た
職

員
に
対

し
て

、
当
該

勤
務
し

た
全
時

間
に

つ
い
て

支
給
す

る
。

 

 

（
管

理
職
員

特
別
勤

務
手
当

）
 

第
1
2
条

の
２
 

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当
は

、
第

４
条

に
規

定
す

る
職
に

あ
る

職
員

及

び
一

般
職

の
任
期

付
職

員
の

採
用

等
に

関
す
る

条
例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３

号
）

第
２

条
第
１

項
の

規
定

に
よ

り
任

期
を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
（
以

下
「

特

定
任

期
付

職
員
」

と
い

う
。

）
が

臨
時

又
は
緊

急
の

必
要

そ
の

他
の

公
務
の

運
営

の

必
要

に
よ

り
週
休

日
若

し
く

は
管

理
者

の
権
限

を
行

う
知

事
が

職
員

の
申
告

を
考

慮

し
て

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

又
は

休
日

等
（

以
下

「
週

休
日

等
」

と
い

う
。

）
に

勤
務
し

た
と

き
に

、
当

該
職

員
に
対

し
て

、
当

該
勤

務
に

つ
い
て

支
給

す

る
。

 

２
 

略
 

（
休

日
給
）

 

第
1
0
条

 
略

 

２
 

休
日

給
は

、
休

日
等

（
毎

日
曜

日
を

週
休

日
（

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

（
管

理
者

の
権
限

を
行

う
知

事
が

職
員

の
申
告

を
考

慮
し

て
勤

務
時

間
を
割

り
振

ら

な
い

日
を

除
く
。

）
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

と
定

め
ら

れ
て

い
る

職
員
以

外
の

職

員
に

あ
っ

て
は
、

祝
日

法
に

よ
る

休
日

が
週
休

日
に

当
た

る
と

き
は

、
管
理

者
の

権

限
を

行
う

知
事
が

別
に

定
め

る
日

）
に

お
い
て

正
規

の
勤

務
時

間
中

に
勤
務

す
る

こ

と
を

命
ぜ
ら

れ
た
職

員
に
対

し
て

、
当
該

勤
務
し

た
全
時

間
に

つ
い
て

支
給
す

る
。

 

 

（
管

理
職
員

特
別
勤

務
手
当

）
 

第
1
2
条

の
２
 

管
理

職
員

特
別

勤
務

手
当
は

、
第

４
条

に
規

定
す

る
職
に

あ
る

職
員

及

び
一

般
職

の
任
期

付
職

員
の

採
用

等
に

関
す
る

条
例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

３

号
）

第
２

条
第
１

項
の

規
定

に
よ

り
任

期
を
定

め
て

採
用

さ
れ

た
職

員
（
以

下
「

特

定
任

期
付

職
員
」

と
い

う
。

）
が

臨
時

又
は
緊

急
の

必
要

そ
の

他
の

公
務
の

運
営

の

必
要

に
よ

り
週
休

日
若

し
く

は
管

理
者

の
権
限

を
行

う
知

事
が

職
員

の
申
告

を
考

慮

し
て

勤
務

時
間

を
割

り
振

ら
な

い
日

又
は

休
日

等
（

以
下

「
週

休
日

等
」

と
い

う
。

）
に

勤
務
し

た
と

き
に

、
当

該
職

員
に
対

し
て

、
当

該
勤

務
に

つ
い
て

支
給

す

る
。

 

２
 

略
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

附
 

則
 

こ
の

条
例
は

、
令
和

８
年
４

月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。

 

（
企

業
局
）
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条

例
第
4
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号

 

 
 

 
 
警

察
官
等

に
対
す

る
被

服
の
支

給
及
び

装
備
品

の
貸

与
に
関

す
る
条

例
の
一

部
を

改
正
す

る
条
例

 

警
察

官
等
に

対
す
る

被
服
の

支
給

及
び
装

備
品
の

貸
与
に

関
す

る
条
例

（
昭
和

2
9
年
栃

木
県

条
例
第

4
5
号
）

の
一
部

を
次

の
よ
う

に
改
正

す
る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ
る

規
定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

警
察

官
に
対

す
る
被

服
の
支

給
及

び
装
備

品
の
貸

与
に
関

す
る

条
例

 

 

（
目

的
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

警
察

法
（

昭
和

2
9
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

6
8
条

第
２

項
及

び

道
路

交
通

法
（

昭
和

3
5
年

法
律

第
1
0
5
号

）
第

1
1
4
条

の
４

第
４

項
の

規
定

に
基

づ

き
、

警
察

官
及
び

交
通

巡
視

員
（

以
下

「
警
察

官
等

」
と

い
う

。
）

に
対
す

る
被

服

の
支

給
及
び

装
備
品

の
貸
与

に
関

す
る
事

項
を
定

め
る
こ

と
を

目
的
と

す
る
。

 

 

（
支

給
品
の

品
目
、

員
数
及

び
使

用
期
間

）
 

第
２

条
 

警
察

官
等

に
対

し
支

給
す

る
被

服
（

以
下

「
支

給
品

」
と

い
う

。
）

の
品

目
、

員
数

及
び
使

用
期

間
は

、
次

の
表

の
と
お

り
と

す
る

。
た

だ
し

、
特
別

の
事

由

が
あ

る
場

合
に
は

、
警

察
本

部
長

（
以

下
「
本

部
長

」
と

い
う

。
）

は
そ
の

員
数

を

増
減

し
、
又

は
使
用

期
間
を

伸
縮

す
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

支
給

区
分
 
 

 品
 

目
 

警
部

以
上

 

の
警

察
官

 

警
部

補
以
下

 

の
警

察
官

 
 

員
 
数

 
使
用

期
間

 
員
 
数

 
使
用

期
間

 
 

 

冬
帽

子
 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略

 
 

 

合
帽

子
 
略

 
略

 
略

 
略

 
 

 

夏
帽

子
 
略

 
略

 
略

 
略
 

 
 

 

警
察

官
等
に

対
す
る

被
服
の

支
給

及
び
装

備
品
の

貸
与
に

関
す

る
条
例

 

 

（
目

的
）

 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、

警
察

法
（

昭
和

2
9
年

法
律

第
1
6
2
号

）
第

6
8
条

第
２

項
及

び

道
路

交
通

法
（

昭
和

3
5
年

法
律

第
1
0
5
号

）
第

1
1
4
条

の
４

第
４

項
の

規
定

に
基

づ

き
、

警
察

官
及
び

交
通

巡
視

員
（

以
下

「
警
察

官
等

」
と

い
う

。
）

に
対
す

る
被

服

の
支

給
及
び

装
備
品

の
貸
与

に
関

す
る
事

項
を
定

め
る
こ

と
を

目
的
と

す
る
。

 

 

（
支

給
品
の

品
目
、

員
数
及

び
使

用
期
間

）
 

第
２

条
 

警
察

官
等

に
対

し
支

給
す

る
被

服
（

以
下

「
支

給
品

」
と

い
う

。
）

の
品

目
、

員
数

及
び
使

用
期

間
は

、
次

の
表

の
と
お

り
と

す
る

。
た

だ
し

、
特
別

の
事

由

が
あ

る
場

合
に
は

、
警

察
本

部
長

（
以

下
「
本

部
長

」
と

い
う

。
）

は
そ
の

員
数

を

増
減

し
、
又

は
使
用

期
間
を

伸
縮

す
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

支
給

区
分
 
 

 品
 

目
 

警
部

以
上

 

の
警

察
官

 

警
部

補
以
下

 

の
警

察
官

 
交
通

巡
視
員

 

員
 
数

 
使
用

期
間

 
員
 
数

 
使
用

期
間

 
員
 
数

 
使
用

期
間

 

冬
帽

子
 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
１
個

 
1
6
月

 

合
帽

子
 
略

 
略

 
略

 
略

 
１
個

 
1
6
月

 

夏
帽

子
 
略

 
略

 
略

 
略

 
１
個

 
1
6
月
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冬
活

動
帽

子
 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
 

 

合
活

動
帽

子
 
略

 
略

 
略

 
略

 
 

 

夏
活

動
帽

子
 
略

 
略

 
略

 
略

 
 

 

冬
服

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
 

 

合
服

 
略

 
略

 
略

 
略

 
 

 

夏
服

 
略

 
略

 
略

 
略

 
 

 

冬
活

動
服
 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
 

 

合
活

動
服
 
略

 
略

 
略

 
略

 
 

 

防
寒

服
 
略

 
略

 
略

 
略

 
 

 

雨
衣

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
 

 

冬
ワ

イ
シ

ャ
ツ
 
略

 
略

 
略

 
略

 
 

 

合
ワ

イ
シ

ャ
ツ
 
略

 
略

 
略

 
略

 
 

 

冬
ネ

ク
タ

イ
 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
 

 

合
ネ

ク
タ

イ
 
略

 
略

 
略

 
略

 
 

 

冬
活

動
ネ

ク
タ

イ
 
略

 
略

 
略

 
略
 

 
 

 

合
活

動
ネ

ク
タ

イ
 
略

 
略

 
略

 
略

 
 

 

ベ
ル

ト
 
略

 
略

 
略

 
略

 
 

 

手
袋

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
 

 

靴
下

 
略

 
略

 
略

 
略

 
 

 

長
靴

 
略

 
略

 
略

 
略

 
 

 

短
靴

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
 

 

２
 

略
 

３
 

警
察

官
等

に
任

命
後

初
め

て
支

給
品
を

支
給

す
る

場
合

に
は

、
第
１

項
の

規
定

に

か
か

わ
ら

ず
、
冬

服
及

び
合

服
並

び
に

夏
服
ズ

ボ
ン

又
は

夏
服

ス
カ

ー
ト
に

つ
い

て

は
２

着
、

夏
服
上

衣
、

冬
ワ

イ
シ

ャ
ツ

及
び
合

ワ
イ

シ
ャ

ツ
に

つ
い

て
は
３

着
、

冬

ネ
ク

タ
イ
及

び
合
ネ

ク
タ
イ

に
つ

い
て
は

２
個
と

す
る
。

 

４
 

略
 

 

（
貸

与
品
）

 

第
３

条
 

警
察

官
等

に
貸

与
す

る
装

備
品
（

以
下

「
貸

与
品

」
と

い
う
。

）
の

品
目

及

び
員

数
は
、

次
の
表

の
と
お

り
と

す
る
。

 

？
品

目
？

 
？

員
数

？
 

階
級

章
 

３
個

 

冬
活

動
帽

子
 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
１
個

 
1
6
月

 

合
活

動
帽

子
 
略

 
略

 
略

 
略

 
１
個

 
1
6
月

 

夏
活

動
帽

子
 
略

 
略

 
略

 
略

 
１
個

 
1
6
月

 

冬
服

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
１
着

 
1
2
月

 

合
服

 
略

 
略

 
略

 
略

 
１
着

 
1
2
月

 

夏
服

 
略

 
略

 
略

 
略

 
１
着

 
４
月

 

冬
活

動
服
 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
１
着

 
1
2
月

 

合
活

動
服
 
略

 
略

 
略

 
略

 
１
着

 
1
2
月

 

防
寒

服
 
略

 
略

 
略

 
略

 
１
着

 
3
0
月

 

雨
衣

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
１
着

 
3
6
月

 

冬
ワ

イ
シ

ャ
ツ
 
略

 
略

 
略

 
略

 
１
着

 
４
月

 

合
ワ

イ
シ

ャ
ツ
 
略

 
略

 
略

 
略

 
１
着

 
４
月

 

冬
ネ

ク
タ

イ
 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
１
個

 
４
月

 

合
ネ

ク
タ

イ
 
略

 
略

 
略

 
略

 
１
個

 
４
月

 

冬
活

動
ネ

ク
タ

イ
 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
１
個

 
４
月

 

合
活

動
ネ

ク
タ

イ
 
略

 
略

 
略

 
略

 
１
個

 
４
月

 

ベ
ル

ト
 
略

 
略

 
略

 
略

 
１
個

 
3
6
月

 

手
袋

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
２
組

 
1
2
月

 

靴
下

 
略

 
略

 
略

 
略

 
２
足

 
４
月

 

長
靴

 
略

 
略

 
略

 
略

 
１
足

 
2
4
月

 

短
靴

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
略
 

 
１
足

 
1
2
月

 

２
 

略
 

３
 

警
察

官
等

に
任

命
後

初
め

て
支

給
品
を

支
給

す
る

場
合

に
は

、
第
１

項
の

規
定

に

か
か

わ
ら

ず
、
冬

服
及

び
合

服
並

び
に

夏
服
ズ

ボ
ン

又
は

夏
服

ス
カ

ー
ト
に

つ
い

て

は
２

着
、

夏
服
上

衣
、

冬
ワ

イ
シ

ャ
ツ

及
び
合

ワ
イ

シ
ャ

ツ
に

つ
い

て
は
３

着
、

冬

ネ
ク

タ
イ
及

び
合
ネ

ク
タ
イ

に
つ

い
て
は

２
個
と

す
る
。

 

４
 

略
 

 

（
貸

与
品
）

 

第
３

条
 

警
察

官
等

に
貸

与
す

る
装

備
品
（

以
下

「
貸

与
品

」
と

い
う
。

）
の

品
目

及

び
員

数
は
、

次
の
表

の
と
お

り
と

す
る
。

 

貸
与

区
分

 

品
 

目
 

警
察

官
 

交
通

巡
視
員

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
0
0
 
 

附
 

則
 

こ
の

条
例
は

、
公
布

の
日
か

ら
施

行
す
る

。
 

（
警

察
本
部

警
務
課

）
 
 

 

   

識
別

章
 

３
個

 

警
察

手
帳

 
１
冊

 

手
錠

 
１
個

 

警
笛

 
１
個

 

警
棒

 
１
本

 

拳
銃

 
１
丁

 

帯
革

 
１
本

 

拳
銃

つ
り

ひ
も

 
１
本

 

 
 

    ２
 

略
 

 

（
使

用
期
間

の
満
了

し
な
い

支
給

品
及
び

貸
与
品

の
取
扱

）
 

第
５

条
 

警
察

官
等

が
失

職
し

、
退

職
し
、

休
職

を
命

ぜ
ら

れ
、

又
は
臨

時
待

命
を

命

ぜ
ら

れ
若

し
く
は

承
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、
そ

の
者

は
、

使
用

期
間

の
満
了

し
な

い

支
給

品
及

び
貸
与

品
を

返
納

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
警

察
官

等
が

死
亡
し

た
場

合

に
は

、
本

部
長
は

、
使

用
期

間
の

満
了

し
な
い

支
給

品
及

び
貸

与
品

を
返
納

す
る

た

め
の

措
置
を

講
ず
る

も
の
と

す
る

。
 

階
級

章
 

３
個

 
 

交
通

巡
視

員
章

 
 

３
個

 

識
別

章
 

３
個

 
３
個

 

警
察

手
帳

 
１
冊

 
１
冊

 

手
錠

 
１
個

 
 

警
笛

 
１
個

 
１
個

 

警
棒

 
１
本

 
 

け
ん

銃
 

１
丁

 
 

帯
革

 
１
本

 
１
本

 

シ
ョ

ル
ダ

ー
バ

ッ
グ

 
１
個

 
１
個

 

け
ん

銃
つ

り
ひ

も
 

１
本

 
 

備
考

 
シ
ョ

ル
ダ
ー

バ
ッ
グ

は
、

女
子
に

限
り
、

貸
与
す

る
。

 

 
２
 

略
 

 

（
使

用
期
間

の
満
了

し
な
い

支
給

品
及
び

貸
与
品

の
取
扱

）
 

第
５

条
 

警
察

官
等

が
失

職
し

、
退

職
し
、

休
職

を
命

ぜ
ら

れ
、

又
は
臨

時
待

命
を

命

ぜ
ら

れ
若

し
く
は

承
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、
そ

の
者

は
、

使
用

期
間

の
満
了

し
な

い

支
給

品
及

び
貸
与

品
を

返
納

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
警

察
官

等
が

死
亡
し

た
場

合

に
は

、
本

部
長
は

、
使

用
期

間
の

満
了

し
な
い

支
給

品
及

び
貸

与
品

を
返
納

す
る

た

め
の

措
置
を

講
ず
る

も
の
と

す
る

。
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0
0
 
 

附
 

則
 

こ
の

条
例
は

、
公
布

の
日
か

ら
施

行
す
る

。
 

（
警

察
本
部

警
務
課

）
 
 

 

   

識
別

章
 

３
個

 

警
察

手
帳

 
１
冊

 

手
錠

 
１
個

 

警
笛

 
１
個

 

警
棒

 
１
本

 

拳
銃

 
１
丁

 

帯
革

 
１
本

 

拳
銃

つ
り

ひ
も

 
１
本

 

 
 

    ２
 

略
 

 

（
使

用
期
間

の
満
了

し
な
い

支
給

品
及
び

貸
与
品

の
取
扱

）
 

第
５

条
 

警
察

官
等

が
失

職
し

、
退

職
し
、

休
職

を
命

ぜ
ら

れ
、

又
は
臨

時
待

命
を

命

ぜ
ら

れ
若

し
く
は

承
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、
そ

の
者

は
、

使
用

期
間

の
満
了

し
な

い

支
給

品
及

び
貸
与

品
を

返
納

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
警

察
官

等
が

死
亡
し

た
場

合

に
は

、
本

部
長
は

、
使

用
期

間
の

満
了

し
な
い

支
給

品
及

び
貸

与
品

を
返
納

す
る

た

め
の

措
置
を

講
ず
る

も
の
と

す
る

。
 

階
級

章
 

３
個

 
 

交
通

巡
視

員
章

 
 

３
個

 

識
別

章
 

３
個

 
３
個

 

警
察

手
帳

 
１
冊

 
１
冊

 

手
錠

 
１
個

 
 

警
笛

 
１
個

 
１
個

 

警
棒

 
１
本

 
 

け
ん

銃
 

１
丁

 
 

帯
革

 
１
本

 
１
本

 

シ
ョ

ル
ダ

ー
バ

ッ
グ

 
１
個

 
１
個

 

け
ん

銃
つ

り
ひ

も
 

１
本

 
 

備
考

 
シ
ョ

ル
ダ
ー

バ
ッ
グ

は
、

女
子
に

限
り
、

貸
与
す

る
。

 

 
２
 

略
 

 

（
使

用
期
間

の
満
了

し
な
い

支
給

品
及
び

貸
与
品

の
取
扱

）
 

第
５

条
 

警
察

官
等

が
失

職
し

、
退

職
し
、

休
職

を
命

ぜ
ら

れ
、

又
は
臨

時
待

命
を

命

ぜ
ら

れ
若

し
く
は

承
認

さ
れ

た
場

合
に

は
、
そ

の
者

は
、

使
用

期
間

の
満
了

し
な

い

支
給

品
及

び
貸
与

品
を

返
納

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
警

察
官

等
が

死
亡
し

た
場

合

に
は

、
本

部
長
は

、
使

用
期

間
の

満
了

し
な
い

支
給

品
及

び
貸

与
品

を
返
納

す
る

た

め
の

措
置
を

講
ず
る

も
の
と

す
る

。
 

 


